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:

財 団法 人 日本経 営情 報 開発 協 会 の なか に設置 された デ ータ バ ンク研究 委 員 会 は、1969年8

月 より発 足 し、 そ の研 究活 動 につ いて は、 今 日まで数 回 にわた り中 間報告 を行 な っ て きた次第 で

あ る。

本 研究 委員 会は 、 デ ータ バ ンク に関 す る海外 の 事情 の調 査 に も留意 し、1970年3月 にはア

メ リカ海外 調査 団 を派 遣 し、 これ につ いて の報 告 もす で に行 な ったが、 さ らに具体 的 にデ ータバ

ンク の利用 の実 情 を立 入 って調 査 す る必要 が あ った。 特 に カ リフ ォル ニ ア州 のデ ー タバ ンク は
、

この意 味 で 内 外 注 目 の ま とで あるが 、委 員 の一 人 で あ る高瀬 保 教 授 の 御尽 力 もあ って 、 カ リブ

ォル ニ ア 州財 務長 官 特別 補 佐 官M.F・ マ ク ドナル ド氏 の御協 力 を得 る ことが で きた次 第 で ある。

マ ク ドナ ル ド氏 は
.1970年10月 、本 研 究 委員 会 の調 査委 託 を受諾 され 、 カ リフ ォルニア 州

のデ ー タバ ン ク に関 してそ の現 状 並 び に今 後 の計画 の体 系 的 な解 明 を ひき うけ て下 さる こ とにな

った 次 第 で あ る。

同氏 は公務 御 多忙 中、 下 記 の 二報 告 書 を1971年2月 御 提 出 下 され た。

1.PublicSectorDataBankandDataProCes8ingin

California

2.TransportationPlanninginCaliforniaandtheUnited'

States

1971年4月 に は、東 京 にtsけ る本研 究 会 に御 出痛 い ただ き、一ヒ記報 告 書 を も とに討 論 を行

な った。

本 資料 は、上 記1の 報 告 の酬 訳 と上記 の討 論 と を ま とめた もの であ る。

この資料 が わが国 に おけ るデ ー タバ ンク の検 討、 とくに行政 情 報 システ ム な らびに その 社会開

発 との関 連 を考 察 す る にあ た り示 唆 す る とこ ろ極 めて人 な る ものが あ ると思 い、 本研 究委 員 会 の

総 括的 な報 告 とは別 に、 これ をま とめ た 次第 で あ る。'

昭和46年6月

∫

デ ー タ バ ン ク 研 究委 員 会

委員長 北 川 敏 男

!

●



デ ー タ バ ン ク 基礎 研 究 委 員 会 「50音順・敬称略」

委員長

委 員

男

朗

郎

良

孝

康

保
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・
彦

志

雄

通

呂

敏

哲

太

三

照

寿

比

電

蓄

川

立

東

合

間

木

瀬

井

口

川

辺

越

久

谷

北

足

印

河

佐

鈴

高

中

野

長

堀

渡

馬

(九 州大学教 授)

(日 本興 業銀行 ・調査部調査役)

(慶 応義塾大学教 授)

(行 政管 理庁 ・行 政管理局長)

(電 力 中央研究所 ・電子計算 室総括課 長)

(日 本 開発銀行 ・設備 投資研究 所主任研 究員)

(京 都 産業大学 教授)

(科 学技術情報 センター ・資料部主任情報 官)

(興 亜 石油 ・専務取締役)

(日 本電 信電話公 社 ・デ ータ通 信本 部 ・調査役)

(関 西 電力 ・企画部 付)

(通 産 省 ・情報管 理課 ・総括 班長)

(日 本経営情報開発 協会 ・理事)

已

:

こ の 改 カ リフ ォ ル ニ ア 州 の デ ー タバ ン ク"事 業 は 日

本 自 転 車 振 興 会 か ら競 輪 収 益 の 一 部 で あ る 機 械 振 興

資 金 の 援 助 を 受 け て実 施 した もの で あ る。

二さ 、_
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第 1' 部

民 ∋

カ リ フ ォ ル ニ ア 州 に お け る 公 共

デ ー タ バ ン ク と デ ー タ 処 理

◆

は し が き

カ リフ ォル ニア 州の公 共部 門 に おけ るデ ータ処 理 とデ ー タ ・ベ ース な らび に デ ータ バ ン クの 利

用 に関 す る研 究 報告 書 を こ こに提 出す る こ とは私 の よ ろ こび とす ると ころ で あ ります 。

こ の報告 書 は 日本経 営 情報 開発 協会 お よび貴 会員 の方 々 の お役 に立 つ と確 信 い た してお りま す。

今 後 と も日米 両 国 間 の絶 え ざ る知 識 と経験 の交流 が行 なわれ る ことを期 待 してお りま すが 、私 の

仕事 がそ の ような交 流 の一 助 に な るな らば光 栄 に存 じま す。

1971年2月 サ ク ラ メ ン トに て

マ サ イ ア ス ・F・ マ ク ドナル ド
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第1章 カ リフ ォル ニ ア州 の州政 府 、 郡政 府 、 市政 府 お よび

公 共 学校 教 育

この章 では、 三 つ の レベ ル の政 府 の諸 活 動 の規 模 と種 類 につい て報 告す る。そ の 目的 は、 各 々

の政 府 に お け るデ ータ ー処 理方 法 の広 範 囲 にわ たる実施 を、 よ り深 く理解 す るた め の手掛 りを提

供 す る こ とに あ る。

1-1カ リ フ ォ ル ニ ア 州 政 府

今 日の カ リ フォル ニ ア州 は、 合 衆 国の 各 州 の うちで最 も人 口が 多い 。1970年 の 国 勢 調査 に

よる と、 そ の入 口は、 約2000万 人 で あ る。 同年 の 個人所 得 の総 計 は、880億9000万 ド

ル で あ り、800万 人以 上 が職業 に就 い て い る。 州 政府 は、 お よそ18万5000の 人 々 を雇 用

し 一年 間 で、19億 ドル を俸給 と して支払 っ てい る。そ の よ うな俸 給 へ の 支 出に 加 え て、州 政

府 と地方 政府 は 、学校 教育(幼 稚 園か ら12年 級 まで)と さ らに 高等教 育(ガ リフ ォル ニ ア大 学、

カ リ フォル ニ ア州単 科大 学 、 カ リフ ォル ニア ・コ ミュニテ ィー ・カ レ ッジ な ど)に 対 す る援助 を

行 な っ てい る。500万 を越 え る人 々が 公共 の資 金援 助 を受 け て い る教 育機 関 に籍 を おい てい る。

即 ち カ リ フ ォル ニ ア州 の総 入 口の1/4が 目下 どこか の公 立 学校 で勉強 を してい る こ とに な る。 ・

州 政府 の来 年 度 の教 育関 係予 算 は、23億 ドル以 上 とされ てい る。 貧 困者 や保 護 児童 な どに対 す

す る生 活保 護 や社 会事 業 に は6億7600万 ドル を費 し、'さらに保 健事 業 に は、5億8900万

ドル を費 してい る。 それ らの他 に も建 設計 画(道 路 、 水路 、 等)や 、 地方 政府 に対 ナ る直接 支 出

も数 多 くあ る。 総 計 で は、州 の予 算 は、 州 自身 の財 源 や収入 で、67億 ドル を越 え て い る。 加 え

て、 合 衆 国政 府 に よる援 助 が州 の 諸計 画 に対 して な され てい る。

そ れ らの諸 計 画 は、 議会 や連 邦政 府 に より始 め られ た か、 あ るいは そ の命 令 に基 づ くもの で あ

る。 そ れ故 、 そ の 計画 の遂行 に 対 して、 い くらか の財 政的 援 助が 提供 され てい る。現 在 、 この よ

うな援 助 は、 約40億 ドル であ り、 そ の ため州 政府 に より監 督 され るか あ るいは まだ地 方政 府 に

流 れ こむ総 予 算 は、 年 間105億 ドル を こえ てい る。

カル フォル ニ ア州政 府 の行 政部 門 で は、21の 機 関 に おい て、47の コン ピ ュー タ ーが使 用 さ

れ てい る。(こ の47の コ;rtピュ ータ ーには 、 学校 教育 に関 して使わ れ てい る もの は含 まれ て い

ない 。)21機 関 の コン ピュータ ーセ ン タ ーの多 くは、 他 の部 局 に対 して、 デ ー ター処 理サ ー ビ

ス を して補 い合 ってい るの で ある。 州 政府(人 件 費、 施 設、 援 助、 特別 事業 等)の 総 経 費は 、 高

等教育 に使 わ れ てい る コン ピ ュー タ ーの 分 も含 め て、 ほ ぼ8300万 ドル で あ る。 これは 州予 算

67億 ドル の1.2%、 あ るい は、 総 予算105億 ドル の0.8%を 占め てい る。 一 般 に認 め られ て

一3一



い る と ころに よ る と、 政府 や 個人 企 業 の双 方 と もに、 デ ータ ー処 理 の予 算 は、総 予算 の だい た い

1%に なる とされ てい る。 そ れ か らす れ ば、 カ リ フォル ニ ア州 政 府 の デ ータ ー処 理予 算 は、 適 当

で ある とい え る。

1-2郡 政 府

カ リフォル ニ ア 州 には、 州政府 の 下に 確立 した 二 段階 の政 府機 構が ある。 す な わ ち、 郡政 府 と

市 政府 で あ る。極 め て小 さ な町 、村 は、本 報 告 書 の 目的 か らは、 はず れ る もの で ある。 カ リ フォ

ル ニ ア州 に は58の 郡 が あ り、 そ れ ら は、 人 口密度 、 財 源、 経 済 活動 、 自然環境 、 土地 な どの

事情 が 様 々 に異 な っ てい る。 カ リフ ォル ニ ア州地 図(図1-1)を 見れ ば、 各 郡 の土地 面積 の相

異 が よく解 か る。

それ ら土 地 面積 の相 異 は、人 口 や経済 活動 の 相異 と比 例 してい な い。 た とえば 、最 も人 口の集

中 してい る、Ventura,LosAngeles,Orange,SanDiego,SanFra-

ncisco,SanMateρ,SantaClara,な どの各 郡 は 、 ど こも面積 は、 た い して広

くは ない 。SanBernardinoはLosAngeles寄 りで は、 入 口が密集 してい るが、

Mojave砂 漠 につ づ く西 の はずれ の地 方 は過 疎状 態 に ある。SanFrancisco'は 、 中で

も特 別 で あ り、 郡 と市 が同 じ領域 を有 し、 一つ の政 府 が郡 と市 の 両方 の業務 を行 なって い る。他

の す べ ての所 で は、 市 と郡 の領 域 は異 な り、 市 政府 機 構 は、 郡政 府機 構範 囲 内に お い て活動 して

い る。

これ ら以 外 の他 の行 政区 画 は、 あ る計画 の 目的 の た め に刺痛 され る こ とも ある。そ れ らは別 に、

一定 の政 府 とい う機 構 を有 しは しないが
、 特別 に 、 社 会的 に 政府 活動 をす る ことが あ る。 た とえ

ば、 図1-2は 、 カ リフ ォル ニ アが 、14の 標 準都 市 統 計 地 域(StandardMetro-

politanStatisticalAreas:SMSA,s)に 区 画化 され てい る こと を示 し

て い る。 このSMASA'』8の 設 置 は 、連 邦 政府 に よっ て なさ れ、 比較 的、 都 市化 の程 度 が 高 く、

しか も人 口密度 の高 い地域 が含 まれ てい る。 種 々の都 市 計 画 の ため に、SMSAに よって統 計 が

集 め られ た 。図1-3に は、 州政 府 の 計画 に よっ て作 られた 、統 計地域(statistical

areaS)の 他 のグ ル ープ 分けが 示 さ れ てい る。 図1-4に は、 運 輸計画 、土 地 利 用 、 都市化

な どの問 題 に 関す る、 州 の 計画委 員 会 に よ って、1965年 に設 け られ た区域 計 画地域(the

RegionalPlanningAreas)が 示 され てい る。 カ リフ ォル ニ アに おけ る
、 重 要 な

問題 の 一 つは 、人 口が 多 く、 しか も降 雨 量 の 少 な い南部 地 方 に対 す る、 水 の供 給 で ある。 カ リ フ

ォル ニア の給 水 シス テ ム(TheCaliforniaAquaductsystem)は 、 北 の シ エ

ラネバ ダ 山脈 の雪 どけ 水 を水源 と し、 それ を貯 水 し、 南 部 の 消費 地 へ送 る ように な って い る。
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この よ うな、 水源 の マネ ー ジメ ン トには問 題 が ある。

図1-5に は、 計 画 され た 目的 に 関 す る、州 の水路 研 究地域(HydrologicStudy

Areas)の 行 政 区 画が 示 され てい る。 図1-6に は 、 大気 分布 区域 に基 づ く行 政区 画 が示 さ

れ てい る。.この行 政 区 画 は、 気 象上 の特 質 に基 づ い て 分け られ てお り、 そ れ は計 画 を立 て ると き

や、空 気 の保 存 や 浄化 な どの際 に利用 され る。

図1-7は 、1970年 に州 行 政 に 関す る議 会 に お い て採用 され た計 画地 域(Planning

Districts).を 示 し てい る。

行 政 区 画が 多種 で あ る とい う ことは、我 々の複雑 な社 会 に おけ る 困難 な問 題 を示 して い る。 伝

統 的 な行政 区 画(州 、 郡、 市)は 、 それ ら三 つ に またが る よ うな問 題 を扱 う場 合 に は、 適 当で は

ない。 個 々の 郡 や市 に よっ て は、適 切 な扱 い をす る こ とが で きな い よ うな問 題 を解決 し、 それぞ

れ の活 動 を調整 す る ために は、 新 た な境 界 を設 け、 新 た な方 法 を見 い だ さ なけ れば な らない。 こ

れ らの境 界は 他 の問題 に 関 しては違 って くる、 そ して多 様 な諸 計画 活動 は 、 それ らが相 互 に作用

す る ことか ら して、 統 一 され ね ば な らない 。大 規模 な一 つの デ ー タ バ ン ク あ る い は 、 別 の 目

的 の た めに企 画 さ れた が、 入 手 で き うる限 りの情報 を 自動 的 に伝 え る た めに 一 つ のセ ッ トの規格

を利用 してい る一 連 の デ ー タ バ ン ク を想 像 す る こ と は 可 能 で ある。 しか し、我 々 は司 法執行

分野 を唯 一 の例外 と して未 だそ の よ うな理 想的 な ア プ ローチ を開始 して もい ない 。 この レポ ー ト

は い くつ かの 業績 とい くつ か の障 害 に つい て考 察 す る。

カ リフ ォル ニア の各 部 に は、 い ろい ろ な方 面 にお い て、 多 くの相 違 が あ る こ とは 前 に もふれ た.

通 りで ある。 そ の うち最 も重 大 なのは 人 口に つ いて で あ る。LosAngeles郡 は、7,000

万以 上 の人 口 を有 してい る。AIameda,Or.ange,SanDiego,SantaClara

の各 郡 は それ ぞ れ100万 以 上 の人 口で ある。 対照 的に1万 人 以 下 の郡 が5つ,AIpine郡 は

た った500人 で あ る。1平 方 マイ ル の人 口密 度 は、 最 低 は、AIpihe'の0.7人 か ら、 最 高

は、SanFranciscoの15,570人 であ る。 この よ うな極 端 な差 異 は、 もち ろん、 経 済活

動 、 税収 入 、.州 政 府 の 雇用 な どの相 異 を も伴 な って くる。

こ うした相違 は ま た、各 部 に おけ るEDP活 動 の 種類 とそ の程 度 の違 い に反 映 され てい る。
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1-5市 ・ 一…L'・

カ リフ ォル ニア州 には404の 市が あ りそ の特 性 は 郡 と比 べ て も劣 らない 程 幅広 い もの で あ る。

表1-1は 人 口別 に、 常数 を示 してい る。

＼
▲

～

q

表1-1

カ リ フォル ニア州 各 市 の 人口

5000以 下

50001qoOO

1000025・000

250『0050000

5qoO'010qoOO

loQoOO50α000

50qoOOLooQoOO

LooqoOO以 上

郡 の場 合 と同 様 に、 市 で も人 口、資 源 、 政治 上 の問 題 な どの 相違 が デ ー タ ー処 理 の運 用 とそ の

方 法 に極 めて大 き な相違 を もた ら してい る。

!̀

」▲

W

1-4学 校 教 育

学 校 教育(Pub「icEducation)の 分野 は、州 、 郡 、 市政 府 に 相 当 す る よ うな 行 政

管 轄 区 で は な い 。 法 律 を施 行 す る権 限 もまた そ の法律 を強 要 す る権 限 も有 して お らず 、加 え

て、 幅広 い公 共 的 サ ー ビスを行 な う責任 も ない 。 しか し、 学 校 教育 は い くつ か の理 由 か ら、 この

レ ポ ー トに含 めた 。

す な わ ち:

1.EDP技 術 は 、学 校教 育 の各方 面 に、 しか も きわ め て大 きい 規 模で応 用 され て きた。

2.学 校 教 育 は、 州、 地方 両政 府 の歳 出 の うち で、 大 き な割 合 を 占 めてい る。

3.カ リ フォル ニア では、 教育 の た めの統 一 デ ータ処理 シ ステ ム と計画 と 目的 の決 定 に 役立 つ

教育 情 報 デ ー タ ・ベ ース の確 立 のた め に、 各 方 面 で努 力 が なされ てきた。

カ リ フォル ニ ア州 に は、1,100を 越 え る学校 区 が あ る。 学校 区 の入 学 者 登録 簿に よれ ば、 生.

-13一



徒 数 が300以 下 の と こ ろか ら、 ロス ア ンゼ ル ス の よ うな50万 を越 え る所 と様 々 で あ る。規 模

の違 いか ら生 ず るす べて の相 違点 は、 郡 と市 政府 との場 合 と同 じよ うに、 学校 区 の場 合 に つい て

も あては ま る。 財源 に つ いて は、 州 法律 に よって決 め られ てい る。す なわ ち、 そ れ ぞ れ の児童 に

等 し く教育 を受 け る機 会 が与 え られ る よ うに な ってい る。 この きま りを実 施 す る こ とは、 複雑 か

つ困 難 で あ り、'すべ ての生 徒 に、 等 し く教 育 の機 会 を与 え る こ とは、実 際 に は無 理 と なる。 この

よ うな欠 陥 を是正 す る こ と こそ、 コン ピュー タ ーの技 術が貢 献 で きる重要 な 職務 の 一 つ で ある。
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第2章 カ リフ ォル ニア 州 に お け る デ ー タ処 理方 法

k

、

こ こで は、 カ リ フォル ニ アの州 政府 お よび地 方 政府 に よる、最 近 のデ ー タ処 理方 法 の 調査 に つ

い て報告 す る。この調査 ぱ、カリ フ ォル ニ ア州 のEDPに 関す る行政 機 関 連絡委 員 会

(TheIntergovernmentalBoardonEIectronicDataProcessing)

の 後援 の下 に行 なわれ た。 実 際 の作 業 は政 府 の各 局 のデ ータ処 理 シ ステ ムの企 画 とそ の実 施 に お

い て大 きな活躍 を してい る公 認 会 計事 務所 ア ーサ ー』・ヤ ング社(ArtherYoung'&

Company)に よ り契 約 に基 づい て な され た。

4

`

、4

2-1調 査 概 要

1・EDPに 関す る行政機 関連 絡委 員 会

EDPに 関 す る行政 機 関連 絡委 員 会 は、1967年 に カ リ フォル ニア政 府 の特 命 に よっ て創 設

さ れ、 つ づい て1968年 の立法 議 会 に よっ て法律 化 され、 カル フ ォル ニ ア州政府 の一 行 政 部門

とな った。(1968年 立 法議 会上 院 法 案959付 録A参 照)そ の第一 の責務 は州 内 の情 報 シス

テ ムに 関 す る方針 と 目的 を定 め、 さ らに シス テ ム の発展 に重 要 な事 柄 を判 断 し、 そ の 分類 方 法 を

示 し、 加 え て新 シ ス テム の検討 とそれ を一 般に 普 及 させ るこ とであ る。 当局 は、 行 政機 関間 のシ

ス テ ム に関 す る事 項 に つ い て知 事 や立 法府 に助 言 も与 え る。委員 会 の構 成員 に は、 州 政府 の5つ

の 部門 と、3つ の郡 政 府 と、3つ の 市 政府 と、3つ の学 校 教育(地 方 の、 しか も 自治権 を有 す る

初 等 中 等 教育 の学校 区)な どの代 表 が含 まれ て い る。

カ リ フ ォル ニ アEDPに 関す る行 政機 関連 絡委 員 会 が この種 の もの と しては、50州 の 中で初

め ての もの であ る とい う ことは、 注 目す べ きで あ る。 この委 員 会 が で きて以 来 、全 国 レ ベル で同

じ様 な 目的 のた め に、 これ と同 じ様 な機 構が形 成 された 。 これは 州 の情報 シ ステ ムの た め の全国

連 合 とい われ、 州 政府 審 議 会の 後援 に よって設 け られ た。(連 邦 政 府 の一 部 門 で は ない 。)こ の

連 合 の機 構 につ いて の記載 は付録Bに 入 ってい る。

そ の創 設以 来 、委員 会 の活動 は 二 つ の要 素 に よっ て制 約 を受 け て きた。一 つは 規 則 を作 り、 そ

れ を遵 守 させ る ため の委 員 会 の権 限 に関 して或 る種 の あい まい さが あ った こ と。他 の 一 つ は意欲

的 な試 み も中止 せ ざるを え なか っ たほ どに限 られ た資 金 で あ った。そ れ故、 委員 会 は 主 と して顧

問 や諮 問 機 関 の よ うな働 きを して きて お り、 取 り締 り局 と しては 、活 動 してい ない。 しか し委員,

会 は 、次 に挙 げ る ようない くつ かの 重 大 な事 柄 を行 っ て きてい る。

a－ つ以 上 の政府 の管轄 区 に ま たが る情 報 シス テ ムの た め の資 金 を連邦政 府 や他 の財 源 か ら求

め た い と願 ってい る行 政機 関 は当 委 員 会 に審 査 と批評 を求 め なけ れば な らない とい う手続 を確
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立 レ ヒゆ委 員 会 に よる好 意 的 な奨 励 は、 もち ろん 資 金 を得 られ る可能 性 を高 め るだ ろ う。

だ が一 方 、委 員 会に は 拒否 権 が ない の で、委 員会 の あま り好 意的 でな い批評 がそ の まま補 助

金 の拒 否 につ なが る とは限 らない。 しか しなが ら、 そ の要 求 の 好 ま し くな い点 の再検 討 を 申請

してい る政 府 に うなが す効 果 は あ るで あろ う。

b当 委員 会 の技 術部 会 は 、 「イン フォ メー シ ・ン ・シス テ ムの 手引 き」 とい う手 ごろな案 内 書

を作 成 した 。 これ は 、 ス タンダ ー ドな もの と して作 られ たの では な く、地 方 政府 が イ ン フォ メ

ー シ ・ン ・シ ステ ムを設 計
、 設置 そ して保 守 す る際 に よ き助 け とな るべ く作 られ た の で あ る。

これ らのttガ イ ドライ ン"を 採 用 す れば 、EDPの か な りの統 一 が達 成 され る であ ろ う。

c当 委 員 会 は、 そ の メンバ ーの すべ て に協 力 す る 『
.tを 奨励 レ シス テ ム設計 プ ログ ラ ム体

験 をわ か ち合 うとい う考 え方 を育 成 して きた。 これ らを さ らに 促 進 す るた めに 、1970年 に

は、 カ リ フ ォル ニア州 政府 の す べ ての レベ ル での デ ー タ処 理 の調査 を行 な った。 これ は1&0

00ド ル の費 用 をかけ 、 ア ーサ ー ・ヤ ンク社 に よって作 業 は な され た。

2.調 査 方 法 、

ア ーサ ー ・ヤ ング社 が 公 開 入 札 の結果 、 この調査 を担 当す る こ とに な っ た。 カ リフ ォル ニ アの

法 律 では、 公 開入 札 が要 求 され てい る。 まれ には、 公 開入 札 の手 続 きを踏 まず に契 約 を結 ぶ場 合

もあ るが、 そ の理 由が完 全 に説 明 で きる もの でな けれ ば な らない 。

ア ーサ ー ・ヤン グ社(以 後 契 約 者 と呼 ぶ)は 、8つ の作業 か ら成 る6ケ 月計 画 を提 案 した。

(皿 一1図 を参照)基 礎 デ ー タは 、 ア ン ケー ト方 式 で集 め られ 、 これ らの結 果 は さ らに、 実地 面

接 に よっ て補 足 さ れ た。 デ ー タは整 理 され、 表 に され て、 分析 され、そ して評 価 され た。 そ して

そ の結 果 は、 最 終報 告書 に発 表 され た。準 備段 階 で 、 この調査 の 当初 の趣 旨に い くつ かの 変更 が

行 な われ た 。 こ の調査 は 、 ハ ー ドウエア、 ソ フ トウエ ア、 設置 台数、 適 用 分野 な どの詳細 な実態

を把 握 しよ うと い う意 図 の下 に 当初計 画 され たの で あ る。

と ころが 調 査 を行 な ってい る うちに、 調査 の力 点 が 詳細 な項 目毎 の実 態 調査 か ら、 政 府 間デ ー

タ処 理 分野 に おけ る問 題 の認識 と解 明 、評価 とい った事 へ と移 っ てい った の で あ る。 当初 の計 画

では16ケ 所 で イン タ ビュ ーを す る筈 で あ ったが これ は 後 に36ケ 所 に増 や され た。 そ して これ

に対 応 して詳 細 にわ た るデ ータ 要素 な どを省 くこ とに よって適 度 に作 業 は減 ら'され た。 そ の結 果

最 終 的報 告 にハ ー ドウエ アの タ イ プ や使 用 され てい る シ ステ ムに つい ての情 報 は盛 られ てい るが

デ ータ 要素 や シ ステ ムの運 営 に つい その詳細 は載 ってい ない 。 この よ うなデ ー タは、 独特 の シ ス

テ ム につ い て 記述 した文 献 か ら しか 得 られ な い し、 しか もそ う した文 献 が入 手 しうる もの につ い

て しか 調べ る こ とは で きな い。

調 査 活動 の 中心 は ア ン ケ ー トに あ った。 そ れに は、 郵 便 を利 用 す る方 法 と直接 にイ ン タ ビ ュー
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図 皿 一1 作 業 プ ロ グ ラ ム 概 要

作 業6

ト

'

●

作業1

え る。

や

州のプロジェクトマネジャーと共
.にプロジ』クト計画活動のあらゆ
る部分について調整する、

・再検討Lプ ロジ ェク ト目標を確

め最終成果物 をデザ インす る。

・研究に参加した委員会とともに有意義

なコミュニケーションチャンネルを設えた。

調査方法を決 める。

・'プロジェクトの範囲 と重要な地域を決

:熊 と.インタビュー順序を弛
きい方の州政府内シスァム

と同一にすム

現 在 の
研究計画 承

と

・
`

作 業2

収集す るデ ータの詳細 な仕様書 を作成
す る。

面
を限 定す る。

によって収 る

・研 究に必要 な情報も盛 り込む。
・州 と地方 とも調査票によって容易

にかつ正確 に仕上 げ られ情報ダイ
ヤ を決定。

め る。

よっ て め る も

調査デ ータ

仕 様 書

と

承 認

作業3

発見 した ものや した
検 討す る。

画の

作業4

面 接調査 ガイ ドの準備 テス ト確認

面 接 調 査 ガ イ ドの 準 備

面接調査 ガイ ドのテス ト確認

・テス ト面接の指導
・テス ト調査の分類
・明確 にそ して容易 に解答される調

査 も確実 にす る
ためのテス ト

査 の再
検討。 面 接 調 査

ガ イ ド と

テス ト結果 承

作 業5

調査 票はEDP装 置に関する情報を含む。

システム と応用 ソフ トウ ェア管理

要 員の訓練

文 書規格

インタ ビューガイ ドは以下の深層分析 を与える。

システ ム と応用 ソフ トウェア

基本 と州政府内のデ ータ、各要 素レベル での

応用の開発

管理と要員訓練 と方針

再検討した研究を選蕊

研 究は以下 のもとにえ らばれる。
・州 政府内の環境に関連する。

・複雑さの水準。

・開発の時期 と成就の確率,

選 択 した 研 究 の梗 概 を準 備す る。

梗 概の内容
・再 検討によって得 られた利点 の記述'

・抽 出した統計DATEの 内充

・研究成果 との評 価と州政府内

システムと応用に関する提案。
選択 し た

研究の梗概

面 接 と調 査 票 の 指 導

郵 送 調 査 票 の 指 導

'醐 ㍊ ㌶ 髭 ご 方醐 か
・州 の企 画 マ ネ ー ジ ャ ーに よる審

査 。

郵 送 調 査 票 の 管 理

・各 管轄区域か らの協力を求める。

・質問表 が返 って くるまで の時間

を決める。

最終的実地調査の作成

修 正 デ ー タの ま とめ 、分 析 、 評 価

修正デ ータの まとめ及び 作表

評 価 と デ ー タ の 読 み 込 み

システム と応用に関 しては次の ような項 目に従っ

て分析 され る。
・主 な機能 につい て

・応用の多様性 について

・情報交換 の要求

・保有する情報 の量と形式 に関す る発展の可

能性

作8

最 終 レ ポ ー ト の 準 備

作 業7

中 間レポー ト

と最終レポート

再検討と

承 認

メ ン テ ナ ン ス 形 式 と 方 法 の 開 発

・州政府内 の複雑な情報システム

の開発、或いはEDP設 置プ ロ
セスの確認

・州プロジェタ トマネ ージ マ ーにる

よる選んだインタ巴 一の再検討。

面 接 指 導

通常 の面接は次の よ うな ものを含 む
・最高機 関

・デ ータ処理に関す る業務

・上 級のプ ログラムに関す る要員1

・実施業務 ,
'ハ ードウ ェア とソフ トウ ェアに関する専 門家

・主なEDPの 使 用量

メン テ ナ ンス形 式 の 準備.

「 メンテナンス方法の準備

▼

一
■

メンテナンス

形式と方法

●

●

次の ような項 目を含む
・保存 フ ァイル の更新 と拡充

・EDPの 状 況につい ての

モニ ター

最低 次の ものが含 まれ る
・EDPソ ースに関する保 存ファイル

情報 システ ム と管理の実施
・表

EDP装 置

システム と適用の ソフ トウェア

プログ ラム言語

基本原則 と翻訳可能 の応用'

要員 訓練 とポリシL管 理

文 書管 理 と実施
・下記の ごと き選択された情報 システ

ムについ ての〒 覧表

・ 得 られた利益

統計的デ ータ

発見 と提案
・下記 の評価 を含 む政府間 のEDPに

関する開発 の要約

EDPの 現況

ハ ードウ ェアと ソフ トウェア

更に上級 のシステム に対する可能

性

保証技 術

文書規 格

甲
再検討
項目

再検討
項目

再検討
項 目

ぺ 中間検討7
＼ 項 目 ノ
ト グ

＼/
＼ノ

7,6,1970
8,6,1970

9,12,1970
11,10,1970

6,22,1970
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す る方法 との2つ の方 法 が利 用 され た。 そ の質 問事 項 は、 本 報 告 の 付録 に載 せ てあ る。 それ らは 、

キ 『パ ンチ しやす い よ うに工 夫 され 、 分類 しやす い よ うに色 分け され て あ った。

郡 や市 、学 校 区 の た め の詳細 な様 式 も用意 され たが 、 これ らの様 式 に よって得 られ るデ ータは

州 政府 には 不要 の もの で あった。 州 レベル の場 合 は、 予算 を組 む過 程 に おい て、 この種 のデ ー タ

が た やす く入 手 で き るか らであ る。 質問 事 項は、 次 の も っ とも重 要 な4つ の 分野 のデ ータ を収 集

で きる ように設 計 され てい た。

機 器

ソ フ トウエ ア

ア プ リ ケー シ ョン

〔 ネ ジ メン トと人員 配置

予 備 的 なア ンケ ー トは58の 郡 と404の 市 と、i120の 学校 区 に送 られ た。 それ らの結 果

を分 析 した後 に、 さ らに包括 的 な ア ン ケー トが44の 郡 と147の 市 と658の 学校 区 へ送 付 さ

れ た。

この報 告書 に記 載 され て い る結 果 は、 発 送 された849の ア ンケ ー トの うち、tsよ そ400の

返 答 に基 づ い て集 計 され た もの で あ る。そ の 中 には州 政府 諸機 関 に よって提 出 され た デ ータ も含

ま れ て い る。

ア ーサ ー ・ヤ ン グ社 は この調査 に約40週 人 の 手間 を費 した 。 さ らに当委 員 会 の技 術部 会 の ス

タ 。フの作 業 時間 が 加算 され る。 この情報 を まと め るの に全 体 で ざっ と80か ら100週 人 の労

力 が費 や され た と考 え て も差支 え ない で あろ う。'

'1

2-2調 査 結 果

Lコ ン ピュ ータ化 され た デ ー タ ・ベ ー ス

ア ンケ ー トには、 コン ピ ュータ化 され たデ ータ ・ベ ース とい う名の 章 が あ り、 そ こでは、返 答

者 に 対 して、 そ の よ うな方 法 を用 い た ことの有 無 とそ の際 の 目的 を尋 ねた 。 た だ残 念 な こ とに、

コ ン ピ ュー タ化 され た デ ー タ ・ペ ース とい う言葉 の定 義 を しなか ったの で、返 答 者 達 が この言 葉

を私 達 の意図 した通 りに解 釈 したか ど うか を知 る こ とは で きな か った 。デ ータバ ン クは組 織 を運

営 す る際 に利 用 され る、 デ ー タ ライブ ラ リの包 括的 な コレ クシ ・ン であ る。 コン ピュー タ化 され

たデ ータベ ース とは、 必 要 な時 は、 い つで も機 械処 理 で きる形 に な ってい て、 しか も コン ピ ュー

タです ぐに入 手 で きる よ うに な って い るデ ータ ・ライ ブ ラ リーや フ ァイル の こ とで ある。

ll-1表 は 、 調査 結 果 に基 づ き、 コン ピ ュー タ化 され たデ ー タ ・ペ ース に関 す る郡 の活動 を示

してい る。カ リ フ ォル ニ アの半 分に満 た ない郡(58の うち23)が 計 画段 階 と実施 段 階の差 は あ
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表 皿 一1コ ン ピ ュ ー タ 化 さ れ

郡 人 口

デ ー タ

処理予算

(千円)

法 的 規 制

警 察
情 報 網

主要指標 指令管理

　

犯 罪 歴 統 計

ア ラ メ ダ 1.073184 1.094625 1 N N N 1
■

ブ ッ ド

.

10エ969 144720

I

P P P P P

コ ン ト ラ コ・ス タ
Φ

55&389 43qg20

.

ブ ン ボ ル ト 99692 84600

I

N D N D D

1

1

カ ー ン

1

329162 291,600

キ ン グ ス 64610 6③720

I

P N N N N

ロ ス ア ン ゼ ル ス ZO32075 424258

.

D P P D 1
1

モ ン テ リ ィ 25qo71

.

P P P P P

ネ バ'ダ 26346 12240

オ レ ン ヂ L42q386 864)000 D P P P 1

プ レ・ サ ー 77306 63609

`

P P N P P
1

リ バ ー サ イ ド 459074 48α996 1 1 P P 1

.

サ ンベル ナ ルデ 684072 748859 P P P P P

1

サ ン デ ィエ ゴ エ35Z854 945　 256 P P N P P

サンフランシ ス コ 715β74 2038473 1 1 P P 1
.

サンジョアク イ ン 290208 268833 1 P P .P P
.

サ ン マ テ オ 556234 363618 1 P P P P

サ ン タ バ ー バ ラ 264324 165744 1 1 1 1 1

サ ン タ ク ラ ラ エ064714 16Z840 D D N D 1

シ ス キ ュ ウ 33225 3L673 1 N N N N

ソ ・ ノ マ 204885 17q856 P. P P P P

サ タ ー 4L935 5Z567 N P N N P
1

ベ ン チ ュ ラ 376430 309600 D D P D P

一20一
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瓜

た デ ー タ ・ペ ー ス 郡 政 府

計.画 病 院 そ の 他

土地図の

符 号 化
資産情報 土地利用 患者データ 管 理 公共事業 福 祉 会計予算
　

. `

P
.

1 P

.

N P N

.

D D

.

P 1
. `

1

P P P

.

P P

.

P

P
r

P P 1 1

.

P P

P P

.

P P

. 一

.

1

1 D D

■

P P

.

P
1 .

P P

●

P P

P P P

.

1 P

.

P P D

1

P

P' 1 P

.

1 P

.

1 1

P P P

I

P P 1
I

N 1

I

P
.

D D

.

1 N

1

1
. 1

D
. ,

P
.

1

P

.

P

`

1

凡 例

P… …計 画 あ り

D… …設 計段 階

1・…・・施 行

N… … 計 画 な し
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表n-2 コ ン ピ ュ ー タ ー 化 さ

市 人 口

デ ー タ

処 理 予 算

(千 円)

　

主要指標

Azusa ,
1

25217 2L271

Berkeley

.

11q.716
.

54807 P
I

Burbank 88871 102186 P
I

CostaMesa
I

.

72660
.

49299

'

P

Fresno 165}9・72 82266

lG
ardenGrove

.

122524 44656
,

Glendale
,

1

132752 193646 P

HuntingtOnBeach

.

115960
.

50904 P

LongBeach 358633 445135 P

LosAngeIes 281(～061 2217840 P

MountainView
'.

.

51,092 1&235

Oakland

1

361,561 245224 N

PaloAIto

1

55986

Pa8adena

.

113　 327

.

14Z600

River8ide

.

14qo89

1

8爲678

SanDiego

.

696769

1

39L686

SanFranciSCO'

.

715674
.

2038473 1

SantaAna 15.6601
1

70231

SantaMonica

.

88289

1

4qg23

I

P

Sannyvale 95408

.

121,124 1

MDS(Consortium)
.

15L211

一22一
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噛

(

'▲

れ た デ ー タ ・ ペ ー ス 市政府

司 法 執 行

指 標

フ ァイル
指令管理 人 事 器材備品 付帯業務' 公共事業 会計予算

P

P P P P P D P

P P P P P 1

P P P 1 P D

P

1

P N N

、

P P

P P P P P P P

P P P P P P P

P P P P P P P

1

N P P P P P P
.

1
.

P P
.

P

D D D

.

、

P 1

1 P 1 1 D

I

P 1

P P P P

I

P
-D

1 N 1 1 1'

1

1

D D

凡 例

P… … … 計 画 あ り

D設 計 段 階

1… ・・… ・ 施 行

N… … … 『計 画 な し

MDS・ ・…MunicipaI DataSystems
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るが、 コン ピ ュータ 化 され たデ ータ ・ベ ー ス を採 用 して い る。 そ れ らは主 として人 口の 多い 財政

の 豊か な コン ピュ ータ化 に熱 心 な郡 であ る。 もっ と も包 括 的 な作 業 が 司法 執 行 分野 で な され て来

た こ と、 あ るい は 目下 な され つ つ あ る こ ともま た、 注 目され るべ きで あ る。 これ は司 法執行 援助

法(ThelawEnforcementAssistanceAct)に 基 づ く連 邦 政府 に よる過去

数 年 に わた る多額 の 資金 援 助 の結 果 で あ る。 デ ー タ処理 の高 度 の利 用 開 発 へ の熱 意 は 管轄 区域 の

大 きさ と、 デ ー タ処 理 の た め に獲 得 も し くは配 分で き る金 額 に正 比例 してい る ように思 われ る。

皿一1表 に は い くつ か の小 さな 郡 が含 まれ てい るが、 表 を見 れ ば、 それ らの郡 は まだほ ん の少

し しか 目的 を達成 してい な い ことが 判 か る。

‖-2表 に は カ リ フォル ニ アの 市 に おけ る、 同種 類 の 調査 報 告 が示 され てい る。 この表 は、 コ

ン ピ ュータ化 され たデ ー タ ・ベ ース ・シ ステ ムが ほん の 少 し しか 実施 され て お らず、 ほ とん どは

ま だ計 画 の段 階 で あ る こ とを示 してい る。 人 口数 は1970年 の国 勢 調査 か ら算 出 された もの で

あ る。 本報 告 書 中 の この種 の表 に記 入 され てい る記 号 は次 の よ うな意 味 を有 してい る。

欄空

Y

N

P

D

I

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ■ ● ●

● ● ●,■

回答 な し

肯 定。 この適 用 分野 に おい て は、現 在 既 に 活動 中、 もし くは 計 画 中 の も

の が ある とい うこ と。

否 定 、 この適 用 分野 で の活動 が ない とい うこ と。

5年 以内に既存もしくは新規の適用に機能を付加する計画があQと いう

こ と。

目下、 システ ム設 計 も し くはプ'ログ ラ ミングの 段階 に あ る とい うこと

全体 で、50%以 上 実 施 さ れ てい る とい うこと

il-3表 は 、 自己 の コン ピュ ー タ施 設 を運 用 してい る市 の人 口別 に よる一 覧 表 で あ る。 デ ータ

処理 予 算 の大 小 に よる ラン キ ングは 、EDPの た めの資 金 が 多 い程 、 コン ピ ュータ運 用 を高度 に

発 展 させ てい るとい う事 実 を裏 づけ てい る。(デ ー タ処理 を利 用 しては い るが 、 この リス トに出

てい ない 市 は、 他 の機 関 に よる コン ピュー タ ーサ ー ビス を活 用 して い る。 例 え ば郡 のデ ータ ー処

理 セ ン タ ーや商 業 ベ ース の サ ー ビス ・ビ ュ ローな どで ある。)

デ ータ バ ン ク ・シ ス テ ムの 発展過 程 の 中 で も法 の執 行 と刑 事 裁 判 の分野 は と くに重 要 なの で、

ll-4表 に、 既 存 の包 括 シス テ ムと各 レベ ル の政 府 の 相互 関係 を示 した。 実 際 に この表 に載 せ た

の は カ リフ ォル ニ ア州 で既 に運用 も し くは 開発 中の35の 相 互 関連 シ ステ ム の う ちの10シ ステ

ムに す ぎない。最 初 の2シ ス テ ム、 つ ま り(SEARCH)と(LETS)と は、 カ リフ ォル ニ

アの コン ピ ュー タ ・シ ス テ ム と通 信 回 線 で結 ばれ 連 動 してい る全 国 シ ステ ムで あ る。 州全 体 の

33の 瓢 市 に つい ては 付録 を参照 され たい 。
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表 皿一3市 の コ ン ピ ュ ー タ ー所 有 状 況

順 位

市 人 口 EDP予 算 人 口 予 算

ロスア ンゼ ル ス 291ZOOO $616膓000 1 1

サ ン フ ラ ン シ ス コ 74qoOO 5662000 2 2

サ ン デ ィエ ゴ 69α000 LO88000 3 4

サ ン ノゼ 412700 243QOO 4 10

ロ ン グ ビ ー チ 392700 L236000 5 3

、

オ ー ク ラ ン ド 385700 68LOOO 6 5

フ レ ス ノ 168600 22⑨000 7 12

ア ナハ イ ム 158200 44ZOOO 8 7

サ ンタァ ナ 149300 195000 9 13

グ レン ダ ール 13τ481 53&000 10 6

リ バ ー サ イ ド 136800 24LOOO 11 11

ト ラ ン ス 134397 177000 12 14

パサデナ 125544 41qoOO 13 8

バ ー ク レ・イ 12q300 152000 14 16

ガ ーデ ン グ ロ ー ブ 119300. 124000 15 20

サ ンベル ナ ルデ ィノ 112000 115000. 16 21

ハ ン テ ィン トン ビ ー チ 104124 14LOOO 17 17

ス ト ック トン 10L'000 106　 000 18 23

バ ーバ ン ク 95200 284000 19 9

ヘ イ ワ ー ド 93400 13qoOO 20 19

サ ン タ モ ニカ 9L465 114000 .21 22

サ ンタ ク ラ ラ 84100 172000 22 15

フ レ ー トン 83000 7aoOO 23 27

サ ン リ ー ン ドロ 74400 48000 24 34

コ ス タ メ サ 7亀000 13ZOOO 25 18

サ ン タ バ ーバ ラ 7エ400 8800.0 26 29

ベ カ ー ス フ イ ール ド 7L258 59000 27 26

オ ッ ク ス ナ ー ド 6Z622 10LOOO 28 24

レ ッ ドウ ッ ド シ テ ィ 5a200 ggOOO 29 25

マ ウ ン テ ィン ヴ ュ ー 5L300 5瓦000 30 33

ニ ュ ー ポ ー ト ビ ー チ 45820 58000 31 31

ア ズサ 2τ350 59000 32 30

パ ー ム ス プ リ ン グ ズ 2α874 69000 33 28

サ ン ク レ メン ト 16600 56000 34 32

一25一



表 』 4

オ 』一 ト メ 化 さ れ た 犯 罪 情 報 通 信 シ ス テ ム

唇 銘
プoジ.ク ト/

システム名

多州間システム

司法執行援助燭 犯罪歴の分析 ・検

(LEAA)索 システム

(SεARCH)

全 国 行テレタイ

プ・システム

(LETS)

州反復システム

西 部6州

同 日… 局

司 θ… 局

部地域ネ,ト ワ
ーク・テレタイプ・

システム

(WANTS)

カリフ,ル ニア司

法通信システム
(CLErrS)

阜 情 報 シ ス テ ム

(Crimin●I

Jtl●tiCeIr

form魯tioロ

Syst■m-CJ1

8)

財 源

1」EAA

各.州

州

州

関 連 機 関

Arizona

Californifi

Connecticut

FlOrida

Maryland

Michigan

Mine50t呂

Ne{vYork

Te■Ee

WLshlngton

ハワイとアラス

カの2州 を除く

全ての州

西部6州

全ての市、郡●

よび州の司法機

関

州内の地域およ

び地方刑事

機関

77イ ルS'iび

情 報 の 種 類

r.犯罪 歴

2.犯罪統計

指令(ポ イント・ツウ・.

ポイント)、繊 手正

金地点手配の送受信●

工びスイ,テ ング

指令(ホイント・ツウ・
ポイント).地 斑

全地点手配の送受信か
よびスイッチング

1、犯罪歴記録

2.f旨名手配ファイル

3、少年犯罪記録
4・その他のフ7イ 〃一

盛豊財産●よび麻薬

噛

概 要

下記を行なうための刑

事情報システムの原型

の開発
1.犯罪者歴ファイルの

州間オンライ!交換
匠関する実現可能性

のデモンス トレーシ

,ン

2.統計交換を目的とす

るコンビ^一'・ シ
ステムの設計とデモ

ンストレーシ,ン

犯罪活動に目する情報

の樹間かよび州とカリ

フ・ルニア内の連邦舗

機関との間の交流を可

能にしている全国司法

通信システムは、8つ
の全国地域の1つ であ

る西部地域ネ7ト ワー

ク・テレタイプ・〉ス

テム(WesternAres

Neb嘱)rkTg」6切 畑

Syster1-ws包 含

されている。(下 記参

照)

カ リフ,ル ニ ァ と 他 の

西 部5州 は 、1分 間 に

100語 の ス ヒー ト『で

送 受 信 で き る テ レ タ イ

プ 襲 置 に よ っ て 連 結 さ

れ て い る 。 カ リフ ォ〃

Sア'メ7七 一 シ 層セ

ンターはCLETSの 中

継局.三の関係でサクラ
メントに置かれてい

CLETSは1931年

に 設 置 さ れ て以 来 現 在

ま で使 用 さ れ て来 た 時

代 遅 れ の 州 テ レ タ イ プ

シス テ ム に と っ て 代 わ

る最 新 の電 気 通 信 シ ス

テ ム で あ る 。4つ の タ

イ ム シ ェ.ア リン グ ・ コ

ン ビs－ 夕(2つ は サ

ク ラ メ ン トに 置 か れ 、

残 り の2つ は ロス ア ン

ゼ ル ス に 置 か れ てい る

に よ コて メ ノセ ー ジ ・

ス イ,チ ン グカ;行 な

れ る 。

各 ス イ,チ ン グ ・ セ ン

タ ー に ち・い て は 、 常 に

1台 の コ ン ビi－ 夕 が

オ ン ライ ン用 に 使 用 さ

れ 、 も う1台 は 第1

コ ン ビ ∋ 一 夕の 故 障 に

傭 え て パ シ ク ・アv

の 役 を果 す 。 第2の コ

ン ビ 凸 一 夕 は継 続 的 に

ス イ7チ ン グ用 コ ン ビ

^一 夕の 状 態 を モ ニ タ

ー し
、 メ,セ ー ジ ・ ロ

グ を 記録 し 、 交 信 量

統 計 報告 を作 成 し 、

して 主 コ ン ビ^一 夕

故 障 し た場 合 に は 直

にそ れ 匠 代 わ る。

CJISは 利用

要性に基づいて完全

ξ毫合された州全域に

たる犯罪情報システ

を開発するo各 種フマ
イル忙遠隔端末機によ

リカリフσルニア
テレタイフ'・システ

(CLETS)を 通し

プ☆ジェク ト

開 発 の 期間

18ケ 月

19SgE6月30日 よ り

197咋12月w磁 で

(口5s)

(1972年7月)

年次惰走運用予算

(千 ドル)

2520

(開発費)

1953

1600

(開発費)

飽 の シ ス テ ム ・
プ ロジ ェ久 トと の

団 似 性

類似プロジェクトなし

CJlS忙 は殆んど

や地方の刑事司法情報・

ステムκ共遠攻幾

エレメン》を包含する。

インタ ー フ 宝イス

す る他 の シス テム

コ ン ビ 」 一'閲

の イ ン ■ 一 フt

イス に関 す る10

プ ロ ジ メク ト

カ リフ ォルエァ 州

で は多 分CJIS

と イ ン タ ー フ ェ

イ スす る ζ と に

な ろ う。

7ク セス方法

NClC
SEARCH

CJIS

Auto-stati8

AMIS

NCIC

A)dlS
N]to-SLatie

カ1戊フ?ル ニア州

では多分CLETS

を通してのオンラ

イン

テレタイプ

テレ'イ ブ

テレ'イ ブ

カ`Jフtル ニ ア

司法 電 気遠{Rシ

ス テ ム を 通 し て

オ ン ラ イ ン'ラ

ン グ ム ・ア ク セ

ス

一26-・
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ア ク セ ス す る こ とが で

き る。

自動車簡局 オ ー トメ化 さ れ 州 全ての州、地域 1.車輌登録 オートメ化された管理 (1971) 未発衷 A闇ISは 当初は幾つか NCIC CLElo

た管理情報シス および地方の刑 2.自動車運転免許 情蘂システムは、これ の郡や大都市圏の情報シ A"o-8tatis

テム(AMIS) 事司法機関 寸で開発された身元照 ス テ ム ・7ア イル と 重 複 CJIS
合 ・認識システムの中 したものであった。地方
で最大のものである。 機関はもはや大きな機関
このンステムは3ρ00 が オ ン ラ イ ン ・ア ク セ ス

万以上のランダム・ア しているフγイルと同様

クセス記録を作成、維 な7ア イルを維持してい

持および更新できる。
ρ

ないと考えられている。

ハ イウ エイ ・バ トロー
オ ー トメ 化 さ れ 州 警 察 盗難自動車情報 盗難自動車もしくは全 (1965年4月) 1035 全ての盗難自動車に関す NCIC CLETSを 通 じて

ル た全州規模の盗 米盗難自動車局を通し る 中 央 フ ァイ ル は 、 あ る AMIs の オ ン ラ イ ン'ア

匙自動車照合シ て カ リ フ ォ ル ニ ア 周 辺 種の地方ファイルと頓複 クセス
ス テ ム(A"to一 の諾州から指名手配さ ないし類似する内容のも
StaLi8) れている牽塘に関する の とな ろ う。

, 集中 ・蓄積情報を提供

するオートメ化された .

シ ス テ ムで あ る。 こ れ

は言た司法厨や全米犯

罪情報システムの友め

の メ7セ ー ジ ・ス イ プ

チング機能も果たす。

笛正局および青少年 矯正決定情報プ 精神衛頂に 矯正局 1震正処置の裁決情報 矯正お・よび青少年局の 196綱 月に 96 ロスアノゼ〃ス地域司法 現θ…のところリア
局 ロジ ェ ク ト 関する国家 青少年局 2.治療計画に関するデ 情報に対する要請を満 5ケ年計画発足 (開発費) 情霞ンステへ 刑事司法 ル タ イ ム ・シ ヌ テ

(Correction一 機関 一夕 たすための、全米に適 197」塙月に完了 情報管理プロジ.ク.ト ム では な い が、 ン

aIDecisi㎝ 一 崩しうる自己評価情報 〔サンタクララ郡)な ど ス テ ムが オ ペ レ ー

51nforπ 担ti⌒ ンステム能力。)脇発を
噛

のケース追跡手法やその シ.ナ ル に な る時

onProjecし ㍍動ずるために設計さ 他のケース追跡システム 点では端末根から
－CDIP) ・

れ た 。CDIP仁t.ド 記 と同様な手法を含む。ま のア.クセスができ
の諸点K力 を入れてい 」 たS㎜ ㎝ と同様な様 よ う。

る 。 式の犯罪歴も含まれる直

1.犯罪者が矯正過程を しかしながらケース裁決

経る際に行なわれる .とか治療計画の諸ケース

ケース裁決 についての情報は他のシ

2.治療計画の管理 ステムよりも遙かに詳細
-

3.開査機能 な もの で ある 。

多郡間システム
アラメダ郡 警察情報ネ。ト ア ラメ ター郡 アラメダ郡ぱ安 指名手配ファイル PINは メ/セ ー ジ ・ (1964年) 350 リバ ー サ イ ド郡 の ス ビー NCIC 遠隔端末機よりの

ワ ー ク(P61iCe 富むよひ全ての ス イ7チ ン グ と 共 に逮 ド逮捕状システムと同種 CJIS オ ン ラ イン ・ア ク

hfoぬtion サ ン フ ラ ン シ ス 哺状データのインプ. の もの で あ る。 ロ ス ア ン 加to-Statis セ ス.

Network-PIN) コ湾地域司法機 ト、 検 索 、 更新 、 そ れ ゼルス警察署、サンジエ AMI8
関 比削除などを行なうた ゴ か よび ヴ ェ ンチ ュ ー ラ

, めのものである。港湾 郡指名手配システム

地域にある93の 司法

機関はオンラインの照
、

会をすることができ輪 、

ファイルは登録番号と

名前によって検索され
.

る 。PINは 寸 た 、 －F'

Au妬 －Stati8と 接 続

して盗難もし(は手配

中の車廟に関する情報

を通知する。
、

.

郡 システ ム
ロスアンゼルス保安.法巳と司法のた Pス ア ン ゼ 保安官事務所. ド キ ュ ノ ン ト、 写真 、 遠隔ビデオ端末機でア 1969年3月 に計画 960 カ リ フfル ニ ア 州 独 自 の 遠隔端末機よりの
官事務所 めの ルス郡 やがては郡全体 国喪の大量蓄積と検索、ク セ ス で きハ ー ドロ ピ 発足 全費用は拾よそ ものであり、2つ の連邦 オ ン ライ ン

の司法システム ドキ ‥ メ ン テ ー シ.ン 一 も し(は デ ィ ス プ レ 1971年4月 第1段 1ρ00万 ドル 機関とカナダ王室騎馬警
および市警察署 援助、逮捕者の識別、 イを得ることができる ..啄■F「、」 (開発費) 察が同類のシステムを発
を包括すること 一.括書類システへ ビデ オ ・7ア イ ル 情 報 1971年9月 第2段

'

註

に な る。 節 理 、ラ ・ プ ・ シー ト、 シ ス テ ム 。 デ ジ タル ・ 陪終了

捜索員の検当、留置所 コ ン ピ ュー タが ビデ オ ・1972年 中に全シス

ドキ ュ メ ン ト、 マス タ テープを探し出し資料 テ ムが オ ベ レ ー シ.

一 指 紋 フ ァ イル を送信する。 ナ〃になる予定.

「

.

」〉

＼}
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ll-2図 は 現ff行 なわ れ てい るComputer-to-computerco㎜unication

の 図 解 で あ る。 多 くの場 合 、各 レベル ご との質 問 に答 え うる、 尾 大 なデ ー タベ ー スが設 け られ て

い る。 も し、 どこか の レベ ル で情報 が得 られ る とそ れは 要求 者へ 廻 され る。 そ うでなけ れ ば、 ワ

.シ ン トンの全 米 犯 罪情 報 セ ン ター〈TheNationalCrimeInformationCenter)

に ま で、問 い合 わ せ が な さ れ、 そ の後 ただ ちに返 答 が なされ・る。

法 の執 行官 に必 要 な迅 速 な情 報 の提供 に加え て この シ ステ ムは他 に もい くつ か の 目 的 に 役 立

つ もの で あ る。

例 え ば、 自動 車 局の 自動 管理情 報 シス テ ム(AutomatedManagementInforma-

tionSystemoftheDepartmentofMotorVehicles)は 運転 免許 証 、

自動車 や ボ ー トの登録 な どに関 す る行政 記 録管 理 と して 役立 って い る。

この シ ステ ムの年 間 運 用 費は 、器 機 の コス トや、 人 件 費 を入 れ て、 お よそ1,100万 ドル であ

る。 しか し、AMISは 単 な る 自動 車局 の付属機 関 では な く、 同 局 の不可 欠 な一 部 分 であ る。 こ

れ な しでは、 自動 車 局は 活動 す る こ とが 出来 ない で あ ろ う。

カ リ フ ォル ニ アの急 激 な人 口増加 のた めに、 自動 車 局 は、 コン ピ ュー タ ーな しには、 多 量 の保

存 記録 を維持 す る こ とは不 可能 に な った こ とを認 め てい る。

現在 、 ファイル には、1・450万 の運 転 免許 と2000万 の車 の登録 が入 れ られ てい る。 これ

らの 免許 は3年 か ら5年 ζ とに、 車 の登録 は 毎年 書 きか え られ なけれ ば な らない。 この よ うな情

報 の維 持 に加 え て、 昼 夜 の区 別 な くいつ で も、1,000台 の端 末機 を通 して、 各政 府 レ ベル の 司

法 執 行 官 の た めに迅 速 な情 報 が 提 出 され る ように な っ てい る。

皿一4表 も し くは 付録Cに 表 記 されて い る諸 シ ステ ムにつ い ての詳 細 な情報 は入 手 しうる。

2.州 政府 に おけ るデ ータ ・バ ンク

州政 府 は 各年 の諸 活動 を遂 行す る ため に、 多量 の情報 項 目を集 め、 保持 してい る。 行 政 機 関連

絡委 員 会 の調査 報 告 には 、州 政府 の有 してい る情 報 に つい て の詳 細 は レポ ー トされ てい な い。 し

か し、 州政 府 レベル のシ ステ ム の中、他 の政 府 レ ベル とか な りの相互 関係 を もってい る ものに つ

い ては報 告 し・ひ る。地 方 政府 に大 きな影 響 を与 え るほ どの シ ステ ム を有 す る中心 的 な州 政府 機 関

が23あ る。

これ らの諸 機 関 で 用 い られ てい るシス テ ム とサ ブ ・シス テ ム の合 計 は72に のぼ った。 この、

情 報 の交 流 は州 政 府 に と って も地 方 政 府 に とっ、て も重 要 な こ とで あ る。 同 時 にそれ は非 常 に むず

か しい領域 の 一 つ で あ り、 迅 速性 と正 確性 と有効 性 の保 証 が、 常 に 要求 され るの で ある。 あ る場

合 に は、 地方 政府 の報 告 の もたつ きや、 州政 府側 の シ ス テ ムの 非能 率 の おか げ で、記録 の更 新 に

18ケ 月以 上 もか か っ て しま う時 も あ った が、 こ う した問 題 の あ った領 域 は改 善 さ れつ つ あ る・

-28一
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図 皿 2

連 邦 一 州 一 地 方 の デ 一 夕 ネ ッ ト ワ ク

b

ー

司

連 邦 シス テ ム
連 邦情報
・シス ァ ム

ナ シ ョナ
ルデ ータ
パ ン ク

州 シ ス テ ム
州 情 報

シス ァ ム

州 情 報

システ ム

/
.

郡 シ ス テ ム
地 方 情報

セ ンタ ー

地 方情 報

セン タ ー

」
【

福 祉

厚 生
教

1
▼▼ ▼▼ ▼ ▼ 「

地方 情 報

セン タ ー

地 方情 報

セ ンタ ー

地方 情報

セン ター

自動車局 育 消防署など
警 察情報

ネットワーク

/ ～
蔦主 一

一29一



ll-3図 は 州 と地 方 に おけ る情報 交流 の複雑 な様 相 を表 示 してい る。 この図 は1965年 に

ロ ッキ ー ド ・ミサ イル ・アン ド ・スペ ース社(LockeedMi8siles&SpaceCom-

pany)が"カ リフ ォル ニ ア州 全 体 の イン フ ォメーシ 。ン ・シ ス テ ムの研 究"と 題 す るレ ポ

ー トを完成 させ た時 に作 られ た もので ある。

地 方 政府 か ら州政 府 へ の報 告 の量 に つ い て、 ロ ッキ ー ド社 の研 究は 、 次 の よ うに述 べ てい る。

"郡 は 提 出頻 度 は それ ぞ れ異 るが600種 類 ほ どの報 告 を州 へ 提 出 し てい るが、 そ の 中の ほん

の わず か な ものが 印刷 され た報 告 様 式 を使用 してい るにす ぎない。1年 間 に典 型 的 な 郡はtsよ そ

1万 の報告 を発 送 してい る。各 郡 か ら多 くの報 告(20以 上)を 受 け とる州 の各 局 は 次 の通 りで

ある"

社

教

保

司

農

監

精

州 の 局

会 福

神 衛

祉

育

健

法

業

査

生

郡 か ら の レ ポ ー ト 数

204

72

69

58

37

27

22

1965年 以 来 、6年 間 に、 要求 され る報告 書 の数 を減 らす と同時 に、 手 書 きの報 告様 式 の数

を減 らし、通信回線の端末機を用いる方法でインプットを自動化 したとか、一 更に各郡は今で

は書式 に代 え て カ ー ドや紙 テ ー プ で報 告 を提 出 して いる と本 報 告 書 に書 くこ とが で きた らさぞ 嬉

しか った ろ う と思 う。残 念 な こ とに こ う した方 向 へ の進 歩 は ほ とん どみ られ な い。 反 面、 ロ ッキ

ー ド社 の調査 研究 成果 を更 新 す る試 み さえ 行 なわれ て お らず、現状 で はな ん の 改 革 も'行なわ れ て

い ないば か りか む しろ状 態 は悪化 して い るの では な いか とさえ 思わ れ る。 州 政 府 は尾 大 な情報 の

必 要性 に対 処 す るた め に、 要 求 す る報 告 の イン プ ・トの規 格 化 と 自動 化 を行 な うための組 織 的 な計

画 を発 足 してい ない。

各 種 の情 報 の 必 要性 とそ の 関連 性 に つい て なん らか の考 察は以 下 に述 べ る23の 適用 例 か ら引

出す こ とが で き よ う。 説 明 か らデ ー タ ・ペ ース の性 質が 推 測 で き るで あ ろ う し、 これ らの シス テ

ムに つい ては 、 詳細 な デ ー タ要 素 や シ ステ ムの 仕様 の資 料 を入 手 す る こ とがで きる。
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図 皿 一3

州 政 府 と 地 方 政 府 間 の 情 報 フ ロ ー の 量
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地 方 管轄 と関連 の あ る州機関 のEDP適 用

・農業 部

農 業害 虫駆 除',

。目的 と摘 要

カ リ フ ォル ニ ア で用 い られて い る殺 虫剤 の タ イ プ、場 所 、 目的別 に よる表作 成

。地 方 の 関連

州 法 の 要求 に よる情 報 提 出

殺 虫 剤使 用、 場 所 、化 学薬 品 の種 類 に関 す る情報 の交 流

'
・大気 資 源委 員 会

大 気 監視 と空 中 浮 塵 に関 す る報 告

。 目的 と摘 要

数 千 とい う記録 が毎 年集 め られ、 カ リ フ ォル ニア の大 気 の状 態 の性 質 が調 べ られ て い

る。 デ ータは磁 気 テ ー プに収 め られ 、数 個 の コ ン ピ ュー タ ープ ログ ラムに より処 理 され て

い る。

。地 方 の 関連

情報 提 出

大気 放 出物 デ ー タの情報 交 流

気 象学

。目的 と摘 要

方 向、 上限 、反 転 研究 に よる風 速 。44α000位 の デ ー タが年 々収 め られ、数 個 の

プ ログ ラ ムに より処 理 され る。デ ー タは大気 監 視 ネ ットワ ークに よ り集 め られ る。

。地 方 の関 連

情報 提 出

・会 計検 査

地 方 政府 会 計事 務 プ ログ ラム

。目的 と摘 要

この プ ログ ラ ムに よ り、 地 方 局 は、 予算 、会 計、 そ して不動 産 や私 財 の税 金 の収 集 に

関 して統 一 され た効 果 的 な手 順 を確立 で き、 又、 地 方 政府 に関 す る意 味の あ る財 政 情報 報

告 を作 成 で き る。 プ ログ ラ ム要 素 は、(1湖 政報 告 と予 算 ② 街路 、道 路 、(3)統一会 計

(4}税金 に よる譲 渡 土 地

。地 方 の 関連

ご32一
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一 州法に基づく情報提出

・災害事務局

民間防衛監視所

。目的と摘要

監 視所 設 備 の 目録 の更新 と、 監 視 所 と避 難所 の便 覧 を提 供 す る。 約11,000の 監 視

所 と避難所 が あ り、 それ 以 外 に 州全 体 に は2000も の 各種 器具 が配 備 され て い る。 これ

は 約107,000も の器 具 設 備 が地 方民 間防 衛管 轄 と、 州及 び機 関 に割当 て られ てい る こ

と を示 す もの であ る。民間 防 衛 局 との契 約 に よ り、 カ リ フォル ニ ア 災 害 事 務 局 は、 計画

に基づきこれら 装 置 の維持 と調 達 とに責任 を もつ。

。地 方 の 関連

・教 育部

情報提供1監 視所、避難所、関連設備の配備状況の便覧

CEIMS(カ リ フォル ニア教 育 情 報管 理 シ ステ ム)

。目的 と適 要

立法、行政、各部管理職員が必要 とする管理タイプの報告を作るのに用い られる情報

のデ ー タ ・ペ ース を提供 す る。

。地 方 の関 連

州法に基づ く情報提供

CEIS(カ リ フォル ニ ア教育 情 報 シス テ ム)

。目的 と摘 要

一 地 方 学校 区 で使 用 され る、 生 徒 デ ータ、 事 務 デ ータ、入 事 デ ー タ、 カリキ ュ ラム資料

などを処理するための情報システムを提供する。

。地方の関連

州法及び連邦法に基づ く情報提供

転校生徒記録の情報交流

信任状システム

。目的と摘要

教員への信任状の発行を補助するシステムを提供 し、現時点におげる専門職員の充足

状況を示す。

。地方の関連

教員の需給、教員の採用可能性に関する情報提供
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学校配分システム

。目的 と摘 要

一一一学校区を支持するために州立学校予算配分システムを提供する

○地方の関連

州法に基づ く情報提供

一 生徒数、各学校の管轄区域に関する財政情報の交流

特殊教育システム

。目的 と摘 要

特殊児童に関する情報を記録報告するシステムを提供する。

。地方の関連

州と連邦法に基づ く情報提供

情報交流;有 資格者は、CEIMSデ ータ ・ベースか ら詳細又は概要の生徒デ ータを

得 られ る 。'

州 テ ス ト ・プ ロ グ ラ ム

。目的 と摘 要

指定 プ ログ ラム に よる学 校 区、 郡 お よび州 の学童 テ ス ト成 稿 を集 計す るシ ステ ムを 提

供 す る。

。地方 の関 連

州法に基づく情報提供

一 情報交流の結果は出版されて、学校区、立法及び各局長に配布される。

教 科書 シス テ ム

。目的 と摘 要

無料教科書をすべての小学校に配布するシステムの提供

o地 方の関連

州法に基づ く情報提供

職 業 シ ステ ム

。目的 と摘 要

1968年 職業教育条例に関する情報記録報告のためのシステムの提供

。地方の関連

連邦法に基づ く情報提供

一34一
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補 填教育(CompensatoryEducation)

。目的と摘要

一 基金の認可 と地方補填教育プログラムの評価

。地方の関連

一 州及び連邦法に基づ く情報提供

一 情報交流 ・情報交流のための効果的プログラムが提案されている

・公務員退職システム

現職人員情報システム

。目的と摘要

一 人員の集計と統計情報の最新記録の維持:人 員の払戻 し金、退職又は死亡給付の計算

:定 期保険統計と評価報告用ソースデータを与える:他 の統計的又は分析的報告を要求に

従い提供する。

。地方の関連

一 州法に基づ く情報提供

一 情報交流:各 契約部局毎にシステムの中に入っている各局資産の年次決算報告

・会計

。目的 と摘要

一 職員と雇用者の寄付金の補助会計記録 の維持 と寄付積立金の規制元帳勘定の補助に関

与 し:寄 付金の配分のための必要計算を行い各種雇用者補助積立金額に関与する。

。地方の関連

一一州法に基づ く情報提供

一 情報交流:各 局の雇用入、寄付金、システム内のサービス貸方記入額の リス トと注釈

給付計算と支払

。目的と摘要

一 給付額の算定に用いる退職者と給付情報に関する最新ファイルを維持し、そ して州政

府の支払部門に対 し、給付をすみやかに支払 うために必要な全てのデータを含む磁気テー

プを提供する。またこのファイルは支給月額や控除変更通知を出したり、退職職員に対 し

年次決算や総支給額、控除の詳細、実質支給額などを提供 し、そ して、内国歳入庁のため

に差引いた金額を報告するためにも用いられる。

。地方の関連

一 州法に基づく情報提供

一35一



一 情報交流:退 職時に政府機関の雇用人として、毎月給付支給を受ける職員の年次リス

ト

保険統計調査と評価研究

。目的と摘要

一 保険統計スタッフリス トと現職人員、退職員、年金受取人の実績報告(死 亡率、サー

ビス、満期率、補償等)、 システムの資産、負債の保険統計評価の定期報告と、局の契約

による年金の変化 とコストの決定に必要とされる特殊報告作成

。地方の関連

一 州法に基づく情報提供

一 各局に報告された保険統計調査の要約結果の情報交流

病院 と医療手当に関するもの 吟

。 目的 と摘 要

－Meyer-Geddes病 院 と医 療 手当 基本 主 要計 画 に 含 まれ る人員 の詳 細記 録 の保 持 と、

HealthBenefitsDivisionに 肉 眼 で読 み とれ る よ うな形 の記録 、 詳 細 リス

ト、 統計 報 告 等 の情報 を与 え る。

。地方 の関 連

一 州法 に基 づ く情 報 提 供

管 理 とサ ポ ー ト

・目的と摘要

一 全般的管理決定のための情報を与え、データプロセシング機能の方向づけを行 ない、

情報提供 を改善するため管理の道具 として、システムの人員や、州、そ して契約中の公共

機関の職員のために より効果的な情報 を与える方法 として自動データ処理施設が役に立つ

見込みがある場合にはそれを研究 し、勧告 し実現せ しめる。

泊地方の関連

一 情報提供

・査定平準局

資産税査定標準

。目的 と摘 要

一1940年 か らの費 用変 差 に基 づ く設備 費用 要 素 で ある設 備指 標 要 素 を計 算 す る。 デ

ータは 同 局 と郡査 定 人 に よ り、 設 備 鑑 定 の 時 に用 い られ る。 この プ ログ ラ ムは 又 時 系列 報

告 の ま とめ、 郡 査定 人 に農 地 所 有 者 デ ー タ を与 え る際 に も利用 され る。
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。地方の関連

一 情報交流:設 備指標要素は、査定平準局が用意 した査定人ハン ドブックの1部 となる。

'農地所有者データは、農事により収益を生 じた事項にそれ相応の資産報告書をつけている。

資産税郡間均衡化

。目的と摘要

一 全般的行政決定のための情報を与え・データ ・プロセシング機能の方向づけを行ない

情報提供 を改善するため管理の道具 として・またシステム人員や州そ して契約中の公共機

関の職員のために・ より効果的な情報を与える方法として自動データ処理施設が役に立つ

見込みがある場合にはそれを研究 し、勧告 し、実現せしめる。

。地方の関連

一 州法に基づ く情報提供

一 情報交流:あ る意味で情報は評価の結果 として配分される・特に郡による評価の差は

査定人により再検討される。

州が査定による資産の資産税査定目録

。目的と摘要

一 市と郡の資産税査定のために州の査定による、資産税査定 目録を作成する。(鉄道によ

って所有又は使用されている課税可能資産と公共施設と複数郡にまたがるある種の資産)

。地方の関連

一 情報交流:査 定目録は、各市 と郡の査定人に送 られ、州査定資産に課すことのできる
、

資産税の査定の徴集のための地方政府の基礎となる。 一一

世帯主免税申請の郡間照会

。目的と摘要

一2つ 以上の州で資産税免除の世帯主要求をしたときに州の資金の不当支払をさけるた

めの方法を与える。起 りうる重複は、申請者の社会保証番号を58の すべての郡のものと

照合 して捜される。 二 ＼＼、一一.

。地方の関連

一 州法に基づ く情報提供

一 情報交流:要 求重複のリストは、各査定人に送られ・どの要求が正当のものが調べら

れる。

・財政 局
.

歳 入 と人 口調査
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。目的 と摘 要

一 一 連 の サ ブ プ ログ ラムが あ り・年 ・性別
、 教育 に よ って 分類 した地 方 区別 海 の人 口 を

推定 す る。 これ らの サ ブ ・プ ログ ラムは よ り効 果 的 に 税収 入 を推定 す るため に 開発 す る も

の とす る。

。地 方 の 関 連

一 人 口統 計 デ ータの 情報 交 流 … ……税 額 推定

'健 康 管理 局(HealthCareServices)

資格 決定

。目的 と摘 要

一 これ は個 人 叉 は家 族 がMedi-cal計 画 に基 づ し(て与 え られ る健 康 管理 サ ー ビスを

受 け る者 と しての 資格 に達 してい るか どうかを 調 べ るた めの もので ある。 これ は有 資格 者

の 記録 の 保守 を行 ない マ スタ ー資 格 フ ァイル と提出 され た 資格取 得 申請 とを照合 ・補 助 給

付 を得 る資 格 を もつ社 会 福 祉受 給 者 のSSAへ の報 告 を作 る プ ログ ラム な どか ら成 ってい

る。

。地 方 の 関 連

一 州 法 に基 づ く情 報 提供

一 情報 交 流:第18Bの 補 助 医 療保 険給 付 の す べ ての受 給 者 に つ い ての情 報 は郡 の福 祉

事 務 所 へ送 られ る。 ま た・ ケ ース毎 の情報 は郡 の有 資 格 者 フ ァイル とマ スタ ー有 資格 者 フ

ァイル の 調整 の 際 に 提供 され る。

・カ リフ ォル ニ ア ハ イ ウ ェ イパ トロール局

遡

。目的 と摘 要

一 交通 法 規 の施 行 と交 通 事故 防 止 に 関す る行 政 決 定 の た めの情 報 を与 え る
。

。地 方 の 関連

一 州法 に基 づ く情報 提 供

一 情 報交 流:交 通 事 故 にま き こまれ た運 転手 に関 す る情 報

自動車 窃盗(AUTO-STATIS)

。目的 と摘 要

一 通 信 回線 シ ス テ ムに よる・地 方 ・ 州・連 邦 法 の施 行 機 関 の ため の 、盗難 車輌 に関 す る

情報 蓄 積 と検 索

。地 方 の 関連

一38一
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一 州 法 に基 づ く情 報 提供

一 情 報 交流:盗 難 車又 回収 車の状 態

・人 間 関係 局

コン ピュー タ に よ る 社 会 情 報 シス テ ムの全 国 規模 の デ モ ンス トレ ーシ 。ン ・プ ログ ラ ム

。目的 と摘 要

一 統 一 され た 統 計 ・資 格報 告 シス テ ムの設計 と・ 郡 レベ ル での情 報 の収 集 とそ れ を機

械 で読 み とる形 で蓄 積 す るの を容 易 にす るシ ステ ムの設 計 。 デ ー タ収 集 は 、通 常 の郡 の業

務 と産 物 と して で きる もの とす る。

。地 方 の関 連

一 州 法 と連 邦 法 に基 づ く情 報提供

一 受 給 者 と保 護 資格 者間 の情 報 交 換、 受給 者 へ の直接 的援助 が社 会 奉 仕 、 医療 サ ー ビス

リハ ビリテ ーシ ョン お よび職業 訓練。

・人材 開発 部

職業 奨 励

。目的 と摘 要

一 職業奨励プログラムは・議員立法により法制化されたものであり・自動職業奨励シス

テム(WIN)は 、会計検査官が会員への支払いか ら生ずるデータか ら生れたものであり、

加入者の状態維持・地方レベルと中央事務局使用のための統計データを出す。

。地方の関連

一 州法と連邦法が要求する情報の提供

一 情報交流

・司法局

統計報告プログラム

。目的と摘要

一 犯罪の主要要因を示す事実の発見・解釈・報告をし・刑法の執行にたずさわっている

カリフォルニア州の公的機関の有効性を反映する。

。地方の関連

一 州法が要求する情報の提供

一 統計報告 と概要の情報交流

麻薬処方箋プログラム
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。目的と摘要

一 麻薬の不法使用の規制において・麻薬処方箋プログラムの誤用を発見するのに役立つ

情報を与える。

。地方の関連

一 処方された麻薬のタイプの情報交流・麻薬を処方 した医者とか・麻薬を受けた患者と

か、紛失、盗難、偽造麻薬三重処方箋についての情報。

犯罪手ロプログラム

。目的と摘要

一 犯罪容疑者の発見と解明に役立つ情報を・犯罪を犯す際に用い られた方法と結びつけ

て与える。

。地方の関連

一 州法が要求する情報の提供

一 犯罪手 口データの情報交流

雑財産プログラム

。目的 と摘要

一 紛失、盗難、質入れされた確認可能な私財の中央記録を設け・その財産の回収を計る

と同時に、犯人の解明の手掛 りを与える。

。地方の関連

一 州法が要求する情報の提供

一 紛 失、盗難、質入れされた確認可能な財産データに関する情報交流

銃砲プログラム

。目的と摘要

_紛 失、盗難、拾得、質入れされた銃砲、特定銃砲の売買・隠匿可能な銃砲を購入 した

人の記録 を添えた銃砲 自己登録などについての中央記録を設ける

。地方の関連

一 州法が要求する情報の提供

一 身元確認、犯罪歴、近況などについての情報交流

犯罪歴プログラム

。目的と摘要

一 活動中の犯罪人の完全かつ最新情報を維持、利用者の要請に応 じて、これ ら情報を迅

速に提供する。
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。地 方 の 関 連

一 州法 が要 求 す る情 報 の提 供

一 身元 確 認 、犯 罪 歴 、近 況 な どの情 報 交流

指 名手 配 人 プ ログ ラ ム

。目的 と摘 要

一 司 法機 関 が逮捕 状 を 出 した あ らゆ る人 に 関 す る中央記 録 を設け る。

。地 方 の関 連

一 州 法 が要 求 す る情報 の提 供

一 情 報 交 流:身 体特 徴 と手 配 を した機 関 の容 疑 者情 報

犯 罪 統 計

。目的 と摘 要

一 犯 人 の特 徴 とカ リ フォル ニア 州に おけ る刑事 機 関 の有 効性 に関 す る事 実 の発 見 ・解 釈

と報 告 。 この仕事 に は、毎 年80000人 もの活 動 中の重 要犯罪人 の確 認 が含 ま れ る。

CJIS統 計報 告 プ ログ ラムの一 部 とな る。

。地 方 との関 連

一 州 法 が要 求 す る情報 の提 供

一 統 計 報 告 と概 要 ・年 次定 期 刊行 物 に よる情 報 の交 流

人 に 関す る情 報

。目的 と摘 要

一 既 知 犯罪 人、手 口、指 名 手 配入 に 関す る情 報 の全 州 フ ァイルの維 持 。 バ ッチ処 理 に よ

る犯罪 手 口 フ ァイル には 、5qoOO入 の記録 が おさめられてbり:指 名 手 配 フ ァイル は 手

書 きの もの で あ る。CJISは 、 指名 手 配人 プ ログ ラム と手 続 きプ ログ ラムの両 方 を包 含

す るで あろ う。

。地 方 との 関連

一 州 法が 要 求 す る情 報 の 提供

一 指 名 手配 犯 と犯 罪 手 口デ 一 夕に関 す る情報 交 流

財産 に関 す る情 報

。目的 と摘 要

一 紛 失 、盗 難 、質入 れ され た財 産 に 関す るデ ー タの処理 と蓄積 。現 在 フ ァイル の サ イズ

は 、70qOOOも のオ ン ライ ン記録 で あ る。 この プ ログ ラ ムは・CJISの 雑 財産 プ ロ

グ ラ ムの一部 とな る。
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。地 方 との 関連

一 州 法 が要求 す る情報 提供

一 紛失 、盗 難、 質 入れ され た財 産 に関 す るデ ー タ ・情 報 の交 流

凶器 に 関 す る情報 と規 制

。目的 と摘 要

一 隠 匿 可 能 凶器 に関 す るデ ー タの 州規 模 ファイル に よる処理 と蓄積
。 現在 の フ ァイル サ

イズ は ・ .400qOOOの オ ン ライン記録 で あ る・ この プ ・グ ラムはCJIS銃 砲 プ ログ

ラ ム の一部 とな る。

。地 方 の 関連

一 州 法 が要 求 す る情 報提 供

一 銃 砲 デ ー タの情 報 交流

三重 処 方 箋規 制

。 目的 と摘 要

一 危 険 な薬 の不 正 使用 発 見 の た めの麻 薬 処 方 の リス トの処理 と作成 。 この プ ログ ラムは

CJIS麻 薬 処 方 プ ログ ラムの 一部 とな る。

。地 方 の関 連

一 司法 の た めの情 報 交流

CLETS(カ リフ ォル ニ ア司法 通 信 シ ステ ム)

。目的 と摘 要

一 司 法機 関に ・効 果 的 で効 率 よい州全 域 の通 信 サ ー ビス をす る。

。地 方 の関 連

一 司 法 に 関す る情 報 交流

・精 神 衛生 局

患 者 デ ー タ と研 究

。目的 と摘 要

一 州病 院 又 は 、地域 精 神 衛生 施 設 へ の入 院 待 ち・又 は治 療 を受 け てい る人 々に 関 す るデ

ー タの収 集 ・ 編成 ・ 分配・ 維 持 を す る。 自動 フ ァイル維 持 と検 索技 術 を用 い て 、州病 院 の

患 者 デ ータ を改 良 す る。重 複 を さけ た共通 の 州病 院患 者 デ ー タバ ンク を設 立 す る。

。地 方 の関 連

一 情 報 交 流:患 者統 計は 、 そ の住 居 の ある郡 へ配 布 され る。

地 域精 神 健 康 費用 報 告 とデ ー タ収 集
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。目的 と摘 要

一 地域 精 神 健康 プ ログ ラ ムの費 用 を 、そ の部 、 その 役員 ・立 法議 会 ・ そ の他 の 関係 者 に

報 告 す る。1968年 の シ ・一 トー ドイル 条例 の特 定 要求 を満 た す よ うに す る。

。地方 の関 連

一 州法 が要 求 す る情報 提 供

一 情報 交 流:各 種 の 費 用 と未 だ完全 に規 定 され てい ない 統計情 報

・州 兵 局

州 兵情 報 シ ステ ム

。目的 と摘 用

一 カ リ フォル ニ ア州 軍 の 各 隊員 の デ ー タ・ マ ス ター フ ァイル は・軍 の本 部 で ・叉 、 ワシ

ン トンの州軍 局 で維 持 さ れ てい る。

。地方 の関 連

一 情報 交 流:月 別 隊員 状 態 リス トは州 軍 司令 官 に与 え られ る
。

・自動 車 局

車 輌免 許 発行 と名 称 づけ

。目的 と摘 要

一 車輌 や船 舶 の引 取 を登 記 し・手 数 料 を支払 い ・記 録 す るとい う大 衆 の必 要性 に経 済 的

に しか も簡 便 に奉 仕 す る同局 を助 け る と共 に・ 自動車 局 の 管轄 内 にあ る事 業 ま たは 職業 に

従事 す る全 ての人 々 や会社 が 法 令 に基 づ い て適 切 に資格 を受 け認 可 を受 け る こ とを保 障す

る同 部 の役 に立 つ と同 時 に・ 公 共 や司 法 そ の他 の 分野 の利用 者 に情報 検 索 を提供 す る。 こ

れ らの 目的 は第 三 世代 の コン ピュー タ をオ ン ライ ン ・リア ル タイ ムで利 用 す るこ とに よっ

て達成 され る 。

。地方 の関 連

一 次 の事 項 の情 報交 流:移 動 家屋 記録 ・ 緊急質 問 へ の解答 ・非 緊急 質問 へ の 解答 、特 別

な法 律 の探 索。

職 業免 許 と規 定

。目的 と摘 要

一 許 可 され た事業 又は会 社主 を識別 す る イン プ ・ トの作 成:免 許 を もつセ ール ス マ ン と

その 雇 用者 を識 別 す るイ ン プ 。 トの作成:ど の よ うな文 献 の検索 に対 して も応 じられ る よ

うに デ ー タ処理 部全 体 にわ た り文献 の管 理 を行 な う:デ ータ処理 方法 に よる正 確 な検 査 を

備 え る。
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。地 方 の関 連

質 問 に対 し、将 来 は リアル タイ ムで応 じ・特 別 な法 の探 索 要求 を処 理す るた めの情報

交 流

局 の管理

。目的 と摘 要

こ の プ ログ ラムは 目標 の達 成 を確 実に す るため にAMIS活 動 を調整 ・管理 す るた め

の もの で あ る。 これ に は重 要 な管理 情 報 の作 成 や ・会 計 ・人 事 ・そ れ に調査 研 究 のた め の

EDPサ ー ビス な どが 含Aれ る。

。地 方 の関連

情 報 交 流:オ ン ライ ン質問 リス トに基 づ くAMISデ ータ ・ベ ー ス ・要求 に 応 じての

特 別報 告

DMV関 連 サ ー ビス(船 舶)

。 目的 と概要

探 索 、救 助 のた め の 船 舶の確 認 ・郡査 定入 用 デ ー タ供 給 ・査 定 平 準 局 へ販売 価格 の情

報:計 画立 案 のた め の統 計:船 舶 ローン のた め の規 制 文 書 を金 融 機 関 に与 え な どの機 能 を

もつ。

。地方 の関連

郡査定 入 記録 との情 報交 流 。 質問 に対す る リアル タ イ ム応答 を可能 にす る ため のED

Pへ の転 換 。

DMV関 連 サ ー ビス(カ リ フォル ニ ア 身分証 明 カー'ド)

。目的 と摘 要

身 分証 明 カ ー ドの情 報 を運 転免 許証 用 の 自動 化 フ ァイル に入 れ よ うとい うもので あ る。

これ は最 初 の 申請 を処 理 す る際 に行 ない 、以 後 住所 変 更 等 の 際に 逐 次更 新 され る。

。地 方 の関連

身 分証 明 カ ー ドの情報 交流:氏 名・ 住所 ・生 年 月 日等(司 法 執 行)

事故 以 後 の保 障法

。 目的 と摘 要

一 事 故 を起 した又 は、事 故以 後 ・保 障法 を守 らない た め免 許 を取 上 げ られ た運 転手 に関

す る、運 転 免許 部 の デ ー タベ ース の更 新 。多 重 プ ログ ラム ・オ ン ライ ン ・デ ー タベ ース の

使用 に よ る賠 償責 任 情報 を要求 に より与 え る。迅 速 か つ・ 経済 的に情 報 を与 え る。

。地 方 の関連
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運転者に関する記録情報一裁判抄録(交 通違反)、 事故・免許停止・再発行・等の情

報交流

運転免許発行と規制

。目的 と摘 要

運転免許発行 と規制に関 し・運転免許発行部の作業手順を簡単化し改良する。 ファ

イル又ペースを減 らす。そ して・多大な節約と効率が最大になるような、情報操作 と探索

のために使用する、最新の科学的方法を、運転手規制データに要求する州各部 とか他の政

府・裁判所・施法・公民のために経営の助けとなる。

。地方の関連

州法が要求する情報提供

運転記録情報一裁判抄録(交 通違反)、 事故、免許停止・再発行等・情報交流

・公 園 と レ ク リ エ ーシ ・ン 局

公 園 とレ ク リエ ーシ ョン情報 シ ステ ム

。目的 と摘 要

レ ク リエ ー シ ・ン施設 の供 給 と需 要 の 関係 を分析 して・ レク リエー シ ・ン 計 画を補助

す る。 この シ ステ ムは将来 の レ ク リエ ーシ ・ン施 設 の タ イ プ と場 所 の決 定 に用 い られ る。

。地 方 の 関連

情報提供

情報交流:レ クリエーシ・ン施設の目録のかなり詳細な概要と作業済みの需給分析の

写 し。

・公 衆衛 生 局

職業病報告

。 目的 と摘 要

地 方 衛 生 管轄 ・産 業 、 関 係機 関 ・ そ の他 に より報 告 文 分類 され た職 業 病 の リス ト、 パ

ン チ カ ー ド・作表 な ど。 このデ ー タは 、計 画立 案 ・監 視 活動 ・ 計画評 価 な どを行 な う地方

衛 生 局 、職 業 衛生 部 を補助 す るの に用 い られ る。

。地 方の 関 連

情 報 交 流

生 命に 関 す る統 計 誕 生 、 死 亡 、結婚 ・離 婚 ・死 産

。目的 と摘 要

カ リ フ ォル ニ ア住 民 に起 きる生 命 に 関す る出 来事 の概 要 を、健康 状 態 お よび健康 に 関
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す る要 因 を定期 的 に警 告 す るた め ・健 康 問題 の周期 的 な証 明 の た め・ 州 あ るい は地 方 の健

康 計画 の イン プ ッ トの ため ・ カ リフ ォル ニ ア州(郡 毎 に)の 人 口増 加 を推定 す るた め 、あ

るいは 連 邦、 州 、地 方 の諸機 関 か らの要 求 のた め 、準備 す る。法律 的、 個 人的 ニーズ の た

めの 値 ∴ 記録 の検 索 の た め に州全 体 のABC順 の イン デ 。ク ス を作 る。

。地 方 の 関 連

一 主 治に 関す る事 故 に含 まれ る人 口及 び家族 の数 と特 徴 の情 報 交流

計 画の た め のセ ン サ スデ ータ

。目的 と摘要

一 国 勢調 査 デ ー タは・ 個人 の保 健 と保 健 業務 の計 画及 び評 価 を行 な うた めに 不 可欠 で あ

る。 た とえば 、管 轄 内 の人 口 と地 域 な どを描 き出 す場 合 に。 ま た国勢 調査 は地域 保 健施 設

に関 す る計 画立 案 や保 健 環 境 を維 持 す るた め の 計画立 案 の際 に 役立 つデ ータ と手段 を提供

して くれ る。人 口は 移動 しやす く・か つ たえ ず膨張 してい るので デ ー タが陳 腐 化 す る前 に

迅 速 に使 用 す る こ とが要 求 され る。

こ うした 目的 の ため に われ わ れは コン ピュ ータ 、サ マ リー ・テ ープ やテ ー プ を利 用 す る

ため の他 の 国勢 調査 技 術 を獲 得 す るで あろ う。

。地 方 の関 連

一 情 報交 流 ・総 括保 健 計 画用 デ ータ の必 要 性 に応 じ一 コン ピ ュ ータテ ー プ の コ ピ ー叉

は・特 殊 デ ー タ を提供 す る。

・公共 事業 局

都 市計 画

。目的 と適要

一 都 市 計画 局 に よる輸 送計 画 を援 助 し・必 要 に応 じて ・連 邦政 府 と議 会へ の報 告 用情 報

を与 え る。

。地 方 の関 連

一 州 と連 邦法 に基 づ く情 報 提供

一 統 合土 地利 用 と輸送 デ ー タの情 報 交 流

・交通 事 故 と監 視 分析 シ ステ ム(TASAS)

PHASEI

。目的 と摘 要

一 交 通事 故 現場 と高 速道 路 の特 徴、 つ ま り、月平 均 交通 量 、地形 、 天気 、 交通 事 故頻 度

に 影響 を及ぼ す他 の要 因 な どを関 連 付 けて考 え るた めの第3世 代 の コ ン ピュー タを利 用す
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る多重データベースシステムである。

。地方の関連

情報提供

・州務長官

壁

。目的と摘要

このプログラムの目的は・予備選挙 と本選挙が行なわれる年毎に選挙人登録統計、投

票結果・公職に対する候補者に関する情報などを処理 し・法の要請に基づいて報告書を作

成する。

。地方の関連

一 州法に基づく情報提供

・社会福祉局

所得控除(AFDC詐 欺参照)

。目的と適用

所得報告 した受領者に関 して、AFDC.FGと このプログラムをよりよくコントロー

ルできるように・郡に情報を与える

。地方の関連

州と連邦法に基づく情報提供

一 情報交流、州社会福祉受領者の所得

一般報告

。目的と摘要

いくつかの小さなプログラムのデータを分析することにより、部内プログラムを管理

するのに必要な特殊分野の情報を管理層へ提供する。特別研究や立法府の歳出歳入予算の

ような分野で使用されている進行報告技術などもこれに含まれる。

。地方の関連

連邦法が要求する情報の提供

連邦報告

。目的と適要

郡が福祉データ処理費用に対する連邦政府の財政的援助を得るためには、全ての主要

な進行中・新開発もしくは重要な変更を加えた処理システムに関する実行可能性の研究と

.一括書類を提出しなけれぱならない。
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。地方の関連

連邦法が要求す る情報の提供

資格申請評価

。目的 と適要

地方局の個々のレベルや問題領域 とその性質に基づ く実際の客観的情報をSDSWと

DHCSに 与える。 これは連邦報告にも用いられる。

。地方の関連

連邦法の要求による情報提供

公共社会奉仕

。目的 と適要

立法議会、知事事務局と連邦保健・教育・福祉部の要求による報告用データを与える

:又SDSWと 地方部に社会奉仕拡大のための一般計画と優先順位設定用のデータを与え

る。

。地方の関連

連邦法の要求に よる情報提供

人員と能力

。目的と適要

人員能力システムは・人員特性の標準化 と、市民奉仕と郡のメリ。ト・システムから

のスタ・フ訓練報告を与える。

。地方の関連

連邦法の要求による情報提供

一 教育・雇用人のタイプ・就任 と雑税に関する統計報告の情報分割及びその理由。

地域社会奉仕

。目的と適要

地域社会奉仕の月報は・個々の社会奉仕家の事例とその奉仕に適用するように作 られ

ている。

。地方の関連

州法の要求に よる情報提供

養子縁組ReferralSystem

。目的と適要

養子にできる子供の特徴と、子供 をひきとろうとしている夫婦の特徴と資格とが照合
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される。これらは・公共又私立の事務所を通 じて、地理的背景をもとに行なわれる。

。地方の関連

一 情報提供

養子縁組の情報 と各縁組の地方、私立 と公共事務所への届書の情報交流

社会データサンプル

。目的 と適要

一福祉予算必要額の立法上の推測のための受領者側の特徴に基 くデータ集め。集められ

たデータは・部内プログラムの運営に用いられる福祉特性のためのデータのための主なる

情報源となる。

。地方の関連

一 州法の要求による情報提供

情報交流

・州教員退職システム

記録と統計

。目的 と摘 要

一 この シ ステ ムの会 員 と なる公立 学 校 の有 資格 職員 か ら成 る担当 局 のデ ー タ ・ベ ース の

設置 と保 守。 記録 と統 計 を作 成 す る目的 は会員 フ ァイル の 維持 にあ り・ この フ ァイル は会

員 の 職歴 と州教員 退 職 金 シ ステ ムの教 育積 立 金 へ の貢 献 な どに関 す る実積 を正確 に記録 し

た 会員 ファイル を維 持 す る こ とに あ る。 この フ ァイル は給 付 の支払 い と、 シ ステ ム の財 政

状態 の 分析 の基礎 と な る もの で あ る。80%の 部 分的完 成 してい る。

。地 方 の 関連

州法 が要 求 す る情 報の 提 供

会員 へ の給 付

。 目的 と適 要

ど で あ る 。

・地方の関連

・水資 源局

基礎 デ ータ シ ステ ム

。地 方 の 関連

会員給付は・退職、遺族と死亡給付又は資格ある会員又は受取人への積立金の償還な

5%部 分的完成

州法が要求する情報の提供
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情 報提 供

河 川 ・ 地 下 水・ 気 候 学 的 な水質 と水利 用デ ー タの情 報 交 流

3.郡 政府 に於 け るEDP

カ リ フォル ニ ア の58の 郡 は ・地 方 政 府 の1単 位 で あ り州 政府 の 下部 機 構 と して機 能 す る。

その ような資格 で郡 は 州 を代 理 す る もので あ り・ そ してそ の 活動 は 州 法 と州 の行 政 令 に よ って

規 制 され る。 この ような独 得 の地 位 は 各 郡 に、 市 とは異 な った 固有 の政 治 的性 質 を与 え る。

すべ ての郡 は 、 同一 の基 礎 プ ログ ラムを運 用 してい る。 しか し・各 郡 に おけ る実 際 の運用 は

大 い に異 な ってい る。 大 部 分 ・ これ は ・各 郡 の性 格の相 違 に基 づ い てい る 。 この よ うな大 きな

相 違 は・』郡 の デ ー タ処理 が 、対 処 しな けれ ば な らない い ろい ろ な タ イ プの 要求 に影 響 を与 えて

い る。デ ー タ処 理 操 作 の 相違 は 、 郡 自身 の相違 と密接 に関 連 してい る。

個人 面接 調査 ・15の 郡 で行 な われ たが これ らの郡 は すべ て 第3世 代 の コン ピ ュー ター ・シ

ステ ムを使 用 してい る。 レポ ー トに よれば ・郡 のEDP関 係 者 は 面接 の際 に・ い くつ か の政府

に ま たが る必 要 性 や行 政 機 関連 絡委 員 会 の機 能 につ い ての 討 論 よ りも・彼 等 自身 や他 の郡 のデ

ータ処 理機 能の 方 に 、 は るか に大 きな興 味 を示 した とい うこ とで あ る。 この事実 は 諸 政府 間の

協 力 を得 る もっ とも効果 的 な方法 は・ 常 に 自らの興 味 を有 す る視 点 か らの ア プ ローチ で あ るこ

とを示 唆 してい る。

調査 は ・次 の 統計 表 の とお りで あ る。

郡 に よる デ ー タ処理 利 用 度

。 コン ピュー タ を所有 してい る もの41郡

。 特 定 の 会社 に よる サ ー ビス を受 け てい る もの'3"

。 他 郡 か ら サ ー ビス を受 け て い る もの5〃

。 デ ー タ処 理 を してい ない9■ ■

合 計58郡

(注:デ ータ処 理 を取 り入 れ てい ない9郡 の人 口を合 計 して も・ 州の総 人 口の1%に も満

た ない 。)

各郡 の コ ン ピュー タの規 模

下 記 の調 査結 果 は 、各 郡 で使 用 してい る コン ピュー タ の大小 を示 して い る。
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あ

q

CPUの 規 模

BYTES

512K以 」二

256K～511K

128K～255K

64K=～127K

32K～63K

16K～31K

4K-一.15K

EDP経 費

EDP設 備 予 算(LOOOド ル)

0～50

50～100

100～500

500～999

LOOO以 上

並

2

7

5

5

5

9

7

郡 数

10

6

16

3

4

ら

φ

総EDP予 算(LOOOド ル)秘 教

0～996

100～1997

200～ 『49910

500～9995

LOOO～1,9994

2000以 上7

(注:大 体 に おい て コン ピ ュ一 夕ニの 利 用可 能性 と補 助基 金は 自動 化 シス テム の発展 に と

っ て重 大 な問題 では なか っ た。ほ とん どの郡 はEDP施 設 の拡張 が正 当 化 そ きる と

考 え る や否 や施 設 の 拡大 を計 った。郡 に お け るオ ー トメ ーシ ・ン の成 長 に 関 した あ'

'らゆ る制 約 を評価 し
てみ る と・適切 なハ ー ドウエ ア の欠除 とい うこ とは大 して重 要

な要 素 では な か っ た よ うに思 われ る。)

最 近 の適 用 例 とシ ス テ ム開発

ほ とん どの郡 はそ の程 度 は い ろ い ろだ が次 の よ うな 分野 に適 用 を試 み てい る:
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… …課 税 評 価

……会 計

… …事 務 記録

…… 司法

……入 事

… …学 校

……課 税 と徴 収

… …投 票

……福 祉

…… 健康 保 健 サ ー ビス

最 も一般 に行 なわ れ てい る新 シ ス テ ム開発

・・…・コン ピ ュー ター に よ る査定

……福 祉予 算 の 配 分

… …PPBS

… …病 院 費 用 の請 求 と管 理 シス テ ム

… …入 院患 者情 報 シス テ ム

……犯 罪 司法 情 報 シス テ ム

… …選 挙 人 情報 シ ステ ム

最 もなお ざ りに され てい る分 野

… … 公共 事業

… …地 方検 事 局

…・‥郡 行政 事 務 所

…… 郡 相 談 局

EDP .システ ム開 発 をさ また げ て い る技 術 要因

… …技 術 の新 しさ

… …販 売 人 に よる ソ フ トウエア能 力 の誇 張

… …大 量 デ ータの経 済 的処 理 に対 す るハ ー ドウエ ア・ ソ フ トウエ アの 限界

……EDPシ ステ ムの経験 技 術者 の 不足

……デ ー タ変 換 とデ ー タイ ン プ
ッ トのス ピ ー ドの限 界

EDPに 関す る制 約は 、 す べ て減 少 中で あ る。 解決 策 の発 見 と経 験 に よりシス テ ム開発

は進 歩 す るで あろ う。問 題 は全 て解 決 可能 な もの であ る。 しか し、郡 がEDP以 外 の問題
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喝

●

を上 手 に取 扱 うこ とが で きる よ うに な る までは ・情報 シ ステ ム開発 に は依 然 と して制 約 が

つ きま と うで あろ う。

EDPの 郡 の適 用 例 の一 覧表 は ・付録 、Dに 含 まれ てい る。 この表 の記載 事 項 は 、 前に

説 明 され たの と同 様 の意 味 を もつ ・つ ま り

Y… … 肯定(活 動 中)

N… …否定(非 活 動)

P… …計画 中(5年 以 内)

D… …設計 段階

1… …実行中(50%以 上)

付録 には 調査 質問 中 に表 れ たす べ ての質 問 が載 ってい る。 又 、質問 書 に 含 まれ て い ない

付 加的 な適用 例 の表 も付 け加 え られ て い る。 これ らの適 用 例 のほ とん どに つ い ては 、その

デ ータ要 素 に関 す る参 考資 料 や詳細 な説 明 を入 手 す る こ とが で きる。

4.市 政府 レベ ル で のEDP

カ リ7ォ ル ニア市 政府 は住 民 に特 殊 なサ ー ビス しか も住 民 が 要請 す るサ ー ビス のみ を提供 す

る 目的 を もっ て設 け られ た もの で ある。 これ は 州法 の要求 す る と ころに基 づ い てサ ー ビスを提

供 す るた めに 設け られ てい る郡政 府 と も、 ま・た学 校 と も異 な る もので あ る。 市 に よって提供 さ

れ るサ ー ビスの範 囲は 市 の大 き さ、財 政 源 、有 権 者の要求 に より異 る、 この報告 の前 半 では市

の 規 模 には ・入 口5000人 以 下か ら200qoOO入 以 上 の もの まで極 端 な開 きが ある こと

を指 摘 したが・市 に よって提供 さ れ る サ ー ビス に もそ れ相応 の 幅 が ある。 しか し市 に よって行

な わ れ る基 本 的機 能 は次 の ような もの で ある。

… … 警 察 ・保 安

…… 消防

… … 市裁 判 所

… …公 共事 業

… …建 設標 準

… …建 築検 査

… …公 共駐 車 場

…… 都 市再 開発

…… 水供 給

… … ガ ス 、電 気 サ ー ビス

… … 廃 物処 理
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… … 空 港 管 理

… …港 湾 管 理

… … 公共 輸 送

… …公 園 ・ レク リエ ーシ ョン施 設

… … 公 共 図 書館

… …都 市 計 画

… … 一 般行 政運 営

… …地 方 条 例 法

… …財 政会 計

… …購 買

'…・・人 員 サ ー ビス

… … ≡般 経 営

一 般 に、 市 は 、 必要 で あ ると考 え られ る活動 や と くに法律 に触 れ な い こ とな らば何 で も実 行

で きる だ ろ う。 それ 故 に、 市 は 、今 までは他 の レベ ル の政 府 が行 な うとされ て きた 分野 ・ た と

え ば社会 事 業 な どに お い て も急 速 に その活動範 囲 を広 げ るこ とと なった 。市 政府 は しば しば・

連 邦政 府 か らの 直 接許 可 に基 づ い て資金 の調 達 を して きた。

カ リ フォル ニ アの市 につ い ての調 査 は、EDP、 ソ フ トウエ ア 、 ア プ リケ イシ ョン、 シ ステ

ム・ 管理 ・ お よび人 事 な どに つ い て考 察 す る ため で あ った 。調 査 で は、 市 の手腕 を判断 す る こと

とが 企 て られ た。

政 府 内 の シス テ ム の発 展 とア プ リケイ シ ・ン

現代 の コン ピュ ータ ー技 術へ の対 処

大 規 模 な政 府 内 シス テ ムの運 用 と発展 を必 要 と す る資 源 の提供

州政 府 内 のEDPの 活 動 の必 要性 の理 由づ け'、

a市 に お・け るEDPの 特 質 とその機 構

市 に おけ るEDP方 法 は多 種 で あ る。市 の大 多 数 はEDPを 用 い てない し、 い くつか の市

は必 要 とす る こ とす らない か も しれ ない 。 これ とは 、対 照 的 に ・大 きな市 では、 フル に活用

してい る。EDPが なけ れ ば 、彼 らの運 営能力 は 問題 とな る。 次 の表 に よる と、市 のEDP

方法 の 規 模 は発 展 した。
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層畠

市 数 割 合 デ ータ処 理 オペ レ ーシ ョンの 型

237

90

35

58.4

22.3

8.9

マ ニ ュアル 方式

デ ー タ ・サ ービ ス会社 の利 用

単 能機(記 帳機 械)

4210.8 .コ ン ピュータ

404100%

マ ニ ュアル ・オペ レ ーシ ョン

EDPを 利 用 してい ない2 .37の 市 の大 部 分 は、人 口1万 人以 下 で ある。 これ らの市 は

目下 ・ マ ニ ュアル ・オ ペ レ ーシ ョン に よって住 民 に適 当 なサ ー ビス を提供 して い る。

デ ー タ ・サ ー ビス会 社

上 記 の90め 市 の うちの多 くは 、サ ー ビスの ため に、銀 行 と契 約 を結 ん でい る。基 本 的

なサ ー ビスは ・給 料 支 払 い名 簿 ・ 明細 書 、広告 な どに限 られ てい る。

この 分野 では、 多 くの例 外 はMDSとPADSで あ る。MDS、 とPADSは 、

独 自 では財 政 的 に ゆ と りの ない い くつ か の小 さな市 がデ ータ処 理サ ー ビス を利 用 す るた め

に作 った 、新 しい共 同体 の2つ の例 で あ る。MunicipalDataSystemと は、

自 らの デ ー タ ーの 出 し入 れ ば 各 市 ご とにす るが 、その 他 のす べ ては ・1つ の シ ステ ムに ま

と め、 協 同 して開 発 してい るSanGabrielVaIleyの14の 市 の集 団 の ことで あ

る。ThepublicAgencyDataSystemと は・Orangeの8市 に よる。

同 様 な共 同 の デ ータ処 理機 関 の こ とであ る。MDSの14市 は、 シス テ ムの設 備 が 十分 に

整 えば 、1971年 の後 半 には、 一 局 庁 としての 扱 い を受け るだ ろ う。 これ らの ア プ リケ

イ シ ョン(適 用)は 次 の よう な事 を含ん でい る。

… …財 政 シ ステ ム

… …一 般 帳 簿

… …俸 給支 払 い名 簿 と全職 員 に つ い ての俸 給 計 算

… …貯蓄 と明細 管 理

…… 計 画予 算 シ ス テ ム

… …許 可

… …UtilityBilling

… … 警察

… …企画(Planning)
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他 方 のEDPセ ン タ ーの集 ま りで あ るPADSも ・結 局は ・Orange郡 の8市 へ同様

な サ ー ビス を して い る。

MDSとPADSは 、 個 々 では 開発 す る余裕 のな い市 との 提携 を申 し出 るだ ろ う。 実 際・

使用 者 の経 費は そ れぞ れ に 開発'され 維持 され てい る、 か なb基 本 的 なEDPシ ス テ ムの経

費 よ り安 く見 積 も られ る。 しか もそ の上 ・ シス テ ム開発 に必 要 な専 門技 術は ・そ れ ぞ れの

市 に よっ て支 持 を受 け てい な い 。市 の 開発 経 費 を増 した り、.二重 経 費 を取 り除 く.ことが ・

大 きな利益 へ と結 び つ くの で あ る。 他 の利 益 は ・MDSとPADSが それ ぞ れ のデ ー タ ー

フ ァイル の完 全 性 と・計 画 と発 展 との コン トロール を維 持 して喚 くこ とで あ る。 更 に ・ こ

れ らの機 構 は地 方 ご とに・ 性 質 が異 な るた.めに ・警 察 や プ ラン ニ ン グの イ ン フォメ ーシ ・

ン ・シ ステ ムの よ うな地 方 的 なシ ス テ ムの発 展 と関係 の あ る利 益 も加 え られ る。

最 もユ ニ ーク なサ ー ビス ビ ュー ローの 研 究が ・SunnyvaIe市 に よ⌒ て行 な われ てい

る。 そ の市 は 、広 範 囲 なオ ン ・ライ ン ・シ ス テ ムの ため に、 民 間 の コン ピ ュータ ー ・コン

サル タ ン ト会 社 と契 約 を締結 した。他 の地 域 で の この方法 の可能 性 に 関 す るイ ン タ ビュー

の 中の 意見 には 、 い ろい ろ な相 違 が ある。 少 な くと も・Sunnyvaleの 場 合 はi見 事

な成 功・を おさめ るだ ろ う。

EAM(記 帳 式 単能 機)

政府 に おけ るEAMの 使 用 は 、EAM施 設 との競 争が 激 し くな るに つれ て ・減 少 してい

る。15年 か ら20年 ほ ど前 、EAMが 政 府 部 内 に おし(て有 力 で あ った 頃・35市 だ けが

今 だ』に、EAMの 施 設 を使 用 して い ると、我 々は 指摘 して いた。 この 図 には ・ コン ピュー

タ ・オ ペ レ ーシ 。ン の維 持 にEAMを 使 用 してい る市は 含 まれ て い ない 。

い くつ か の理 由は 、 おそ ら く・ この施 設 が 何年 か 前に 購入 され た とい う事 実 に基 づ い て

い るの で、 市の規 模 とEAMの 利 用 との間 には い くらか の相 互 関係 が 存 在 す る よ うで あ る。

若 干 の 例外 は あ るが、EAMを 利 用 してい る市は人 口2万 か ら8万 ま で の範 囲 で ある。

コン ピュー タ ー

調査 結 果 に よれば 、 カ リフ ォル ニ ア州 には 、賃 貸 に しろ 自己所 有 に しろ・ コ ン ピュ ータ

ーを運 用 してい る市 は42に の ぼ る。 各 市 の大 部 分の コン ピュー タ ーは 、 小 あ るいは 中サ

イズ の 第3世 代 の シ ステ ムで あ る。3市 だ け が大規 模 と見 なせ る コン ピュ ーター(CPU.

128K以 上)を 使 用 してい る。 人 口5万 人以 上 の市 には ・ほ とん ど コン ピュータ ー を活

用 してい る34の 市 に関 す る統 計 が 出 てい る。 この表か ら・同 規模 の 市は デ ー タ ー処理経

費 の予 算 も同程度 で ある こ とが うか が え る 。 これ ら34市 は ・ 下記 の よ うなサ イズ の 中央

処 理装 置 を有 してい る。
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CPU蓄 電力 市 数

(BYTES)

4～15

16～31

32～63

64～127

128～255

256以 上

bシ ス テ ム とア プ リ ケ イ シ 。 ン の 開 発

1

0

5

5

1

2

1

1

現 在 のEDPシ ス テ ム とア プ リケ イシ 。ン の 市に よる開 発 は、過 去 の もの とは 、異 なって

い る。 現在 の システ ムは 、そ の 範 囲は広 く、性 格 的 には 、行 政部 門的 ・又 は ・ 権 力的 であ り・

市 内 部以 外 との接 触 に も積 極 的 で ある。 しか し、 前 々 か ら、EDPシ ステ ム の努 力 は市の 古

典 的 な行 政機 能 に集 中的 に傾 け られ て いた。 現在 のシ ステ ムとそ の開発 につ い て は次 の よ う

に検 討 され て い る。

現 在 のEDPア プ リケイ シ 。ン

代 表的 に 、次 の よ うな行 政 機能 が 自動 化 さ れ た。

……財 務 と予 算

… …事 業 免許

……俸給 名 簿の 作成 とそ の額 の 計 算

… …許 可

……UtilityBilling

さ らに 加え て ・大 きな市 で は公 共 事業 活 動 に対 して 、 コン ピュ ータ ー技 術サ ー ビス を提 供

してい る。 しか し、 この ような この よ うな ア プ リケイ シ ・ンでは ・技 術部 門の 間 に おけ る情

報 の 交換 は 必要 と しない。い くつ か の実 際例 では 、 なん の変 更 も加え ずに 、利用 す る ことは

少 ない が 、市 は交 換 に よって得 た コンゼ ユ 一夕 ー ・プ ログ ラムを持 って い る。 プ ログ ラムの

交 換 が なされ て い る所 では 、汎 用 システ ムの理 念 とそ の実 行 計 画は非 常 に有 益 で あ った。

EDPア プ リケ イシ ョンの 現在 の開発 状況

新 しい 応用 分野 の開 発に は非 常 に大 きな 興 味 が あ る。そ れ らは・地 方的 な問 題 ・公 債

FederaIfunding、 新 しい コン ピュ ー ター技 術の ため な どに なされ てい る。

コン ピュー タ ーは 、今 や・正 確 なオ ン ライン ・シス テ ムのた め に約 束 され た将 来 を提供 し

てい る。 多量 の デ ー タ ー貯蔵 に費 す時 間 の節 約 が ・新 しい オン ラインの ア プ リケ イ シ ・ン の
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正 しさ を証 明 して い る。

地 方 的問 題 、Federalfunding,新 コン ピュ ーター技 術の結 果 と して・新 シス

テ ムの 開発 は ・主 と し百 次 の よ うな分野 で な され てい る。

'… …刑 事 裁 判 あ る いは公 安 システ ム
。 これ らの シ ス テ ムに は、法 の施行 ・ 裁判所 ・懲 罰な

どの 働 きが 含Aれ て い る。1968年 の 犯 罪 総取 締 り(OmnibusCrime

Control)とSafeStreetsActの 結 果 、 これ らの 分野 で と くに強 調さ

れ は じめ てい る。大 部 分の 市 も、 す べ て刑 事裁 判 の 分野 に だけ は ・権 限 を与 え て いる。

そ の結 果 ・ シ ステ ムの相 互 交換 の可能 性 が 低 くて も、 た いてい の市 はわず か つ つ で も

トータ ル ・シ ステ ムへ 進歩 す る だ ろ う。

… …土 地 利 用 シ ス テ ム
。.都 市化 計 画は ます ます 複雑 化 してい る。 学校v病 院 、 高速 道路 な

どの土 地 選 び や 緊急 計 画 な どは 市 の企画 者 た ちが直 面 してい る問 題 で あ る。 三 つ の新'

シ ステ ム開発 分野 の 中で は ・土地 利 用 シ ス テ ムが最 も開発が 困難 で ある。 それ ほ ど有

効 で も多 量 のデ ー タ ーが必 要 と され る。 た とえ有 効 で も・そ の デ ー ターは 役に立 つ と

は 限 らない 。効 果 的 な土 地 利 用 の ため の情 報 の蓄 積 には各 市 やその他 多 くの政 治権 力

に よる協 力 が必 要 であ る。 加え て ・ この 分野 の コン ピュータ ー ・プ ログ ラ ムは 複雑 で

あ り・ また 高 レベル の専 門 技 術 を も必 要 とす る。 ・

…… 運 送記録 。 高速 道路 の安全 確 保 や新道 路 建 設の 計画 は交通 量 や事 故 につい て の情 報 を

提供 す るシス テ ム にか か ってい る。

市は 目下 、道路 目録 自動 化 の 開発 と交通 量 お よび事故 の調査 を行 って い る。 これ らのア

プ リケ ーシ ョンは カ リ フォル ニ ア の交通 安 全 計 画 の一 環 で あ る州交 通 記録 計 画 に よっ て・

NationalHighwaySafetyの 資 金 に よ り、今 や進 行 中 で ある。

これ らの 分野 のそ れぞ れ の シ ステ ムは 、現 在 は 、政 府 間 で なされ てい るとい う こ とを頭

に入 れ て お くこ とが大 切 で ある。 それ らは他 の市 ・ 郡、 州 との 情報 の交換 を含ん でい る。

政 府 間 の情 報 の交 換 には 、 次の よ うな もの が入 っ てい る。

… …犯 罪 デ ー タ ー

・…・・交 通 デ ータ ー

… … 事 故 デ ータ ー

…… 土地 利 用 デ ー タ ー

… … コン ピ ュータ ー ・シ ステ ム ・プ ラン

…… コン ピュご タ ー ・シス テ ム概 念

カ リフ ォル ニ アの 市 に おけ る現在 のEDPア プ リケ ー シ ・ンに つい て の完全 な概要 は付
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録Eに 納 め て ある。

5.学 校 教育に おけ るEDP

a設 備 とサ ー ビス

教 育 分野 の組織 の複雑 性 と学校区の規 模 の大幅な相 違 は、ち よ うど郡 や市 の政府 の場 合 と同

じ ように ・デ ー タ ー処 理 の問 題 を組み 込 ませ られ る。 州の学 校 教 育 に関 して・最 も高 い権 威

を持 って い るの は ・州 の 教 育委 員 会 、政府 か ら任 命 された ・任 期4年 の10人 の 市民 た ち・

そ して・州 の学 校 教 育 の 監督 者 の 指示 を受 け てい る教育 局 な どで あ る。

前 記 の監 督 者 は4年 に1度 ・有 権者 に よ って選 挙 され る。 しか しそ の地 位は 政治 的 には 無

色 な もの で あ る。

この下 には58郡 の教 育 監 督 者 が い る。 これ らの役人 は 州政 府 と学 区 との仲介 の役 を果 た

してい る。 地方 の学 区 は そ の地 区 の監 督 者 の指 示 を受 け る。.この 地区 とは ・ やや 自主 的 な単

位 で あ り・ 地方 の 学 校 を 管理 す るた めの 州法 に よって設 け られた 。地 区監 督 者 の事務 所 に 加

え て・ それ ぞ れ の学 区 に は ・学 校 関係 の事 柄 を扱 う自治 局 の よ うな、地 域 的 な教育 局 が あ る。

カ リ フォル ニア には お よそL100の 学 区が あ り・ そ の広 さ に お いて も・ 資金 にお い て も・

かか えてい る問 題 につ い て もい ろい ろの相違 があ る。 皿一5表 は それぞ れ の学 区 の登 録 の違

違 い を示 してい る 。122の 学 区 が ・す ぺ て役 に立 つ とは 限 らない に もかか わ らず ・ デ ー タ

ー処 理施 設 を貸 りる な り所 有 す る な り して活 用 してい る
。 中規 模 の学 区 は・ 半官 の サ ー ビス,

局(地 方 教育 デ ー タ ー ・セン タ ー)、 郡 デ ー タ ー処理 セン タ ー あ るいは民 間 のEDPサ ー

ビス局 な どに よるサ ー ビス を利 用 してい る。 小 さな学 区 は今 だ に手 作 業 に よる記録 処理 を し

てい る。

初 等 お よび 中等 教 育(幼 稚 園 か ら8年 級 まで と、9年 級 か ら12年 級 まで)の デ ータ ー処

理 に 割け る多 くの 重 要 な リー ダ ー シ ・プは州 教育 局 の情 報 シ ステ ム部 に よっ て握 られ て来 た。

基本 的 な仕事 が2つ あ る。1つ は学 区管 理 に用 い る ことの で き るデ ータ ー処 理 プ ログ ラ ム

の標 準的 な 一単 位 で あ るCEIS(CaliforniaEducationalInformati-

on)で あ る。 も う1つ は 大 小 の学区 へ、 あま り高 くない経 費 でデ ータ ー処理 サ ー ビス を

提供 で きる11の 地 方 デ ータ ・処理 セ ンタ ー を設 置 す る こ とで あ る。 これ ら地方 のサ ー ビス

セ ン タ ーは ・現 在100の 学 区 で100万 人 以 上 の生 徒 に 関す るデ ー ターサ ー ビス を行 って

い る。11の 地 方 デ ・Lター処理 セン タ ーは、IBM360シ リーズ コン ピ ュータ ー(モ デ ル

30,40,50)とHoneyweI1200-Z200コ ン ピュ ーター の両 方 を使用 してい

る。 自己所 有 の ゴン ビ ュ ータ ー を操 作 してい る51の 学 区 に よっ て使 われ てい る装 置 はll-

6表 に 出 てい る。 これ らの調 査 は ・教 育 団体 の第2世 代 の4-8Kコ ン ピ ュータ ーの有効 な
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利用についての以前の研究を裏書き し てい る 。

表n-5

学 区 の 在 学 生 数

在 学 生 数 学 区数 学区の比率
このサイズの学
校の全社学生数

ア メ リ

に対 す る比 率

力全学校

100以 下 220 20% 22200 1%以 下

101～1,000 385 35% 1賠275 40%
{

1,000～10000 、 401 37% 2205500 470%

1α000～25000 67 6% 9515389 20.0%
●

25000～50000 13 1% 44a128 9.0%

50000～75000 3、 164276 3.0%

75000～100000 1 76816 2.0%
〉 1%以 下

1,0α000～50qoOO 1 10a769 2.5%

500,000以 上 1ノ 568775 1L5%

表n-6

学 校 に おけ る コン ピュ ータ

小 学 校 、 中学 校 ・ 高校 短期大学の学校で使用
コ ン ピ ュ ー タ の学区で使用中と報告 中 と報 告 され た コン ビ 計

され た コン ピ ュー タ数 ユ 一 夕数

・

IBM1401 20 6 26

IBM360/20～25 2 4 6
、

IBM360/30～50 2 0 2

IBM1130/1620 2 3 5 ●

Univac1005 1 1 2

その他 8 2 10
θ

合 計 35 16 51
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仁 ぽ は ・ 学 区 の規模別 に よ る・ ・ン ピ・一 夕ーサ ー ビス利 用 の学 区数 を示 してい る.

(注:ア ーサ ー ・ヤ ング 会社 調査 で は、 す べ て の学 区 か ら完 全 なデ ータ ーを得 る こ とは で き

な か った 。 それ故 情 報 は い くつ かの 源 か ら得 られ て来 た し・ そ の トータル は必 ず しも

一致 は しない だ ろ う
。 この章 の す べて の図 は、 大 よそ の図解 と して、考慮 に入れ てお

くべ きであ る。)

0～100

100～500

500～LOOO

LOOO～5000

5000～10000

10,000～15000

15000～2qoOO

2qoOO～3qoOO

30,000～4QOOO

40,000

表fi-7

コ ン ピュ ー タ ・サ ー ビ ス を 受 け て い る 学 区 数

コン ビ三 一タ

の所 有 ま たは

賃借

18

20

17

地方計算セン

ターの利用

12

52

40

139

45

16

サービス会社

又は他の研究

所利用

0

5

2

1

コ ン ピ ュ ー タ

サ ー ビ ス を受

け な い

170

180

71

87

有 効 な デ ータ か ら、次 の こ とが 結 論 と して・導 き出せ る。

(1)300万 入 以 上 の生徒 をかかえ てい る122の 学 区 で は 、エレ ク トロ ニ ・ク ・デ

ー タ ー処 理 、又 は コン ピュ ーティ ング施 設 の うち の何 タ イプ か を所有 すか ある いは貸 借 し

てい る。

24の 学区 は 第3世 代 の施 設 を有 してい る。122の 学 区 は1年 間 にEDPの 運用経 費

と して お よそ1,900万 ドル 費 や してい る。

(2)448の 学 区 は、11の 地 方 セ ン タ ーか ら、何 タイ プか のデ ー タ ー処 理 サ ー ビスを

受 け てい る。

地 方 セ ンタ ーは生 徒 に、正 確な サ ー ビス や業 務 管 理 サ ー ビス やその他 多 くの サ ー ビスな

ど をす る。
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350の 学 区は 地 方 セ ン ター か ら100万 の生 徒 に つ いて のサ ー ビスを受 け てい る。

187の 学区 は地 方 セ ン タ ーか ら業務 サ ー ビス を受 け てい る。

148の 学区 は地 方 セ ン タ ーか らい くっか の種 類 め サ ー ビス を受 け てい る。

11の 地方 セ ン タ ーはEDPの 運 営 に、 一 年 間 に お よそ400万 ドル費 してい る。

bシ ス テ ム とその アプ リケ ーシ ョン

州 教育 局 は10年 以 上 に わた ってCEIS('CaliforniaEducationInfor-

mationSystem)の 開発 を続 け て きた。 この開発 計画 には い くつ かの理 由が あ る。教

育 局は ・多 くの学 区に と って独 自に コン ピ ュータ ーを取 りつ け る ことは あま り経 済 的 では な

い と判 断 し、EDPを 設置 す るだけ の 余 裕 の ない学 区 の た めに地 方 セン タ ー(regional

center)と い う もの を考 案 した。 そ れ ぞれ の セ ン ターが 各 自の シス テ ムの 開 発 を許 可 す

る代 わ りに 、長い 間 の 不 必要 な出 費 に関 して・ 根本 的に は すべ ての学区 に と って同 じで あ る

が 、学 区間 の相違 に応 じて適 宜 ・修 正 を加 え て ゆ くペ ー シ ・ク ・シ ステ ムの開 発 が 提案 され

た 。

もち ろん ・ 自分 自身 の設備 を有 してい るい くつか の学 区は す で にそ れ らの シ ステ ムの 開発

を行 って い た。CEISに 合 体 した とこ ろで は、 この ことはす で に な され た 。CEISの サ

ブ システ ムの完 成 以 後 、 ペ ーシ 。ク シ ス テ ムを使 ってい る地 方 セ ン タ ーの す べて と 自 らデ ー

タ ー処 理 を してい る ところ や地 方 セ ン タ ー以 外 の 所 か らのサ ー ビス を利 用 してい る多 くの学

区 は ・ これ らの シス テ ム を使 うことに な る。

CEISは す べ て の学 区 に通 用 す る ス タンダ ー ドなシ ステ ム では ない。 しか し、そ れ は学

区 に と って必 要 で あ りかつ利 用 され る種 類 の サ ー ビスの典型 的 な もので ある。 皿一4図 はそ

の シ ステ ムが・ 二 つ の中 心 的 な サ ブシ ステ ムか ら成 る こ とを示 して い る、す なわ ち・業 務 サ

ブシ ステ ム と生 徒 サ ブ シス テ ム で あ る。 そ れ らは順 番 に、 多 くの機 能 をす るサ ブ シ ステ ムか

ら成 る。

生徒 サ ブシ ス テ ム(PupilSubsystem)は7つ のア プ リケ ーシ ・ンか ら成 る。

StudenもMaster,ス ケ ジ ュ ーリン グ 、出欠 計算 点数 記 録 ・ テス ト記録 、Califor-

niaGuidance,教 育 計画 など で あ る。 この サ ブ シス テ ムはll-5図 に示 して あ る。

生徒 シ ス テ ムの 中心 は ・ ち よう ど大 きな物 体 の一部 分 と同 じよ うに ・一 人 の生 徒 を彼 の ク

ラスか ら分類 し・合 衆 国 の 多 くの生 徒 とグル ー プ分 けす る こ とに ある。

デ ー タ ーは 教 育経 験 を改善 す る 目的 のた めに そ れ ぞ れの生 徒 に つい て集 め られ る。 ま ず初

め に ・ 小学 校 で の最 初 の 記 載が な され 、 そ してそ れ は 彼が高 校 を卒 業 す る まで続 け られ る。

デ ー タ ーはそ の生 徒 を知 る手が か り・ 彼 の成 績・ 能力 、点数 ・そ してそ の他 の 開 発可能 な要
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そ の 時 、教 師、 カ ウンセ ラ ー、管 理 者 、 そ して、 す べ て の レベル の教 育者 な ど、情報 を得

よ うと してい る者 に適切 な情 報 が作 られ るの であ る。

生徒 の情報 を集 め る こと に加 え て・ シス テ ムは 、生 徒 の ため に情報 の処理 も行 う。 それは ・

そ の生 徒 の ク ラスの予 定 表 を作 る・彼 のた め にテ ス ト用 紙 を用意 した り、テ ス トの結 果 を記

録 し}レ ポ ー トカ ー ドを用意 した りす る。 それ は、 能 力 や成 績 を高 い 水準 の もの と比 べ・そ

してそ の結 果 を彼 の教師 や コンサル タ ン トに報告 す る 。 それ は ・す でに なされ た ことの記録

と・学校 管 理 者 や教 育計 画 者 にプ ログ ラ ムの効果 を調 べ た り、判 断を 下 す根 拠 を与 え る統計

記録 を結 び合 わ せ る。ll-8表 は生 徒 マス タ ー ・ファイル に 入 ってい るデ ータ ー要 素 を示 し

てい る。

CEIS業 務 サ ブ シ スi7
.ムは、現 在 ・ コン トロール ・支 払 い 計算在 庫品 目録 ・職 員 棒給 ・

財 務 な どに関 す る5つ の ア プ リケ ーシ ョン を含ん でい る。 この サ ブシ ステ ムは ・ 皿一6図

に図解 され て い る。固 定 資産 と予 算 の シ ミ ュレ ーシ ・ン ・シ ステ ムは研 究 中で あり、近 い将

来 に 可能 とな るで あろ う。

図ll-8

マ ス タ ー ・ フ ァ イ ル の デ ー タ 要 素

個人 両親 出席状況 試験 コ ー ス 雑

名前 名前 入 学 コー ド 適性 確認番号 プ ログ ラ ム

学校 Title 入学年次 確認番号 プ ログ ラム 特殊教育
学生番号 続柄 累 積 出欠 パターン 名前 特記事項
社会的保証 職業 前の学校 形式 平均 プ ログ ラム

Account 教育 出席 科目 日付 ク ラ スの席順 入学年次

番号 電話 住居街 口答 卒業年次
生年月日 住所 住居地区

性別 前住居地区 筆記 就職先

人種 登録資格 教育計画
MaritalStatui8 ホームルーム番 号 非常時連絡先
学歴 相談人 Siblings

住所 先生 サフグループの認証

電話番号 卒 業 コー ド 功績 保健法の完成

卒業年次 確認番号
名前 小児マヒの免疫

形式 救急療法
日付 運転者教育

読み方

数学
国語

社会科学
科学
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そ れ ぞれ の ア プ リケ ーシ ョンは ・ い ろいろ な会 社 、委員 会 ・学 区 で働 い て い る州 の ス タ

。フ・個人 的 にCEISと 関係 の あ る者 な どに よって・ 開発 され た。 どこで で も有 効 で、 多

くの学 区 で運 用 で きる シ ステ ムは 、 目下実際 の研究 を確 実に す る ため に・利 用 され てい る。

総 シス テ ムの 企 画 の中 に、 独 立 した ペ ース の操作 の アプ リケーシ ・ン(コ ン トロール も入

る)す る 可能 性 が入 っ てい る 間・ シ ステ ムの基 本 的 な性能 は ・全部 の プ ロセ ス の完全 性 に関

して、 ひ とつ のア プ リケ ーシ ・ン と他 の もの との相互 関係 の 中 に ある。

CEISが 、今 月 の よ うな財 産状 況 の学区 の・運 用 上 の諸 要求 に直 面 してい る問 、 その企

画 は計算 され たプ ログ ラ ムの枠 内 で処 理す る能 力 を もってい る。 これは 、 一度 プ ロ グ ラム認

識名 や分配 基 準 や評 価 方法 な どの基 本 的 定義 づけ が な され て、そ れが 学 区 に利 用 され るこ と

に よ って ・可 能 とな る。

同一性 の要 素 の多 くは ・生 徒 の 中 に 含 まれ て お り・ 業務 サ ブシ ステ ムは そ の レ ベル や内容

につ いて は 随意 で あ る。 デ ー ター は・ プ ログ ラムに関 して は・使 用者 の 自由 に確 認 され るか

も しれ ない し、 そ うで な いか も しれ な い。 プ ログ ラム の確 認 そ れ 自身 は・使 用者 に よって開

発 され る。

財 政 面 へ の アプ リケ ーシ ・ン で は、予 算 と実 際 は 、適切 な会 計組 織 に よって 同 一 と され る

だ ろ う。 こ れ らは・ コス ト計算 の た め の詳述 か ら小地 区 や 州 や連 邦 の 要求 の 要約 まで 一つ の
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経 済 社 会 学 的 特 性

貧困指標
未青年指標
転校指標

知能指数得点

家庭問題

標準以 下の過密 住宅

収 入

地方財 源
州財源
連邦財源
算 出され た資産価値

奨学 金

成 績

テス ト得点

読み方
綴 り方

数 字
国 語
表現法

支 出

地 方の場合
管 財
教 育
保 険

施設の維持 と運営
交通費
その他

地 区 特 性

生徒 と先生の割合

先生 の給料
教師100人 当りの職員
登録規模
組 織

大 きな地 区 に よ って求 め られ るか も しれ ない。

デ ー タ要 素 の定 義 と詳細 な資料 は ・CEISの どの部 分に とって も有 用 で ある。

これ らの タ イプ のサ ー ビス に加 え て ・ カ リフ ォル ニ アの学 区は ・又読 む こ と、数 学 、 科学

に おい てComputer-assistedinstruction(CAI)を 試 験 的 に用 い て

い る。多 くの学校 で は・ ま た・ 生徒 進路 の た めに ・デTタ 処 理 や情報 科学 を利 用 して い る
。

も う一つ の教 育デ ー タ 処 理 に つ い て述 べ ね ば な らない。CEISに 加 え て、州 の教 育 者

はCEIMS(CaIiforniaEducationInformation)の 開発 に も着 手 し

て いる。 教育 局 は・ 州 のそ れ ぞれ の学 校 か ら多 量の デ ー タ ーを受 け とっ てい る
。 そ れ らのデ

ータ ーは ・ 多 くの 目的 のた めに求 め られ る
。 た とえ ば、 それ らはstateGeneral

Fundか らの 財政援 助 の た め の計算 に利 用 され る。

それ らは ・ 州議 会 や連 邦政 府 の 両者 に ・ 専 門教 育 の実現 の 計画 と報告 の ため に も利 用 され

る。 そ れ らは ・入 口増 加 の傾 向 ・ 消費 のパ ター ン・教 師 のサ ラ リー、 学問 業 積 な どの分析 に

も利 用 され る。

す で に入手 で き る これ らの デ ー タ の 存 在 は 、 統 計技 術 の応用 のた め に需 要 と消 費 との 関

係 や、実 行 と成 積 との 関係 を 分析 す る機 会 を提供 す る。 第 一番 めの こ とに つい ての 分析 は、

目下進 行 中で ある。 皿一7図 には ・ そ の よ うな分析 に必 要 なデータ要 素 の種 類 が示されてい る
。
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第3章 所 見 と問題点

5-1デ ー タ ・ ベ ー ス と デ ー タ バ ン ク

これ ま で の諸 車 では 、 カ リ フォル ニア州 の様 々 な政 府 レベ ル に おけ るデ ー タ処 理 利用 につ い て

概観 して来 た 。特 に ある種 の機 能的 デ ータ ・ペ ース お よびデ ー タバ ンク の適 用 に注 目を寄せ た。

機 能 的デ ータ ・ベ ー ス とは 、 常時 接近 可能 な一群 の デ ー タ ・フ ァイル(デ ー タ ・ライ ブ ラ リィ)

の こ とで あ り・ 単 一 の主 要 な業務 と関連 を もつ数 多 くのサ ブシ ス テ ムに よって統合 され た形 で利

用 しうる もの で あ る。デ ータ ・バ ン ク とは・数 多 くの異 な る機 能 と係 るデ ー タ ・ライ プ ラ リイの

大 規 模 な プ ール で あ る。 これ は計 画立 案 も し くは 日常 業 務 目的 の た めに統 合 され た形 で利用 しう

る もの で あ り・ また業 務 とは独立 して存在 し うる もの で ある。 こ うした定 義 に よって考 え てみ る

と、機 能 的 デ ー タ ・ベ ース は多 くの方 面で現 実 の もの に な りつ つ あ るが 、真 の意 味 で のデ ータ ・

バ ン ク概 念 は依 然 と して大 方 は 開発 段 階に ある にす ぎない 。 計 画立 案 の 目的 の た めに現 行 デ ータ

(currentdata)を 大規 模 に提供 す る で あろ う統 合情 報 シ ステ ムの開発 は非 常 に複雑 な

プ ロセ スで ある。機 能 的デ 三 夕 ・ベ ース に必要 なシ ス テ ムの 開発 に は、 ともすれ ば3年 、5年

ある いは10年 もの 歳 月 を要 す る・ しか もそれ は真 の デ ー タ ・バ ン ク概 念 へ近 づ くた めの ほん の

一歩 にす ぎない の で あ る。

疑 い も な く・最 高 の技 術知 識・創 造 的想 像 力 ・ 管理 技 能 ・ それ に 多額 の 資 金 を長 期 に わ た って

投入 す る こ とが・ 効 率 的 なデ ータ ・バ ンク の開 発 の た めに 必要 とな ろ う。 カ リ フォル ニア 州 にお

け る経験 は・最 近 全 国 規 模 で行 なわれ た市 政府 の デ ー タ処 理 に関 す る調査 に よっ て裏 書 きさ れた。

しか しな が ら、 この調 査 結 果 は調 査解 答 を寄 せ た コン ピ ュータ利 用 を してい る市 政府 の6パ ーセ

ン トた らずが デ ー タバ ンク の開発 を試 み るか、 も し くは現 在 開 発 中 であ る ことを示 してい る。デ

ー タ ・バ ンクの技 術は 依 然 として まだ揺 らん期 に ある
、 すなわ ち、 機 能 的 デ ータ ・ベ ースの技 術の

方 が幾 分先 行 して い る。

真 のデ ータ ・バ ン ク を 目指 す最 も優 ぐれ た作 業 の い くつか が 、個 々にはEDP化 をす る余 裕 は

ない がtS互 い に協 力 して共 同EDPセ ンタ ー を運 用 して い る都 市 グル ー プか ら生 れ るか も知 れ な

い とい う指 摘 は 興 味 ある ことで あ る。例 え ば先 に述 べ たMunicipalDataSyst .em

(MDS)は2億3300万 バ イ トの デ ィ スク を備 え た第 三世 代 の コン ピ ュータ を も って運 営を

開始 し・14の 協力 都 市 に タイ ム ・シ ェア リング ・サ ー ビス を提供 す る こ とに な ってい る。 こ う

した サ ー ビス には通 常 の行 政 業務 や水道 や 廃 棄物 処 理 な どのサ ー ビス に 対す る請 求 書発 行 な どが

含 まれ る 。 また 同 シ ステ ム にはPPBS、 警 察 統 計 や即 時 の応 答 能力 を持 った 司法 情報 シ ステ ム、
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そ れ に数 文 字 の簡 単 なタ イ プ ライ タ ーに よる指 令に よ り接 近 す る ため の特 殊 なデ ータ検 索用 の シ

・一 トハ ン ド言 語 な どが 含 ま れ てい る。

MDSの 場 合 は ・ 自動 化 へ の第 一歩 と して大規 模 な機 能 を もった非 常 に高 度 な シス テ ムを計 画

す るこ とが可 能 で あ った。 何故 な ら現 に 運用 され て いる ため に転 換 した り、 交換 した りす る必要

が あ る 自動化 され た シ ステ ムが別 に なか ったか らで ある。 か な りの成果 を あげ てい る別 個 の 自動

化 シス テ ムが 既 に存 在 して い る場 合 に は 、 こ うした シス テ ムを よ り広範 な 目的 に役 立 つ よ うに改

造 す る際 の技 術的 ・財 政 的 ・そ して心 理的 も しくは 政治 的 な問 題 が、 デ ータ ・バ ン ク開発 の最 大

の 障害 な ので あ る。 情報 が既 に カー ドやテ ー プ・ デ ィ スク、 そ れ に大規 模 な記録 装置 に入れ られ

てい る とい う事 実 は ・現在 の技 術 を進 歩 させ る とい うよ りも ・む しろそ れ を阻 む傾 向 に ある
。

コ ン ピュ ータ とコン ピ ュー タを結 ぶ情報 伝達 ネ ソ トワ ーク を通 して行 なわ れ るオ ン ・ライ ン情

報 のた め の機 能 的 デ ータ ・ベ ース の 使用 の面 で の最 も重 要 な進 展 は・ 司法 分野 で達成 され た。 開

発 中 も し くは 計 画 中 の諸 システ ムが シ ステ ムに統 合 され る こ とに よ り・前科 や盗 難 財産 記録 、判

決 ・保 護観 察 ・ 禁 固 ・仮 釈放 に関 す る情報 な どが 入 手 で きる よ うに な るで あ ろ う。終 局 的 には広

範 な通 信 ネ 。 トワ ーク を通 して接近 可 能 な刑 事 司法 の全 ての 局 面を綱 耀 した デ ータバ ンク となる

で あ ろ う。 このデ ー タバ ン クは1箇 所 に設置 され た デ ー タ ・ライブ ラリィ の単 一 な プ ール とい う

よ りもむ しろ相互 に接続 され た機 能 的 デ ー タ ・ベ ー ス の形 を とる で あろ う。そ してそ の よ うなデ

ー タバ ン クは刑 事 司法 シ ステ ムの あ らゆ る レベ ル に おけ る計 画立 案 と意 思決定 のた め の情 報 の改

善 を もた らす で あ ろ う。 この終局 的 な デ ータバ ンク の様 々 な部 分の 開発作 業 は10年 も前 か ら開

始 され た 。 これ は デ ー タバ ンク とい う構想 が打 出 され る遙 か以 前 の ことで ある。そ してそ れは

1975年 以 前 に は完 成 しない で あろ う。

シ ミュ レーシ ・ン や長期 計 画 の た めの機 能 的 デ ー タ ・ベ ースの 使用 は他 の いか なる機 能 的 分野

に もま して運 輸計 画 の 分野 ・特 に ハ イ ウエイ計 画 に よっ て更 に 推進 され た 。

デ ータ ・ペ ース やデ ータ バ ンク の開 発が最 も活 発 に行 なわ れ て い るその他 の分野 は 、財 務 、福

祉 、保 健 、病 院 管 理 ・ 不動 産 情報 、土 地利 用 情 報 ・公 共事 業 それ に教育 の 各部 門 で ある 。 こうし

た部 門の い ずれ の もの も費 用効 果 分析 や代 替 決定 の シ ミュレー シ ・ン な どに使用 で きる ま での開

発段 階 に は達 して い ない 。

5--2デ ー タ処理 と政 府 間情 報 シ ステ ム

国家的ベースと同様に州規模の政府間EDPに 含まれる主要問題は次の様に要約される。

。・地方管轄機関がお互いに情報をすみやかにかつ経済的に交換することは州 と合衆国政府

間と同様に難か しいことである。
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。 方 法 と定 義 の 独 自性 の た め ・ しば しば情 報 が・ 信頼 で きな くな り・要 約 した り・評価 す

るの が困難 にな る。

。 同 一 の情 報請 求 を扱 うシ ステ ムの 不必 要 な重 複 が ある
。

。 矛盾 した不合 理 な情 報 請 求 が 左 され る と地 方 司法 機 関 に重 大 な反 響 を引 き起 こす
。

。 州 と地 方 政府 に よって調整 され 、統 一 され た開発 は 、関係 者 全 員 に とっ て・不 満 の種 と

な りやす い 。

こ う した問 題 の全 てに共 通 して い る点 は ・種 々 の レベル や タ イプ の政府 の管轄 問 の相 互作 用 で

あ る。 この一 つ の問題 は、 最 終 的 に解 決 せ ね ば な らない基本 的 事項 を意 味 してい る。

い くつか の 明確 な難 点 は 、

1調 整 され て お らず、重 複 した極 端 な報告 請求

各 郡 は ・isよ そ年 間1万 の リポ ー トを各 州機 関 に提供 す る と見 積 られ る。 そ の 多 くは 、

個 々の 分析 や作 表 を要す る特別 な調査 で ある。

2州 政府 指 導 の情 報 シ ス テ ム の開発vatsけ る調 整 の欠 如

郡 や市 政府 は効 率 的 か つ有 効 な情 報 の流 れ を確保 す るた め州 政 府 指 導 の シ ステ ム開発

に参 加 しなけ れ ば な ら ない 。

3州 規模 のデ ータ要 素 の定 義 と基 準 の欠如

基 準 もな く して・各 管 轄機 関 は ・他 の レベル に おけ るデ ータ の両立 性 を考慮 せ ず に ・

最 も必 要 と してい る ものは ・何 で も着 手 す るまたそ の こ とが 可能 なの で ある。

4統 一 した方 法 や基 準 を受 け 入 れ る こ とに対 す る地方 政 府 の 消極 性 ・因 襲 的 な地 方 自治

体 の 多 くの人 々 には ・情 報 伝 達 の ネ 。 トワ ーク や完成 した シ ス テ ムの提 言 は 、恐 畏 で あ

る らしい。

5技 術専 門家 の不足

多 くの地 方 政 府 は 、十 分 な数 の 分析家 や プ ログ ラマ ーシ ステ ム専 門家 を雇 った り・教

育 す るこ とが で きて い ない し又 ・請 負 い で行 な うコン サル タ ン ト会 社 を十 分評 価 す るこ

と もで きない の で あ る。

6知 識 、 シス テ ムそ して応 用 プ ログ ラムの 交流 に対 す る有効 な方 法 の欠 如

各 々の政府 は ・た とえ同 じ様 な基 本 的 操作 が多 くの所 に応 用 され い て も独 自の シ ステ

ム を"発 明"し なけ れ ば な らな い。(例 え ば 、MDSは た った一 つ の シ ス テ ムが 開発 し

た だけ で14も の異 な る都 市 にサ ー ビス を提供 してい る。

これ らは ・今 日政府 間デ ータ処 理 に おけ るい くつ か の もっと も重 要か つ 未 解 決 の問 題 で ある。

こ うした 問題 点 は ・経 験 の乏 しさ,シ ス テ ム設計 の貧 弱 ふ 出来合 い の ソ フ トウエア ーへ の過信 、
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機 械 の相異 ・資源 争 しぺ 地 方 政 治 の 複雑 性 ・任期 の短 か さ、そ して諸政 府 レベル 問 の相 互信 頼 の

欠 如 等 々が ・混 ざ りあ って生 じてい る。 そ う した問 題 の多 くは 、EDPと は無 関係 な所 に起 因 し

てい る。 しか し・ 有効 な情 報 シ ステ ムは こ う した 問題 点 を解 決 しあるいは ・最 小 限 にす る様 な調

整 、相 互理 解 そ して協 力 にか か ってい るの で あ る。政府 活 動 の多 くめ 分野 に おい て・ 適切 な リ

ーダ ー シ ・プ を与 え 、 この調 整 を行 う正 しい組 織 的方 法 や技 術は ま だ発 見 され てい ない ので ある。
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M.F.マ ク ドナ ル ド氏 の 報 告

報告 書(第1部 カ リフ ォル ニ ア州 の公 共 的 デ ー タバ ン ク とデ ータ処理)に つ い て コ メン トを 加

え て行 き、 そ の中 に現わ れ てい な い面 に考 察 を加 え るよ うに したい。

θ

、

へ

カ リ フ ォ ル ニ ア 州 の3つ の レ ベ ル の 政 府

第1章 の 目的 は、 カ リフ ォル ニ ア 州の情況 と州 内 の い ろい ろ な政 府階層(州 、 郡 、 市 な ど)の

間 に どの よ うな差異 が あ り、彼等 の ニ ーズ には どの よ うな開 きが ある かを示 すこ とに あ る。実 際

に人 口 とか経済 活動 の程 度 の違 い な どか ら彼等 の間 には 大 きな差異 が み られ る。

ま た、 は じめ の方 に出 てい る地図 で 図解 してい る よ うに、 い ろい ろ と境界 線の違 い もある。 標

準統計 区 域(StandardStatisticalArea)に は そ れ 自体 の境 界 線 が あ り、 州統

計区 域(StateStatisticaIArea)は また別 の境 界線 を持 って い る。更 に州 に は水

の問 題 や 水 資源供 給 目的 の ため に地 域計画 区 域 とい うの が設 定 され てい る。

こ う した区 域 に関 して多 くの問題 があ る。 各 区域 内 の計 画 を最 終的 に統 合 し、'州全 体 と してそ

の他 の 諸計 画 と総 括 して行 く上 で問題 が あ る訳 で あ る。 各 種 計画 が互 に調 和 し矛盾 な く運 営 で き

る よ うに したい の だが、 われ われ は未 だ こ う した 問題 を完 全 に解 決 した訳 ではな い
。

市 政 府 間に も大 き な開 きが あ り、 カ リフ ォル ニ ア 州 に は400以 上 の都 市 が あるが 、 ほ とん ど

の もの は非 常 に小 さ く、少 数 の もの は逆 に非 常 に大 きい。

最 後 に 、教 育 分野 だが 、 まず 中央 州教 育局(CentralStateDepartmentof

EdUcation)が 首都 サ ク ラメ ン トにあ り、 州内 の教 育 に関 す る責任 を負 ってい るが 、地 方の

学 校 の運 営 につ い ては 各地 方 が管 理 を して い る。 州 内 に は1,100以 上 の学 校 区 が あ り、 地方 学

校 区 には公 選 に ょる教 育委 員会(SchoolBoard)が あb、 そ の学校 区 内 に住 む 人 々が選

挙 に よ って教 育委 員 会へ 代 表 を送 り込 み、 教 育委 員 会 は、そ の学 校 区内 の教 育行 政 とそ の意 思決

定 に関 して責任 を負 い 、 州の教 育局 は教 育 に関 す る幅 広 い政 策 を設 け る こと に よ って地 方学 校 区

を援 助 す る とい う仕組 み にな ってい る。 しか し、 地 方学 校 区 に は区 内の学 校 運営 に 関 して か な り

広 範 な 自治 が許 さ れ てい る。 しか しな が ら、教 育補 助金 の お よそ半 分 は州 政 府 が出 してい るが
、

残 り半 分 が地 方 政 府 の財 産税 で賄 わ れ てい る こ とか ら学 校 区 の地方 運 営委 員会 は地 方 財 産税 の使

途 につ い て大 きな発 言権 を持 ってい る。

EDPに 関 す る行政 機関 連 絡委 員 会

第2章 では、この調査がどの ようにして行なわれたかを記述 しようと試みた。時間的また資金
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的 な制 約 が あったので独 自の 洲栓 体 に関 す る調 査 は到 底 で きない の で、 調査 が行 なわ れ るこ とを私

が知 りえた もの を利 用 す る こ とに させ ていた だい た。

本調 査 はttEDPに 関 す る行 政機 関連 絡 委 員会(Inter-GovernmentalBoard

onE.D・P・)"の 後 援 で行 な われ た もの で あ る。

この委 員 会 は 独特 の もの で、未 だ他 州 で州 政 府 の公 的 活動 の一 部 と して この よ うな委 員会 を設

け た こ とは ない 。

カ リフ ォル ニア 州 は数 年前 に 情報 の行 政機 関間 の移 転 が非 常に 大規 模 で あ り、そ して州 か ら地

方 の政 府 を網 羅 す るイン フ ォメ ー シ ・ン ・シス テ ム の 設計 と政策 決 定 の問題 に地 方 政 府 の人 々、

つ ま り、郡 、 市 そ れ に学校 区 などの人 々が発 言 したい と思 っ てい るこ とに 気 付 いた。

当時 われ わ れ は2つ の 問題 を抱 え てい た。 第1の 問題 は 州政 府 内 のい ろいろ な 部局 全体 の政 策

方針(PolicyDirection)が な い事 で あ り、 第2の 問 題 は諸 行 政機 関を結 ぶ適 当 なコ

ミュニ ケ ー シ ョンが な い とい うこ とで した。

そ こで1967年 にわ れ わ れは2つ の政策 委員 会 を設 置 した。1つ は州 デ ータ処 理政 策 委員 会

で あ り、 こ れは州 の主 要 な局 の長 官 た ら 例 え ば財 務長 官 、州 会 計監査入 、検 事局長 、財 務庁 出

納 局長 、 州務 長 官 とい った 人達 に、 そ れ に州知 事 の官 房 、 資 源長 官(Secretaryof

Resources)、 人 間関係 長 官(SecretaryofHumanRelations)、

ビジ ネスtsよ び交 通 長官(SecretaryofBusiness&Transportation)、

農 業tsよ び サ ー ビス長 官(SecretaryofAgriculture&Services)な どと

い っ た人達 か ら成 って い る。

そ の他 に も う1つEDPに 関 す る行 政機 関 連絡 委員 会(Inter-Governmental

BoardonElectronicDataProcessing)を 結 成 した。

このttEDpva関 す る諸 行 政機 関連 絡委員 会"(以 後IGBと 呼 ぶ)は 州 知 事官 房 の4人 の長

官 を代 表 す る4人 の州政 府職員 、 郡 政 府代表 の3人 、 市 政 府か らの3人 、教 育分 野 か らの3人 、

それ に極 く最 近 に な っ て検事 総長 の代 理 と して司法 執 行 分 野 の職 員1人 を加 え た ものか ら成 っ て

'
い る。

さ て、 このIGBの 責任 は報告 書の 付録の1に 指 定 され てい る が、 州議 会 が先 ず政 策 を確 立 し、

次 にIGBを 設置 し、 そ してそ の責任 分担 を 決定 した。

IGBの 設 置 は大 変 よい ア イデ ア で、 これ に よ って政 府各階 層 間 の情 報交 換 が促 進 した。 しか

しIGBは 強 い権 限 を持 っ てい ない、 それ 自体 は イ ンフ ォメ ー シ.ン ・シス テ ム を開発 す る責任

を負 わず 、 忠 告 した り指 導 した りす る 責任 が あ る のみ で 、 コ ン トロール した り認可 す る権 限 がな

い ため、 委員 会 が望 む とこ ろ を全 て実 現 す る
,まで には 到 ってい ない。 しか し、 わ れ われ は 実験 に
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協 力 し協 同作業 して おり、 そ れ に プ ラ イバ シ ーの保 護、 コン ピェ一夕情 報 の安全 、 標 準化 の必要

性 、 州 の要 請 を満 たす 上 で 地方 政府 が抱 え る諸 問題 等、 地方政 府 レベル の意 見 に対 す る州 レベル

の議会 や 州知 事 の注意 を換 起 した点 で大 い に業 績 を あげ た。 こ う した観 点 にた ってIGBは 州政

府 お よび 州 内の地 方 諸 政府 で どの よ うな システ ム が運用 され て お り、 どの ような種 類 の機 器 を用

い て、.ど の よ うな種 類のデ ー タ ・ベ ース が機 能 を発 揮 してい て、 更 に将 来の 計画 が ど うな ってい

るか を見極 め るた め に上 述 の調 査 を 行 な った の で ある。

IGBは1か 所 で成功 した経 験 を 他 所 で生 か す こ とを願 う立場 に あ る。 つ ま り俗 にい う"車 の

再 発 明 をす る手 間 を避 け る"こ とが 目的 で ある。 そ して あ る組 織が 学ん だ教 訓 を他 所 へ 適用 し、

知 識 を他所 へ移 す こ とがで きる な ら同 じ問題 に つい て再 び 費用 を出す ことが 避 け られ よ うとい う

訳 で あ り、IGBは 本調 査 に よって 各所 で何 が行 なわ れ てい るか を調べ 、他 所 にそ の結 果 を発 表

して他 の機 関で の利用 を計 った ので あ る。

IGBの 技術委 員 会 はイ ンフ ォメ ーシ ・ン ・シ ステ ム の ガ イ ドライ ンの マニ ュア ル を確立 した。

全 ての組織 で これ を実 施せ よ といっ た意 味 で め標 準 では な く、 これ はあ くま でガ イ ドで あるが 、

もしこれ が 各行 政 機関 で順 守 され るな らば、や が ては互 に情 報 の交 換 が で きる よ うに な るで あ ろ

う し、 情報 の様 式 も統 一 され た もの に な るか ら他 の組織 が利 用す る『こ とも可 能 に な る で あろ う。

.こう した こ とが われ われ が最 も重 要 な問題 と して考え て い る もの の ひ とつで あ る。

市や 郡 や学 校 区 な ど の区域 との関 連 か ら、 ま た こ う した機 関 の多 ぐが 自分 達 で コ ン ピュー タ を

買 い、 そ の 設置 を別 個 に始 めた た め に、 彼等 の システ ムは他 の もの とは独立 した個 別 の もの とな

り、 また独 自の シス テ ムを持 った た め に大 き な投下 資本 を必要 とす る結果 を ま ねい た の で あ る。

さて、州 の レベ ル か ら例 え ば誰 れ かが来 て、"も しデ ータの記録 の仕方 の標 準化 を し、 コボ ル

・プ ログ ラ ミン グの標 準 を設 け るな ど
、 こ う した行 政単 位 間 の情報 の流れ を容 易 に す る ために 標

準 化 を進 め た ら、み ん な の役 に立 つ の では なか ろ うか"と 持 ちか け た と した ら、誰 れ もが"そ れ

は素 晴 ら しい 考 え だ。 しか し私 は 自 分の シ ステ ム に既に莫 大 な投 資 を し、 シス テ ムは私 が欲 す る

ことは何 ん で もや っ て くれ る し・ 私 の 目的 に は結構 役 立 って い ますか ら、 今 更 シス テ ム を変 え る

気 はあ りません"と 答 え るに違 いな い。 これ は 非常 に困難 か つ重 大 な問 題 で ある。

私は この 報告 書 の何 処 かで述 べ てい る と思 うが 、 ある組 織 はそれ 自体 非 常にダ イ ナ ミ ック で あ

り前向 きなの であ るが 、そ の こ とが 次 の飛躍 の 妨げ にな っ てい る こ とが あ る。 何故 な ら莫 大 な投

資 を した以 上 、元 を と らねば な らない ので 、 あ る程 度 の減価 消却 がす む まで は われ われ の提案 を

のん で大 きな変 更 をシス テ ムに加 え 、 プ ログ ラム を修 正 した り機 器 を取 り換 え た り した が らな い

か らで あ る。

そ こで行 政機 関各 階 層 間 の情 報 の流 れが どの程 度 必要 に な るか を考 え た上 、情 報 交 換 の標 準 化
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を かな り早 い段階 で行 な い、 設 定 され た標 準 に従 って地方 政 府 に シス テ ム を作 らせれ ば 、 われ わ

れ が抱 えて い るこの 重 大 な問題 を回 避す るこ とがで き よ う。

われ われ のIGBは こ う した 協力 と統 合 を奨 励 す る立 場 に あ るの だが 、真 の権 限 な くしては こ

うした方 向に 前進 す る の は なか なか 難 しい。

カ リ フ ォ ル ニ ア 州 政 府 の デ ー タ 処 理 の 調 査

調 査 の 方法 論 につい て は報告 書 の 中で述 べ た。 この作 業概 要 は判 りやす いの で説 明 の要 は ない

と思 う。

調査 受託 会社 は主 と して調 査 表 の ア プ ロ ーチ を とり、 多 くの場合 、 個 人面 接 に よって補足 した。

また この調 査 の 途 中 で調 査 力点 の変 更 が行 なわれ 、 当初 調査 は開発 ・運 用 され てい るシ ステ ムの

在 庫調 べ の た め に開 始 され た が、 途中 でIGBは シ ステ ムの詳 細 やデ ータ ・ペ ース の 仕様な どか

ら問題 分 野 を明 らか に す る ことにせ よとい う調 査方 針 を打 ち だ した 。

とに か く、 この章 に は 、 日本 の県 に相 当す る郡 に おけ るデ ータ ・ベ ース の用 途 につ いて の解 答

が載 っ てい る。

第1に 人 口が多 い 郡 はデ ー タ処 理予 算 も大 きい こ とが判 る。 そ して予 算 の大 きい郡 は 一般 的 に

い って 自動 化 さ れ たデ ー タ ・ベ ース を 目指 して前進 して い る。

業務 の多 くは 司法 執 行 の分野 の もの で あ り、 そ の次 が 病院管 理 計画 の分 野 で あ る。病 院管 理 の

デ ータ ・ベ ース の 実 現 に関 心 が 持 た れて い る理 由 の1つ は 病 院 自体 が か な り閉鎖 的 とい うか 限定

され た 分野 で あ り業務 の反 復 率 が高 い もの で あ る。 また病 院 の費用 は 管 理が 困難 で しか も重 要 だ

か らで あ る。 ア メ リカ では病 院 の経 費 が急 激 に増加 しつ つ あ るの で病院 管 理 の向上 に大 きな関 心

が払 わ れて お り、ロ ッキ ー ド社 を含 め て幾 つか の 会社 が 病 院 デ ータ ・ベ ー スの運用 シ ステ ムの 開

発 に力 を入 れ て来 た。 また郡 立病 院 州 立 病 院 そ れ に私 立 病 院 で もデ ータ ・ベ ース の開 発 に 関心

が もた れ てい る。

そ れ か ら報告 書 で判 るよ うに、会 計や 予算 な どの財務 分野 で もある程 度 の作業 が行 な わ れて い

る。 そ れに して も、 こ こに出 てい る よ うわ ず か4っ の運用 分 野 、 つま り司 法執 行 、計画 立 案、 病

院 そ の他 の分野 しか開 発 が進 ん で お らず 、他 の 多 くの政 府活動 の分 野 に はあ ま り着 手 され ていな

ho

都市 の場 合 には も っ と遅 れ てい て、 司法 分野 に大 きな力 が入 られてい るが 、他 は大 した ことは

な い。 司法 や財務 分野 が 最 も注 目され てい る。 財務 分野 が 何故 進ん で い るか とい う と、 私 の感 じ

で は、 財務 分野 の人 々は 日頃会 計や 予 算 の業務 に従 事 してい るの で数 字 に 慣 れて お り、 こ う した

方 法 で 情報 を得 る価値 が判 る と同 時 に コ ン ピュ ータ ・シ ステ ムか ら情 報 を得 る こ とに抵 抗 を感 じ
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な いか らだ と思 う。 司法 分 野 に力 が置 か れ てい る主 な理 由は2つ ある。 ひと つは連 邦政 府 が 司法

分 野 に は非常 に大 き な資 金 援助 を 行 な い犯 罪 防止 のた め に出来 る限 りの シス テ ムの改 善 を計 って

い る こ とで あ り、 も うひ とつ の理 由 は ニ ーズ が明 らか な ことで ある。 市 な どの地 方地 域 社会 に住

む人 々 が 問題 を よ く認 識 して お り、 この分 野 の 改善 を支 持 してい るこ とに よる

表ll-3(市 のgン ピ ュ一夕所 有情況)も 人員 と予算 そ れにEDP開 発 の関連 を示 した もの で

あ る。

戸

㎡

犯 罪 情 報 通 信 シ ス テ ム

さ て、 表 皿 一4(自 動 犯 罪情報 通 信シ ス テ ム)は 付録Cを ま とめた もの で、 付録Cは カ リフ ォ

ル ニ ア の犯罪 司法(CriminerJustice)と 司法 情報 通 信 に関 す る数 多 くの シ ステ ム を

示 す もの で あ る。 こり表 は どの よ うに して これ らシ ス テ ムが 、全 国 的 な連 邦 シス テ ムか ら地 方 レ

ベル に ま で関 連 付け られ てい る か を示 す た め の もので あ る。 私 が知 る限 りで は連邦 か ら地 方 レベ

ル ま でオ ン ・ラ イ ンで動 い て い る のは司 法 シス テム だけ で あ る。 政府関 係 の業務 範囲 で は司 法 関

係 の情 報 交 換 機能 は断然 他 を引 き離 して進 んで い る。

◆

へ

土 地 利 用 情 報 シ ス テ ム

つ い でに も う1つ 事 例 に つい て ふ れ てk・こ う。 数 年前 に カ リフ ォルニ ア州政府 は い ろ いろ な 政

府 レベ ル で保 管 され て い る土地 利用 に関 す る情報 に つい て の研 究 を行 な った ことが あるが、 これ

はTRWシ ス テ ムズ社 に よって行 な われ た非 常 に包 括的 な 研究 で あ った。 非常 に広 範 な調 査 と質

問 書 に よる調 査が 実 施 され たが 、 私 の記 憶 では こ れは た しか い ろい ろな土地 利 用面 に関 す る基本

的情 報800種 に 関 す る もので 、州 政 府 とか郡 の 査定 人事務 所、市 の記録 、民 間 部 門 では ロ ーン

会 社 の 資料 、銀 行 とか不 動産 会社 な ど異 な る場 所 で保 管 され て い る資料 と、 そ の運用 シス テ ム ま

で含 む もの であ った。

州 の 目的は 統 合 情報 シス テ ムの確 立 が可能 か どうか を調 査 す るこ とに あ り、 この シス テム は標

準 デ ー タ ・エレ メ ン トで構 成 され 、 土地 利用 に 関す る情報 、特 に土 地利用 パ タ ー ンの変 化 に関 す

る情 報 を 、 よ り『よい計 画立 案 の た め に政 府 ・民 間の各 部門 間 に交 換 可能 にす る ため の もの で あ っ

た。

われ われ は技術 的 に は 実現 可能 で あ るが政 治的 に不 可能 な こ とを 知 った。政 治的 とい うの は 人

々に は未 だ こ う した企 画 に協 力 す る までに 心 の準 備 が で きてい なか った とい うこ とで あ る。 司法

執 行 シス テム の場 合 に は現 実 に脅 威 が存在 してい た ので 多大 な協 力が得 られ、地 方 の 司法 執 行機

関 はす ぐさま これ ま での記 録 方法 を棄 て て何 ん の抵 抗 もな く勧 告 された シス テ ムに変 換 で きた の
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だ った が、 土 地利 用情 報 の場 合は 事 情 が全 く違 って い て郡 の土 地 査定 人は彼 等 の シス テ ム につ い

て郡 の監 督 者 へ も報告 しよ うとせ ず 、郡 の財務 音脹 と情 報 を交 換 しよ うと さえ もしない とい う全

く別 の世 界 な ので あ る三 ・

一 般的 にい って、 われ われ が抱 え てい る情 報 交換 に 関す る問題 は技 術的 には さほ ど深 刻 では な

い が、変 化 や 情報 交換 に対 す る人 々の抵 抗 の方 が 遙 か に重 大 な政 治的 問題 で あ る。

図H-2(連 邦 一 州 一 地 方 デ ー タネ ッ トワ ー ク)の 図 解 は現 実 に存 在 す る シス テ ムの もの

では な く、 シ ス テ ムの可 能 性 と警 察 とか 司法 執行 部 門 でか な りの程 度 まで実 施 してい る シス テ ム

を 示 した もの で あ る。

自動 車 情 報 シ ス テ ム

カ リフ ォル ニア 自動 車 局 のシ ス テ ム につ い て説明 する と、 この シス テ ムは運転 免 許 と 自動 車 登

録 に関 す る完 全 に 自動 化 されたデ ータ ・ベ ース を有 してい る。 この フ ァイル には単 純 な運 転 免 許

証 に関 す る情 報以 外 の ものが含 まれ てい る。例 え ば この システ ム に質 問 を 出 して運 転 免許 証 シス

テ ム か ら次 の よ うな運 転 者 に関 す る情報 を要 求 す る ことが で きる。 す なわ ち、 運転 者識 別情 報 、

自動車 運転 上 の特 典 、 彼 の法 的 履歴 、 つ ま り、 罰を 受 け た記録 と召 換 状 を何 回 無視 した とか、 事

故記 録 そ の他 の特 記事 項 な どで あ り、 これ らの情 報 を組 み 合 せ た もの を取 り出す こ とが で きる。

前歴 の抄録(AbstractofConviction)に は違反 とそ の 日 付、判 決 とそ の 日 付、違

反 項 目、 法廷 の識 別 な どが の って お り、 こ う した運 転 者 に関 す る 自動 車 局 の 記録 は一般 の人 々が

考 えてい る もの より遙 か に完 壁 な もの で あ る。 こ う した記 録 は法 廷 で利 用 す る ことが で き、 そ こ

で 多 くの逮 捕歴 を もつ乱 暴 運転 、不 注 意運 転 、 酔 っぱ らい運転 な どの常 習者 の 記録 を判 事 に提供

して判 決 に資 す る こ とが考 慮 され てい る。 法 廷 に は現在 の と こ ろ端 末機 が まだ ない の で オン ・ラ

イ ン ・ベ ー ス で の利用 は され てい ない が 、 沢山 の端 末機 を この シス テ ム に っな いで 数秒 間 で こう

した情 報 を検 索す るこ とが 可能 で あ る。 これはRCAに ょって設 計 さ れた マ グ ネテ ィ ック ・カ ー

ド使用 のマ ス ・ス トレ ッジを使用 してい て、 全 シス テ ム で7,000万 キ ャ ラク タの情 報 を収 容 で

き る。

州 ・郡 政 府 間 の 情 報 シ ス テ ム

図 皿一3(州 と地方 政 府間 の情報 フ ローの量)は ロ ッキ ー ド社 に よ って画 かれ た もの で情 報 の

流 れ の複雑 性 の 一端 を示 す もの で あ る。

そ の後 の数 ペ ー ジにっ い ては あま り詳 細 な説 明 をす るつ も りは ない が、 これ らはlnter-

GovernmentalInformationreguirementを 示唆す る もの で、地 方 レベ ル

ー80－

q

い

♪



P

句

◆

へ

で発 生 した情 報が 州政府 レベル へ上 が って 行 きそ こで い ろい ろ な 目的 のた め に保管 さ れ る ことを

示 した もので あ る。 これ らは必 ず し もオ ン ・ライン で はな いが、 全 部 が全 部 州 レベ ル で処 理 され

て い る ものば か りで ある。

第3節 の郡 政府vak・け るEDPで は 、郡 に おけ る施 設 の大 きさ 、CPUの サ イズ 、 デ ータ 処理

予 算 と、 デ ータ処理 を行 な ってい る業 務 分 野 を示 す もの であ る。 ご覧 の よ う に会 計 とか 評価 とか

会 計部 門 の ア ブ リケ ーシ 。ン と司法 執 行 に用い られ る ものが一 番 先 に手 掛 け られ る分 野 で あ る。

社 会 福 祉 の分 野 では、2つ の郡 が社 会保 障の 自動支 払 シス テ ムを開 発 してい る。 これ は社 会保

障 を受け る資格 の有 無 を審査 し、 っ い で 自動 シス テ ムが支 払額 を決 定 し、小 切手 の作成 か らそ の

送 付ま で行 な う。1つ の郡 で この シス テ ムに使 ってい るデ ータ ・ベ ース の詳 細 を手 に入 れ る こ と

が で きる。 つ ま り、 デ ータ ・エ レ メ ジ トとシ ステ ム機 能 の概要 を示 す。

最 も遅れ てい る分 野 は、 公 共 事業 と か地 方検 事 事 務所 とか 郡 の行 政 事務所 、 郡議 会 な どが そ れ

で、 この分 野 で のEDP化 が最 も遅 れ てい る。

技 術 的要 素がEDPシ ス テ ムの 開 発 を 脅かす こ とがあ る。 技術 の 新 し さか ら、 つ ま り、 技 術 の

進歩 が あま りに も早 い ので人 々が 不安 に思 い 、今 実施 したな ら1年 後 に は もう時 代 遅れ にな るの

で は ない か と考 えが ち で、 い っそ の こ と今 ま で通 りに ゃ って行 って技 術 進歩 が落着 き、 これ な ら

とい う 自信 が持 て る よ うに なっ た ら導 入 しよ うと考 え る人達 が い るが 、 これ では 何 もやれ な い。

困 った ことには 技 術進 歩 は 止ま る と ころ を知 ら ない ので、 適 当 な と ころで覚 悟 を決 めて バス に 飛

乗 らね ば な らな い。(笑)

もう1つ 注 意 しなけ れば ならな い ことは ソ フFウ エ ア業 者 に よる ソフ トウエ ア の 能 力 につい て

の誇 張 で ある。 これ はい くら強調 し て も強調 しす ぎる こ とは ない。

私 個人 の経 験 で も ある し、 あ らゆ る調査 関 係 者 が経験 してい る とこ ろであ るが、 コ ン ピ ュー タ

・メ ー カ ーや ソフ トウ エア 会社 の人 達 が彼 等 の ソフ トウ エア ・プ ログラ ムやパ 。ケ ー ジの能 力 に

つい て言 うこ とを うのみ に しない ように 、 よほ ど用 心 しなけれ ば な らない。

殊 に契 約 の 際 に慎 重 を期 さね ば な らな い。契 約 条 項 、条件 、 罰則 な どを き ちん と規 定 して、彼

等 の計 画 に つい て法 律的 責任 を課 す よ うに しなけれ ば な らな いので あ る。

例 え ば{予 算 デ ー タ ・シ ス テ ムの 開発 の際 に(こ れ は 私が プログ ラ ム ・デ ィレク タ ーを してい

るシス テ ム開発 で あるが)、 われ われ はデ ー タ管 理 のた めの特 殊 なソ フ トウ エア ・プ ログ ラム の

デ ー タ ・マネ ジメ ン ト能力 を使用 し よ うと計 画 した。 われわ れ はダ イ ナ ミ 。ク なデ ー タ管 理能 力

を備 え て 、何 時 で も 自由 フ ァイル を追 加 し、 記録 や ファ イル ・オ ーガ ニゼ イ シ ・ン も 自由 に変 え

られ る よ うな ものに したい と考 えた。 つ ま り完 全 なデ ー タ ・マ ネジ メン ト能 力 を得 よ う・と したの

で ある。

-81一



私 が知 って い る限 りで、 そ うい う よ うなプ ロ,グラムが あっ た。 そ れ はDATALANGUAGE

1と 呼 ばれ る もの で あ った。.予 算 シス テ ムの開 発 の ため に われ われ は非 常 に有能 な コンサ ル テ ィ

ング会 社 と契 約 を結 ん だが 、 彼等はDL1を 用 い る ことに ょっ て希望 通 りの デ ータ管 理 能力 が 得

られ る と推 薦 した。 彼 等 の 忠告 を信頼 してい たのだが、実 際 に使 用す る段 に な ってDLIの1種 で

権 利無 効 状態(PublicDomain)に な ってい る もの が あ る ことが判 った。 これ はIBM

か ら入 手 で きるが、IBMに よって サ ポ ー トされ てtsら ず 、 も し事 故が起 こ った らわれ わ れ が 自

分達 の手 で ど こが 悪 い か 診断 しな けれ ば な らぬ と い うもの だ った。

もう1つ 別 のDL1の 変 種 があ った。 これ は ノ ース ア メ リカン社 の もので 自家用 に改 良 し使 用

して い る もので あ った。 この こ とを発 見 して ノ ース ア メ リヵン社 と交 渉 した が、売って くれ るだ け

では な く人 を寄 こ して 設置 を手 伝 って くれ るとの こ とだ炎 値 段 が10万 ドル とい うの で 折合 わず 、

結 局 われ われ は 中間 的 処 置 と して よ り小 さ な デ ータ ・マ ネ ジメ ン ト ・シス テ ムで我 慢 しな くて は

な らな か ったが、 この 間6か 月 とい う期 間 を無 駄 に して しま っ た。

要 は専 門家 で あ るコ ンサ ル テ ィ ング 会 社の勧 告 に基 づい て こ うい うこ とが 出来 る筈 だ とい う こ

とで始 めだ の に、 実 行段 階 に な って駄 目に な って しま った とい うこ と である。

ソフ トウエ アの 問題 に関 す る も う1つ の例 は、 カ リフ ォル ニ ア 司法執 行 通信 シス テ ム(CLE

TS)の 開発 の際 に、 基 本 的 な機 器 の契 約 を得 たRCAが これ に用い られ る ソ フ トウエ ア の開 発

に 当 っ た。RCAは サ ブコ ン トラ ク タ ー と してINFORMATIC社 を採 用 し、 ソフ トウエア 会

社 の 同社 に プ ログ ラ ミング を依 頼 した。 イ ンフ ォマテ ィック 社 は有能 な人 材 を抱 え た優 秀 な ソフ

トウエ ア会社 なの だが 、 必要 な プ ログ ラム開 発 設計 に対す る十 分か つ効 果 的 な マネ ジメ ン ト ・コ

ン トロ ール に欠 け る と ころ が あ った の で、1年で計 画 実施 とか運 用 段階 を終了 す る筈 で あ った の に、

プ ログ ラ ミン グに掛 って か ら9か 月位 い して か ら、 とて も予 定 期 日ま で には仕 上 がbそ うに ない

こ とが決 定的 に な った。9か 月の 時点 でイ ン フ ォマ テ ィク は予定 よ り6か 月以 上 も遅れ てい たの

であ る。

さて この計 画 の場 合 、 われ わ れ は期 限 に間 に合 わ なか っ た時 の損 失 に対 す る補償 項 目 を契 約 に

入 れ て あ っ、た が、 この 補償 項 目(ClaUSefordamage)は 大 した金額 で は なか っ た が

契 約 にの ってい たの で 遅 れ た場 合 には 支払 を停 止 す るばか りか 逆 に賠 償金 を 支払 わね ば な らない

ことに な ってい た。結 果 と して われ われ は損 害 を補 填 し、 スケ ジ ュ ール をや り直 し、 実 施 を6か

月延 期せ ね ば な らな か った し、そ の上RCAと イ ンフ ォマチ ック社 は期 日に間 合せ るた め に契 約

を上 ま わ る余 分 な 金 を 支 払 わ ね ば な らな くな った。 この 作 業 を遂 行 す るた め に何 が 必要 か に

つい て の 見積 りが甘 か った た め で あ る。

熱 まみな さん方 が 自分 で シス テ ム設 計 を し、 プ ログ ラ ミ ング な どをす るな らば ともか く、 外 部
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噛、

の会 社 にや らせ る場 合 には 別 に人 の 悪 口を い うつ もりは ないが、 し っか りした契約 を作 成 しい お

か ね ば な らな ぬ とい うこ とだ。 何故 な ら、 この分 野 では 人 々は善 意 の間違 え を犯 か す こ とが ある

が、 こ う した間違 え に 対 して 自分 自身 を 守 らね ば な らな い か らだ。

建 設業 な どの場 合 に は賠 償 責任 の項 目 を設 け るの が慣習 に な って い るが、 コン ピ ュ ータ分 野 で

弁 償責任 の契 約 条項 を設け た の は カ リフ ォル ニ ア州政 府 が 初め てで ある。

時 々会 社が われ われ の と ころへ や っ て来 て、 あ なた はこれ がで きる とか あ れが で きる、 こ うし

た らど うか 、 私達 を 庸 って くれ れば や っ て あげ るが な どを勧誘 に来 るが、本 当 は彼 等 は"こ れ は

既 に行 な われ てい る。 私 は未 だや っ た こ とは な いが、 私 にゃ らせ てみて 呉 れ ないか"と い うべ き

で あ る。 ど うもコ ン ピュー タ分 野 で は誰 れか が や った こ とは容 易 に で きる もの と思 い こむ よ うな

風習 が あるが 、 実 際 にゃ ってみ る とそ うは行 か ない こ とが 多い よ うだ。

もちろん経 験 の ある人 の数 は限 りが あ る し、デ ー タ転換 や人 力 の速 度に は 限界 が ある。 例 えば

自動車 登録 とか運 転免 許 証 の シス テ ムな どの場 合 は 、手 書 きの記 録 を電 子 制御 様式 に転換 す るの

にカ リフ ォル ニア 州 は4年 の歳 月 を要 した。殊 に2つ の システ ム を運 用 して行 く、 つま り あるも

の はフ ァイル の引 出 に未 だ残 って い る とい った 具 合 に2つ の シ ス テ ムを平行 して行 くの は非 常 に

困難 な ことで あっ た 。デ ータ転 換 は 綿密 な計画 とス ケ ジュ ール とをたて た 上 で慎重 に行 な わね ば

な らない。

カ リフ ォル ニア 州 に ある 多 くの 都市 は人 口が少 な く、 大規 模 なEDPの 利用 も行 な ってい な い。

自分 達 のコ ン ピ ュー タを持 ってい な い 都 市は計 算 セ ン タ ー(ServiceBureau)を 利 用 し

てい る。

MDS(MunicipalDataSystem)とPADS(Public'AgencyData

System)に つ い て述 べ て い るが 、 これ らは2つ の 協 力事業 で あ り、大 変 興 味 ある実 験 だ と思

う。 い くつか の小 さな都 市 が集 ま って合併 事 業 を しよ うとい うもの で、 これ は共 同 の コ ン ピュ ー

タ ・シ ステム とデ ータ ・ベ ース を作 るこ とを 目的 としてい る。 もちろん共 同 のデ ータ ・ペ ース と

い って も個 々の市 町村 の記録 は別 個 に記 録 され るの で あ って、 こ う した努 力 に よって個 々 には ゴ

ン ピュー タ ・シス テ ム を持 て な い よ うな小 さ な 自治体 が シ ステ ム を持 て る よ うにな る とい う訳 で、

これ ら2つ の実験 の進展 は 注 目に 価 い し よう。MDSの 方 がそ の計画 や実施vatsい て も う1つ の

実 験 よ りも遙 かに進 ん でい る。

学 校 区 情 報 シ ス テ ム

学 校区 で利用 さ れ て い るシ ス テム につい て述 べ よう。 カ リフ ォル ニ アの学 校 区 で は い くつか の

努 力 が行 なわ れ てい る。 その面 で報 告様 式 の統 一 が要 求 され る ように な ってい る。 州 の教 育局 に
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は州としての学校区運営計画を各学校区に割り当てる責任があるが、あまり報告書の様式が複雑
'

なため 一 実 際 この様 式 が判 ってい る人 は州 政 府内 で も2～3人 しかい な い位 いだ(笑)一 こ

れ らの様 式 を廃止 して新 しい簡単 な もの を作 る必要 が あ る と考 え てい る。 何 故 そ の よ うに複 雑 か

とい うと州議 会 が毎 年 の ように法案 を提 出 し修正 す るの で修 正 の 上 に修 正 が重な って読 ん で も判

らな い位 い だ。 州教 育局 は予 算 を握 ってい る ので 相当 の力 を持 って おるの で、 州教 育局 は地方 か

らの報 告 書 の報 告 事項 の 変 更 を行 な う。 そ して同局 はCEIMS(CaIiforniaEduca-

tionManagementSyStem)デ ータ ・べrス と呼ば れ る記 録 の蓄積 を この数 年 に渡

って行 な って来 てい る。 こ の種 のデ ータ ・ベ ース の要 素 とどの よ うな種 類 の情報 が入 って い るか ・

を述 べ た。 私 は個 人 的 に このデ ータ ・ベ ー ス よ り、 情報 を用 い て仕事 を してい る。昨 年 か ら州 財

務局 は 州 内 の公 共教 育 シ ステ ム の研 究 を行 なって い る。 これ は学 校 教 育 の現 状 を把握 ・評価 し、

そ して ど の よ うな要 素 が実 質 的 な機 能 の違 い を教 育分 野 に もた らす か を見 出そ うと してい るの で

ある。 つ ま り社会経 済 的特 性 す な わ ち、 学生 が教 育 課程 に何 を もた らす か 、彼 が 貧 困家 庭 の 出身

か?彼 が ア メ リカ で困難 に直 面 してい る少数 民族 社 会 、例 え ば メキ シ コ系 の子 弟 か?(時 に は

ア ジア系 の 人 々 も困難 に 直 面す る こ ともあ る)、 彼の家 庭 は ど うか 、 離婚 家庭 の子 弟 か?住 居

は ど うか?文 化的 背景 は ど うか?な どの情 報 を得 た上 で、 彼 の行 ってい る特 定 の学校 へ提 供

し うる資 源 の状況 を調 べ る(こ れ は学校 区 に よって貧 富 の差 が ある か ら)。 そ れ か ら各 学 校 で実

施 さ れて い る標 準学 力テ ス トの成績 も ある。,

㍉ そ
の他 実 際 に学校 区が どの 位 い の予 算 を何 に用 いてい る かの記 録 もあ る。

われ われが や ろ うと して い る こと は こ う した諸 要素 の 関連 分析 を行 な い、 何 が 高 い機能 を発 揮

す る のか 、 そ してそ れ らの関 連 は どの よ うな ものか を見 出す こ とで あ る。

もう数 年 に わた って この よ うなデ ータ ・ベ ース の作 成 を行 な っ てい るが完 成 まで に は もう数 年

を要 す るであ ろ う。

Φ

デ ー タ ・バ ン ク に 対 す る 所 見

第3章 で は、 カ リフ ォルニ ア州 に おけ る こう した活動 の現 状 に つい て所 見 をの べ てみ た。 そ し

てデ ータ ・バンク とデ ー タ ・ベ ース の違 いや 統合 情報 シス テ ム との違 い につ い て述 べ た。

最 高 の技 術知 識 の投 入 と、創造 的 想像力 、管 理 能 力(managementskil1)、 巨額 の

資金 が効 果 的 なデ ータ ・バ ン クの運 用 には必 要 で あ る。 中途 半端 な こ とをや っ て失敗 し、人 々を

失望 させ る ぐらい な ら着 手 しな い方 が ま しだ と思 う。 こ う した分 野 は1つ1っ 重要 な もの で あ り・

何 が可能 であ るかに つい ての技術 的知 識 、新 しい ことを試 み た り同 じこ とを異 な る方 法 で試 み た

りす る創造 的想像 力 、全 計 画 の スケ ジ ュール をた て管 理 し、 期 限 と予 算 内 に納 め、 困難 な意思決
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定 を行 な う管 理能 力 が な くては な らない。

困 難 な意 思決 定 とは 、 あ らゆ るシス テ ム開発 はあ る時点 に お い て、次 か ら次 へ と 出て来 るア イ

デ ア を押 え て、一 定 の構 想 の下 に期 日内 の完 成 をめ ざ.して 作業 を進 め る とい う決 定 を しなければ'

な らな くな る。 これ を"設 計 の凍 結"と 呼 ん で いるが 、 これ は マネ ジ ャーが時 間 と予 算 を考慮 に

.入れ て断 呼 として行 な わね ば な らな い。

また、 経 費 の こ とで あ るが 、大 規 模 なプロ ジ ェク ドの場 合 に は多額 の金 が 無駄 にな る。 自分 と

しては"無 駄"に な る とい う表 現 は した くない。意 図 しない 事 に費 やされ る と言 うべ きで あろ う。

しか し私 の16年 間の経 験 か らい っ て、何 十徳 ドル とい う金 が研 究 に 費やされ る。 つ ま り何 十徳

とい う金 が"こ れ を しては駄 目だ"と い うこ'とのた めに使 われ るの で ある。 人 々は とか くどの位

い の金額 がttそ れ をや っては な らな い"と い うこ とを発 見 す るた め に費 や され た かを忘 れが ちだ

が 、実 際 にそ うな ので あ る。 そ の た めに こ う した大 き なシス テ ム開発 に は巨額 の予 算 が必 要 なの

で ある。 しか しそ の経 過 を知 らない人 達 は 何故最 初か らそ うや ら なか ったのだ と責 め る ことが あ

る。(笑)

。足立 一 私 共 の委 員 会 で も しば しば議論 され た こ とだ が
、 まず デ ー タ ・バ ンク と い う概念 に つ

い て の ご意 見 を うかが い た い。

。マク ドナル ドー デ ー タ ・バ ンクは ただ単 に機 能 的 フ
ァイル の情 報 に よって構 成 され てい る の

で は な く、 そ れ以 外 に も将 来 な され るべ き計画 や決 定 に関 してデ ータ ・バ ン ク の概 念 を適 用す

る よ うな 目的 を持 っ てい る。従 って 市場調 査 の結果 、 出来 た よ うな機能 的 なデ ータ ・ペ ース に

もつ な が りを も ち、 さ ら に基本 的 な経 済 的 プ ロジ ェク トと か、企 業 の運 営 にGNPが 将 来 ど う

い う影 響 を与 え るか な どの情 報 も含 む。デ ータ ・バン ク の概 念 は全 体的オ ベ レー シ 。ン を頭 に

いれ て綿 密 に設計 され た もの で ある か ら、 いつ い か なる時 、 どの機 能的 デ ータ ・ベ ース の中 に

あ る情 報が 必 要 に な ろ う とも、広 範 囲 な主 要 目的の ため に使用 す る こ とが で き、 しか もそ れ ら

デ ータ ・べrス にあ る情 報 は、何 らの修正 を加 え る必 要 な く使 用す ることが で き る よ うに設 計

さ れて い る。 何 年 か前 に私 の国(ア メ リカ)で しば しば使 用 され た 言葉 に"ト ータル ・シス テ

ムズ ・ア プ ロ ーチ"と い うのが あっ た が、 このデ ータ ・バ ンク の概 念 は この言 葉 の精神 を適 用

した もの と、 あ る意味 で いえ る と思 う。 つ ま り、 あ る与 え られ た機 能的 デ ータ ・ペ ース の範 囲

内 で何 を し よ うと も、 そ の 情報 を他 の情 報源 か らの情 報 とう ま く組 合せ て 、 よ り広 い 目的 の た

めに 使用 す る とい うの が このデ ータ ・バン ク の意味 であ る。

この トータル ・システ ムズ ・ア プ ロ ーチ の考 え には、 非 常 に困難 な又 、非 常 に現 実的 な問題

があ り、(よ く起 こる こ とだが)例 え ば ただ 単 に ト タル ・シス テ ムズ ・ア プ ローチ の観 点 か

ら問 題 を なが める と、 そ こか ら出 て くる提案 とい うもの は 、 あ まりに も広 範 囲 で あ り、統 括的
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であ り、 非 常 に経 費 がか か り、 実現 させ るには 時 間 がか か りす ぎる た め、そ の よ うな システ ム

に対 して疑 惑 の念 を抱 か ざる を得 な くな る し、 トータル ・シス テ ムズ ・ア プ ロ ーチ が 基 とな っ

た この よ うな莫 大 な スケ ール の プ ログ ラムを 「般 に売 り込 む のは無 理 だ と思 わ ざる を得 な くな

る。 従 っ て、 人 々がそ の よ うな尾 大 な仕 事 をす る能 力 を疑 うば か りでな く、 トータル ・シ ステ

ムズ ・ア プ ロ ーチ 自体 に含 まれ る個 々の機 能 に もす ぐに解 決 しなけ れ ば な らない問 題 が 多 々あ

る。 しか し人 々 は トー タル ・シス テ ムズ ・ア プ ロ ーチが完 成 す るま で待 ってい る こ とは 出来 な

い。従 って人 々は シス テ ムズ ・ア プ ロー チが完 成 し、 自分 達 の機能 を システ ム化 す るのに それ

を適 用 す る ことがで き るまでの 間 、 現在 の機能 的 な必要 性 を満 た して くれ て、他 のい ろい ろ な

問 題 を広範 囲 に扱 っ て くれ る よ うな シス テム を望 ん で い るの で あ る。

他 方、 シス テ ム作 業 が、 全体 的な 設計 概 念 な しに個 々の機 能 部 門 で別 々に進 め られ るな らば 、

それ ぞ れ の個 々の シス テ ム を後 に統 合 す る ことは非 常 に 困難 にな りが ち で ある。 とい うの は 、

,個 々の シス テム カS他 の関 連 部門 の必要 性 を考 慮 に いれず に、特 定 の 目的 の ため に動 くよ うに

作 られ て い るか らで あ る。 工 場 に例 を と ります と、工場 長 が、会 計 図 とか会 計シ ス テ ムを考慮

せ ず 自分 の仕 事 の コン トロ ール ・シス テ ム を作 りが ち で あ るが、 もし労 働賃 金 や 、部 品 価格 を

会 計 シス テ ム とき り離 した な らば 、 その企 業 は コ ン トロ ール 不可 能 とな'るで あろ う。

これ らは 困難 な 問題 で、 そ うや すや す と解 決 で き る もの で はな い。我 々が 開発 中 の概 念 を、

カ1jフ ォル ニア 州政 府か らい くつ か ひろ って 説 明す る。 つ まb、 カ リフ ォル ニア 州政 府 の運 営

を 全体 的 に見 る我 々 と、 あ る1部 門 のみ に関 連 す る人 々 と対 応 させ て説 明す る。

まず考慮 の た め に、 あ る組織 を とり あげ てみ る。 カ リフ ォルニ ア州 政府 に は、 州知 事 に よ り

任 命 された4人 の省 長 官(AgencySecretary)が い て、 その 下 に数 多 くの部 門が あ

る。 又 それ と全 く独 立 に多 くの 官僚 がい て、例 え ば法務 長 官(AttorneyGenera1)

は カ リフ ォル ニ ア州 民 に よ り選ば れ、 従 って 彼 は州知 事 に対 して責 任 を果 た すの では な く、一

般 州 民 に対 し て責任 を果 たす の で ある。

4つ の省(Agency)の1つ に ヒ ューマ ン リレーシ 。ン部が あ り、 こ こでは 医療 費 の払 え

な い貧 しい人 々に医 療サ ー ビス を行 な う。 又、厚 生部 では老 人 、病 人、 不 具者 、 無 職 の人 々 に

対 し援助 をす る 。 リハ ビ リテ ーシ.ン 部 では不 具 者、身 障 者 な どの人 々を訓 練 し社会 に役 立 つ

ように 助 け を与え る。 就職 部 では 無職 の 人に 職 を捜 し、矯正 部 は 州刑 務 所 の管 理 等 を行 な う。

厚 生 部 には さ らにそ の下 にい ろい ろな部 が あ る。 つ ま り、精神 病 院 を管理 す る精 神 衛生 部等 で

ある。

刑 事司 法 省は ヒ ューマ ン リレ ーシ ・ン部 の よ うに1つ の権 威 に報 告す る よ うな 機能 は もって

いない 。 法務 長 官 は 司法 部 に対 して責 任 を もち、 司法 部に は 、犯 罪 人 につい て の記 録 、 犯 罪歴 、
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犯 罪 活動 、盗 難 品、 盗 難 銃砲 につい て のフ ァイル が あ る。 又 この部 ではC・L・E・T・S・ シ ス

テ ムを実 施 してい る。 カ リフ ォルニ ア の裁 判 所(COUrts)は 全 く別 の もの で、 州 知事 に報

告 す る必要 はな く、 州 政府 の1つ の部 門 で あ る。ハ イ ウェイパ トロ ール は、 法律 執 行 機 関

(LawEnforcementAgency)の1つ の部 で あ り、 これ は州知 事 に報 告 せ ねば な ら

ない。 カ リフ ォル ニア 州全 体 にわ た る警 察 シス テ ム はな いが、 地 方 ごとの法律 施行省 が あ る。

市 警 察局 、郡 保 安 官、 郡 旋法 官等 が い る。 これ らに関 して さ らにF.B.1.が あ る が、 こ こで

は全 ア メ リカの犯罪 活動 、 盗難 品 、車 輌 盗 難等 の情 報が集 め られ てい る。

これ らの 部 は互 い に関係 し てい るが 、そ れぞ れ 個 々 のシス テ ム形 を とってい る。 従 って我 々

の大 き な問題 は これ ら のシ ステ ム の中 で統 合 され るべ きエ レ メン トを 見 きわ め て、 シス テム を

統合 すべ き適 当 な方 法 を見 出す こ と で ある。

先 の デ ータ ・ベ ニ ス、 デ ータ ・バ ンク に話 しを戻 すた め に矯 正 部(Dept・ofCorrec'

tion)を とbあ げ る。これ は か な り大 きな部 で あ り、 カ リフ ォル ニ ア全 体 に は多数 の刑 務所

が あり、そ の囚人 数 もけた はず れ の もの で あ る。 機構 が尾大 な だけ にそ の機 能 もさ ま ざまで、

インベ ン ト リーを持 ち、購 入 を し、維 持 活動 等 も行 なわ な けれ ばな らず、 又 、 囚 人 に関 して も

な すべ き仕 事 は多 い。 まず第1に 、法 廷 で判決 が 下 され る と、新 しい 囚人 を受 け 入 れ、 囚 人 に

関 す る記録 を作 成 し、 どの 刑務 所 に入 れ るか を決定 し、 囚人 を分 析 して、 中学 卒程 度 の 者 には

高 等教 育 を授 けた り、 職業 訓練 が 必 要 か ど うか 決定 した り、 いろい ろな心 理 分析 を した り しな

け れば な らな い。 つ ま り囚 人 を診断 し、 そ の結果 、社 会復帰 を 助け るわけ であ る。

さ らに 囚人 に関 して の プ ログ ラム に対 しいろ い ろの決 定 が な され る。 つ ま り例 え ば 、 高等教

育 を受 け る囚人 数 が 昔に 比 べ て急 に多 くな った とす る と、 高等 教 育プ ログ ラ ム(も ち ろん 刑 務

所 内 での)を 拡張 しなけ れ ば な らない 。 従 って、 そ の よ うな プ ログ ラムの監 査 と評価 の決 定 が

な され るわけ で あ る。 そ して囚 人 が仮 釈 放 の 資格 を 得 る と、全 く別 の プロ グ ラム が用 意 され て

い る。 囚人 は 刑務 所 か らは 出 られ るが 、仮 釈 放 プ ログ ラ ムの下 に監視 され てい て 、 も しこの プ

ログ ラ ムの基 準 を満 た す な らば、 最 終 的 に釈放 され るわけ で あ る。

さて 、 この 部 は この よ うにい ろ いろ の機 能 を もって い るが 、 それ らは必 ず 何 らか の記 録保 持

と関連 してい るが 、 これ らは 、全 く別 々のデ ー タ ・ベ ース で あ る。 そ して我 々は今 この 部 を ト

ータル ・シス テ ム の実 行可 能 性 を決 定 す るた めに研究 してい るが
、 も し設 立 さ れた な らば デ ー

タ ・バ ンク と して働 くように な る だろ う。 しか し個 々の 部 で起 こっ てい るす べ ての ことは他 の

部 と関係 してい る ことか らして 、 これ は、 単 にデ ー タ ・ペ ース で しか ない とも言 え る。

さ て、今 あ る男 が法律 を破 っ て 、店 、 又 は ガ ソ リンス タン ドに押入 り、 窃盗 をは た らいて 、

車 を盗み 、逃 走 したと仮 定 します。 そ こで施法 官 が捜 査 を始 め る。
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逃走 した 男 は前科 が あ るか も しれ ない が、 も しあれ ばF.B.1.に そ の フ ァイル が あ るだ ろ

う。 そ して我 々はそ の男 に関す るフ ァイル を もっ てい ない とす る。 叉 、ハ イウ ェイパ トロ ール

は盗 難 車 の連 絡 を受 け、 そ の車 の特 徴 や 、車輌番 号 な どの報 告 を受 け る。 もちろん これ らの情

報 はC・L・E・T.S.シ ス テ ム を通 して得 る ことが でき る。 さて この 男が 逮捕 され て、 そ の記

録が 作 られ 、 彼 に関 す る情報 が集 め られ 、 最終 的 に起 訴が され 、 そ の裁判 に関 す る記 録 が作 ら

れ、判 決 が 下 って、 この 男 が 刑務 所 に入 れ られ る と仮 定 します 。 この場 合、 この犯罪 ケ ースに

つい ての 情 報 の すべ て に 関 して、1つ のデ ータ ・ペ ース の形 で考 え るのは あ ま り実 際的 とは言

えな い。 この ケ ース に 関す るす べ ての情 報 が決 定 を下 す の に役立 つ よう な形 で シス テ ム の ど こ.

か らで も得 られ る よ うな形 で あ るべ きだ と思われ る。

もしこの男 が 刑務 所 に入 ったな ら、彼 の家 族 は 社会 福 祉 を受 け る だろ うし、又 、そ の 資格 が

あれ ば医 療 サ ー ビス も受 け られ、 子供 の一人 が麻薬 で精 神 衛生 部の お世 話 にな るか も しれ ない 。

又、 彼の 家 族 の他 の メ ンバ ーに つい て も職 業斡 旋 が され るか も しれ な い 。 この よ うに彼 に関 し

ての決 定 は矯 生部 が行 な うか、 例 えば、 も し彼が 仮 釈 放 の資 格 が あ ると見な され る と、 彼 の 家 』

族 に非 常 な影 響 を与 え るだ ろ う。 も しこの男 が釈 放 され、 職 を得 て 家族 を養 うこ とに なる と、

家族 は今 まで 受 け て きた いろ い ろ な福 祉プ ログ ラ ムを 受け な くなる だ ろ う。 つ ま りそ の釈 放 の

決 定 が非 常 に重 要 な意 味 を他 の分 野 に もた らすわ け であ る 。他 方 、 も し釈 放 され な いな ら、 こ

れ らの福 祉は ひ き続 き行 なわ れ る。

現 在、我 々は こ の男 に関す る知 識 と他 の別 の分 野 の記録 とを結 びつ け る方法 を持 ってい な い

ので、 すべ ての 段階 に おけ る 意志決 定 は不 十分 な知 識 で も って 行 なわれ てい る。再 度 強調 す る

がそ れ らは 大変 大 きな 機 能分 野 であり、医療補 助 プ ログ ラム は カ リフ ォル ニア だけ で1年 に10

億 ドル以 上 か か る し、 福 祉 プ ログ ラム は1年 に5億 ドル もかか る。 これ らは非 常 に綿 密 に作 ら

れ た管 理 プ ログ ラム で あるた め、1つ のデ ータ ・バ ンク の み で この 男 もそ の家族 に関 す るすべ

ての 情報 を扱 うと考 え るのは 不適 当で あろ う。 しか し この 男 に対 して決 定 を下 す と きに必要 な

どん な情 報 で も得 られ る よ うな コ ミュニケ ーシ ・ン リンク や情報 の コ ー ド化 とい うもの が確 立

さ れ ねば な らない 。従 って 現在 、 我 々 はす べ ての 分野 に共 通 す るデ ータ ・バ ンク より も個 々の

分野 の た めのデ ー タ ・パンク につ い て考 え て い るの だ が、 そ の 目標 と して 、"統 合 され た情 報

シ ステ ム"(integratedinformationsystem)を と りあげて い る。これ は 、

各 々のシ ステ ム に あ る情報 関係 を見 出 し、 これ らの間 の コ ミ ュニ ケ ーシ 。シ リンク を作 り、決

定 時 に す べて の 必要 な情 報 を得 られ る ようにす る もの で ある。又 これ は 、情 報 が やた ら乱 用 さ

れ ない よ うに コン トロ ール され ねば な らない。 大変 困難 な 問題 で あ るが 、我 々は 今 日そ の解 決

に向 か っ て努 力 してい る。
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。渡辺 一 カ リフ ォル ニア 州 政 府の各 部 門 のデ ータ プ ロセ シン グ の完 成時 期
、 こ れ らの予 定 な

どの年 次 を入 れ てい た だきた い。

。マク ドナル ドー 医療 プ ログ ラム は1966年 に始 め られ たが
、6ケ 月 とい う法 で決 め られ た

期 間 内 で、デ ータ処 理 システ ム を設 計開 発 し、作 動 させ る ことは、 州 政府 に は で きな か った の

で、 民 間企 業 を仲 介 者 として作 業 を進 め ち しか しこの 民 間の請 負 人 の仕 事 はあ ま り満足 で き

る もの では な い た め、 我 々は 現在 独 自の方法 で プ ログ ラム作 成 に あた って い る。 これ は2年 計

画 で 、設 計 、 開 発 、設備 費用 は約500万 ドル と見積 ってい る。

福 祉部 門 のデ ータ 処理 は1964～65年 に始 め られ た が 、 これ は社 会 福祉 の枠 内 では統 合

され た プ ログ ラム で は ないが 、改 良 作業 が進 め られ てい る。

雇 用 関係 部 門 はデ ータ 処理 を1956年 か ら用 い始 め、 そ の財 源 は ワ シ ン トン か らの連 邦 政

府に た よっ てい る。

矯 正 部はデ ータ処 理 を1964～65年 に使 用 開始 し、 す べ て の分野 を包括 す る よ うな実行

可能 案 の研 究 が1967年 に 始 め られ、1ケ 月後 に完 了 見込 で あ る。

C・L・E.T.S.シ ステ ム は、1965年 立 法議 会 に よ り認 定 された 。我 々 は、1年 半 かか っ

て司法 省 の代 表 者達 と共 に基 本 的 システ ム仕 様 書 を作成 した。 財務 省代表 や、地 方 施 法用 とか

地 方 政 府 の各 部 か ら の代表 者 も集 ま った。 そ してそ の提 案 をい くつか の企 業 に提 出 した 。 この

プ ロ グ ラム の実 施 は 、当 初1年 半 の 予 定 で あっ た が実際 は2年 か か った。

車輌 盗 難記 録 はデ ィス ク アク セス シス テ ムで、1967年 に作動 しは じめ た。

裁 判所 関 係 は 非常 に な お ざりに され て お り、 現 在 ま でデ ータ処 理 は全 く とい って い い位 に行

な われ てい な い。

精神 衛 生 部 は2つ の要 素 が あ り、1つ は部全体 の管 理 と、 も う1っ は州 全体 に ある精 神 病院

の 個 々の管理 と記 録 で あ る。 この プ ログ ラム の開発 に は約2年 半 かか った。 この シス テ ム で は

各 病院 か ら州本 部 へ毎 日管 理報 告 を 自動 的 に行 な ってい る。

。長谷 川 一 教 育関係 に つい てだ が 、C.E.1.S・ はDataBaseと 考 え られ るが 、そ の

ように理解 して よい か?

。マ ク ドナル ドーC・E .1・S.は カ リフ ォル ニ ア 教育情 報 シス テ ムの省略 形 で ある。このシ ス

テ ム はデ ー タ ・ベ ース 自体 で な く、 学 校区 の管理 を補 助す る目的 の一連 の プ ログ ラ ム で ある。.

これ は公 立学 校に よっ て用 い られ る。 公 立 学校 と は公 の 補 助 や基金 を受け てい る学 校 の こ とで

ある。 カ リフォル ニ ア には 大 きな学 校 区 が あ り、 そ こでは基 金 も豊か な ため、 個有 のデ ータ処

理 設備 を有 し、 管 理 目的 のた めに 個 有 のシス テ ム を開 発 する こ とが で きた。 しか し、 中又 は小

規模 の学 区 では資 金不 足 で自分 達 の シ ステ ム を開 発 で きな い と ころ もあ る。 そ こで カ リフ ォル
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ニア州教 育 部で は教 育 補 助法 の 下 に連 邦 政府 の援 助 で、 これ らの学 校 区 を2つ の点 につ い て補

助 を始 めた 。 まず初 め は 、地 域教 育 デ ータ 処理 セ ン タ ーの 設立 で あ り、 そ こで 、各学 校 は デ ー

タ処 理 を して もらい処 理 にかか った 費用 の み を払 えば よ く、大規 模 な設 備 のた め の投 資 をす る

必要 は ない。 つ ま り必要 とされ るサ ー ビス にの み料 金 を払 えば よい ので ある。 第2は 、標 準 シ

ステ ム の開 発 の た めの プ ログ ラ ム で あ り、そ の システ ムは 地 域セ ン タ ーで も、叉 、 独 自の セン

タ ーを もって い るか 、他 の地 区 か らサ ー ビス を受 け てい る学 校区 で も使 うこ とが で きる もの で

ある.・ の シス テ 醐 本質 的 に2つ 商 か れ てい る・1っ は ビジネ ス サ ブシス テ ム で あ り・ も

う1つ は学 生 サブ システ ムで ある。 これ らサブ シス テ ムは す で に設計 、 プ ログ ラム、 テ ス トを

.終り、現 在地 域 セ ンタ ーで、学 生 関係 で は学 生 の出 欠 、授 業 日程 、入 学 か らのす べ ての成 績 結

果等 の記録 つ ま り学 生 に関 連 す る すべ て のサ ー ビス を行 ない 、又、 ビジネ ス関係 では 、会 計 、

給料 、在 庫 等 の記 録 に役立 ってい る。

この シ ス テ ムに よって 作 られ た り、 更新 され た り してい る記録 はデ ータ ・バ ンク を構 成 す る

もの では ない が 、個 々 の学 校 に関 して はそ うな るか も しれ ない が、 必ず し もそ う とは言 えず ・

ま して州全 体 と しては デ ータ ・バ ンク な ど とは言 え ない。 しか しこ のシ ステ ムのデ ータ エレ メ

ン トは標 準化 され てい て、 各地 区 の情 報 は州 中央本 部 に送 られ 、 州 レベル で統 計分 析 で き る形

に な って い る。 例 え ば 学生 マ ス タ ー フ.アイ ル をみ る と、 州 レベル で情報 が必 要 な と きはい つで

も、生 徒 の記録 が うつ され、 要 約 され て、 トー タル数 、平 均値 、パ ーセ ン テ ージ・ 域恒 等 の 情

報 が得 られ る。 つ ま り州全体 と して統 計デ ータ の累 積 の形 で これ らフ ァイル か ら情報 を使 用 す

るこ とが で きるの で あ る。

。長 谷川 一 学 生 サブ シス テ ムの場 合 、地 域 セ ンタ ーの フ ァイル に 、 学生 に関 す る情報 を どの

ような形 で 入力 す るの か、 つ ま リオ ン ライ ン で端末装 置 か ら入れ るのか、 又 はオ フ ライン で端

末 装置 か ら入 れ る のか とい うの ば 第2の 質問 で して、次 の 質問 は 、 そ の学 生 サ ブ シ ス テム に あ

る情報 を教 師や カ ウ ンセ ラ ーが取 り出 す には どの ような方 法 を用 い て い るの か とい うこ とで あ

る。 次 の問題 は、 こ の システ ム の学 生 に関 す る詳 細 なデ ータ の プラ イバ シ ーの 問題 が 非常 に重

要 だ と思 われ る が、 それ が どの よ うな形 で守 られ て い るか を示 して い た だ きた い 。更 にC・A・

1.に つい て だ が、 このサ ービス は地 域 セ ンタ ーの コン ビ ュー久 一を用 いて 、 多 くの学 校 に与

え られ る と思 うが 、 具体 的 には どの よう な方法 で行 な われ てい るの か 、そ して最 後 に、 このシ

ス テ ム の完 成に10年 か か った とい うこと だが 、各学 校 か らの要 求 を ど の よ うに調整 、修 正 し

て作 り上 げ たか 、 そ の プ ロセス をお話 して もらい たい 。

。マク ドナル ドー セ ン タ ーへの 入 力 は オ ンラ イ ン では ない。 つ ま リキ ーパ ン チ とか マ ーク セ ン

シ ング の形 で入れ られ 、特 に試 験 問題 は この形 で ある。
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教 育者 や学 校 の管 理 が この シ ステ ム か ら情 報 を得 る ときは 、地域 デ ータセ ン タ ーの管 理 チ ャ

ネ ル を通 して要求 を 出す。

プ ラ イバ シーに 関 して は、 これ はオ ン ラ イン システ ムで は な く、記録 へ の端 末装 置 か らの ア

クセ ス が ない た め 、情報 要 求 者 の身元 を確 認 してそ の情 報 を得 る資 格 が あるか を見 きわ める の

で 、 プ ライバ ジ ーは 守 られ てい る。 さらに地 方 レベル 以 外 の レベル の機構 、組 織 か ら要 求 が あ

った と き、 情 報 とい うの は個 人的 名前 に関 係 の なへ 要 約 叉 は統計 的な形 で与 え られ るた め、

プ ライバ シ ーは守 られ てい る。 さ らに これ が進 ん で速 か な応 答 のでき るオ ン ライ ン システ ム に

な るな らば、情 報へ の アク セス は 、い ろい ろ な方 法 で守 られ る だろ う。 あ る 端 末 装 置 か ら は

ある学 校 の 地 域 セン タ ー フ ァイル に のみ ア ク セス で き、他 の学 校 に関す るデ ー タに は ア クセ ス

で きな くな るだ ろ う。 又 、情報要 求者 、端 末 装 置 の 使用 者 が誰 であ るか確 認 した りす るだ ろ う
。

従 って どのデ ー タ7ァ イル にア ク セ スす るに もハ ー ドとソ フ トの両 面か らの制御 が なさ れ るだ

ろ う。

C.A.1・(computeras8istedinstruction)は 決 して一 般 的 な ものでは な

く、 カ リフ ォル ニ ア学 校 シ ステ ム全 体 で もそ う広 くは使 用 されて い ない。今 だ に試 験 的 な もの

で あ り、 日常 の もの と して は受 け入 れ られ て いな い。 私 は地 域 セ ンタ ー で行 な われ てい るC.

A・1・ サー ビスはあま り よ く知 らな い しs個 人 的 に もそ の使 用 につ いて の知 識 はな い。 しか し、

C・A・1の 研 究は 、私 企業 、政 府 、大 学 等 でか な り進 ん で い る。C.A.1.の 考 え 方 はマ ル チ

メデ ィア セン タ ー と関 連 して発 展 して きた 。つ ま り、 コ ン ピ ュ ータ フ ァイル とC.A.1.だ け

で な く、 ビデ オテ ープ 、テ ープ レ コ ー ド等 も用 い る センタ ー.と関 連 してい る。

この シス テム を開発 して 実施 す る の に10年 もかか った が、 これ は それ ほ ど複雑 で は ない こ

の シス テ ムに と って 、 不合 理 で あ る。 これ ほ ど かか った理 由 と しては 、沢 山 の地域 の沢 山の学

区 の意 見 を一 致 させ るのが 、仕 事 の処 理 の形 とか その や り方 な どにつ いそ 、困 難 で あ って 、広

範 囲 の ものを 一致 させ る こ とは、 長 い時 間 を要 した の で ある。 さ ら に資金 が 中 断す る こ とが あ

り・ プ ログ ラムが ス ム ーズ に処 理 で きなか った ことや ・マ ネ ニ ジメ シ トに関 して は、 効率 が 悪

くスケ ジ 。.一ル通 り行 な われ てな か っ たた め に、 当初5年 で終 る予定 だ った この プ ログ ラ ム は

10年 もかか るべ きで は なか ったの で あ る。

このプ ログ ラム の修 正 と調 整 は地 域 セ ンタ ーや各学 校 の責任 の下 に行 な われ る。一 旦 プ ログ

ラ ムが 州教 育部 で完 成 され ると、 地域 セン タ ー や各学 校 で使 用 され、そ れ ぞ れ の必 要 性 に応 じ

て 自 由 に修 正 な り、 調整 な りを加 え られ る。 そ して州 は プログ ラ ムが使 用 され る と、 それ らに

対 す る厳 しい規 制 は しな くな る。 しか し州 は あ る種 の報告 要 求 を出す の で、地 域 セ ンタ ーや各

学 校 は修 正 や調 整 をす る に際 して 、そ の報告 要 求 に合 うよ うな形 で行 なわね ば な らない 。
-91一



州 に はそ の他 い ろい ろな組 織 が あ る。 例 え ば カ リフ ォル ニ ア教 育管 理 協会 、 カ リフ ォル ニア

教 育 委 員会 協 会 、 カ リフ ォル ニ ア教 師 協会 な どで、 これ らの 協会 は、 代表 者 を選ん でデ ータ 処

理委 員 会 に送 り、 そ こでデ ータ処 理 のア ップデ ー トを行 ない、 新 しい要 求 を認 識 して、 それ ら

が組 込 まれ て、 新 しい アイ デア が すべ て の学 校 で用 い られ てい るか ど うかを監 視 す る。 この よ

うな コ ーデ ィネ ー ト活動 が未 来 もつ づ くで あ ろ う。

。長谷 川 一 今 の お答 に関 して もう少 し質 問 したい のだ が 、 この システ ム を利 用 してい る学 校

は、 学 生 に関 す るフ ァイル を持 た な い で、 この セン タ ーがす べ ての フ ァイル を持 ってい るのか、

そ れ と も学 校 で も重複 して 持 ってい るのか ど うか 、 とい うこ とと、 この シス テ ムの 目的 が、学

校 の業 務 を簡 素化 す る以外 に州 と して学 校 行 政 上利 用す る とい う目的 もある のか ど うか 、 とい

う2つ の質 問 です 。

。マク ドナル ド ー 学 校 に保 存 され る フ ァイル に つい て 私 はあ ま りょ く知 らな いが、 私 の他 の経

験か ら察す る と ころ、 デ ータ処 理 セ ンタ ーか らいつ で も必要 な とき に情報 が 得 られ るよ うに な

る まで、 各 学 校 は それ ぞ れ の フ ァイ ル を維 持 す る と思わ れ る。 これ が普 通 の形 で あ るが 、 は っ

き りそ うとは断 言 で きない。

この シス テ ムの開 発 の 目的 は、地 方学校 区 に管 理 と、記録 処 理 の シス テム を与 え る もの で あり、

得 られ る情 報 に よ り州 、 又 は中 央 レベ ル で情報 を得 る 目的 は よ り良 い意 思 決定 を、学 校区 の真の

必 要 性 や、 それぞ れ の レベ ル で資 金等 の補 助 の必 要 性 を満 たす 上 で行 な うた めで ある。

教 育 関係 だけ で な く、 あ らゆ る分野 にお いて 、 州、 又 は連 邦 のコ ン トロ ール が広 が るの で は

ない か とい う恐 れ が地 方 レベル で起 こってい る。 特 にカ リフ ォル ニ ア 州 では地 方 自治 が 強 く残

って い るの で、 これ は カ リフ ォルニ ア住 民 に とって 非常 に重要 な 問題 で あ る。他 の州 の住 民 は

カ リフ ォル ニア 州程 自分 達 の地 域 で の政 治 に関 して あ ま り興 味 や活動 を示 さ ない。 これ は いつ

で も カ リフ ォル ニ ア では 、何 らか の 提案 に 関 して多 くの議論 がさ れ る理 由で ある。 ジ ・一 ジ ・

オ ー ウ ェル の本 に関 して1984年 の考 え に、 政府 の レベル の コン トロール が個 々の市 民 に ま

で影 響 を及ぼす 可 能 性 が あ ると い うものが あ り、 なぜ な ら政 府 が すべ ての情 報 を に ぎって しま

い 他 の誰 も持 つ こ とが で きな くな る とい うの で あ って、 従 っ て誰 も決 定が で きな くな る とい う

もので あ る。 カ リフ ォル ニ ア立 法議 会 で、 これ が地 方 レベ ル で 討議 さ れ る ことは非 常 に関 心 が

ある。 私 自 身 の感 じで は、 人 々がそ の問 題 の潜 在 性 を認 識 してい る程 度 の もの で ある 限 り、 実

際 問題 は な らな い とい う保 証で あ り、実 際 に起 こる ことは ない だ ろ う。

大 学 や高等 教 育 の レベル に関 して は 、 多 くの学生 が コ ン ピ ェ ータ ー 自体 に又、 コ ン ピ ュ ータ

ーの使 用技 術 につい て反 感 を もち、 コ ン ピ ュ ータ ーや、 その機 能 につ い ての正 しい知 識 も もた

ず にた だ漠 然 とコ ン ピ ュ ータ ーはす べ て を機 械化 し、人 間 ま で も機械 にす る ので はな い か とい
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う懸 念 に と りつか れて い る。 デモ を見 て もプ ラ カー ドにtt私 はIBMカ ー ドでは ない、 番 号 な

ん か では ない"と い う よ うな文句 が 見 うけ られ る。 しか し多 くの学 生 が私 も含 めて、 た だ授 業

のス ケ ジ=.一一ル を き め る の に1日 半 又 は2日 も列 に並 ん だ とい う経 験 が あ る し、 そ れ を経 験 し

た もの は、 家 にい てコ ン ピ ュ ータ ーが 自動 的 にす べ て を うま く処 理 したス ケ ジ ュール を 郵便 で

受 け取 った方 が どん な に良い だろ うと思 うの は あた りまえ で あ り、誰 も2日 も3日 も列 に並 ぼ

うとは思 わ ない だ ろ う。

大学 で のこれ らの シス テ ム の使 用 に関 して は、 大学 で もステ ー トカ レ ッジ で もそ れぞ れ の標

準管 理行 政 シス テ ム を開発 した。 カ リフ ォル ニ ア の9つ の キ ャン パ ス のすべ ての管 理 デ ータ処

理 はバ ーク レイ に ある1つ の コン ピ ュータ ーセ ン ターで行 なわ れ てい る。 ステ ー トカ レ 。ジシ

ステ ム に入 ってい るす べ て のキ ャンパ ス に対 しては、2つ の 中央 管 理デ ータ処 理 セ ンタ ーが あ

ノ

る。1?は ロ サ ンゼ ル ス、1つ はサ ン ボセ にあ る。 この2つ は 無 線通信 に より相互 に連絡 され

てい て、 も し一 方が ダ ウ ンして も、 直 るまで他方 が す べて の 処理 を行 な う ようにな ってい る。

カ リフォル ニ ア はさ ら に短期 大 学 、 コミ ュニテ ィーカ レッ ジ(92あ ま りも ある)に 対 して も

広範 囲 に システ ム を もってい るが、 コ ミュニテ ィ ーカ レッ ジは、 中央的 な標準 的 な システ ムは

もっ てい ない。 しか しす べて の高 等 教育 機 関 は、 この よ うなシス テ ムを何 らかの形 で使 用 して

いて 、昔 の よ うな形 に戻 そ うと して もそ れは 無 理 だ と思え る
。

。長谷 川 一 通 信 回線 につい て質問 したいが
、警 察 情報 網 と地 方情 報 セ ンタ ー との接続 は オ ン

ラ インだ と思 うが 、他 の 福祉 部 とか 消防 部 とか のシステ ム ともオ ンラ イン接 続 にな ってい るの

か。 更 に州 及 び連 邦情 報 システ ム との接 続 もオ ンラ イ ン なのか?

。マ ク ド ナル ドー ま ず この図 は他 の 本 か らの引用 で あるが
、決 して特 定 なシ ステ ム の文 字 通 り

の図 で はな く、 この ような もの も可 能 で あ る とい う例 に す ぎない 。確 か に あ る種 の情 報 に お い

て は、 こ の相互 関 連 が 今 日存在 す るが、 他 の種 類 で は存在 しない。 例 えば ナシ 。ナ ル ・デ ータ

バ ン ク とい うものが あ るが、実 際 に 存在 す る ので は な く、 概念 の段 階 で討議 の的 となっ て い る。

法 律施 行 の分 野 で は現 在 作動 して い るこの種 の相互 連 絡 とい う ものはな い 。例 え ばオ ーク ラ ン

ド市 でパ トロ ール カ ーに 乗 って い る警 察官 が地 方 本 部に情 報要 求 を無 線連 絡 した とす る。 サ ン

フ ラン シス コペ イ エ リア にはs警 察情 報網 と呼 ばれ るシス テ ムに9つ の郡 が協 力L
.てお り、 同

様 の情 報網 が ロサ ン ゼル ス地 域 に もあ る。 も しそ の警 察 官 の質 問が 、地 方本 部 で答 え られ な い

と、 ア ラメダ郡 にあ る警 察情報 網 の デ ータ ・ベ ー ス ・フ ァイル が 調べ られ 、 も しそ こで もだ め

だ と、 州 レベル の情 報 システ ム にそ の質 問が ま わさ れ る。 そ の質問 の要 求 情報 の種 類 に よリハ

イ ウ ェイ パ トロ ール 、 司法部 、車 輌 部 等 に廻 され る。 も しそ こ で も答 え られ ない と、F.B.1.、

ワシン トン の 国立 犯 罪情 報 セン タ ーの フ ァイル が調 べ られ る。 更 にネバ ダ、 ア リゾ ナ、 ワ シン
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トン、オ レ ゴン等 の他 の州 の フ ァイル に も直接 アク セスす る ことが でき る。 従 っ て法 の執 行 の

分 野 ではマ ル チ レベ ル の情 報通 信網 が存在 し、 か つ作動 してい る が他 の 分野 では まだ な い。 し

か し概 念的 には 他 の 分野 で も可 能 で ある こ とは確 か で あ る。

。長 谷 川 一 今 のそ の犯 罪 の場 合 だ が、オ ン ライ ンで情 報 にア ク セス す るの と同 じ様 に、オ ン

ライ ン で情報 を ア ップ デ ー トす るの か?

。マク ドナル ドー そ れ は情 報 の 種 類 に よる。 緊急 を用す る情報 は オ ンラ イン で入 力 され、 日常

作 業 的な情報 は 夜間 にバ ッチ処 理 で 更新 され る。 従 って法律 施 行 シス テ ム用 に情報 を与 え る緊

急度 に よっ て異 なっ て くる。

。渡 辺 一 実 際の シス テ ムデ ザ イ ンに 関 して起 こる問題 を、 デ ータ ・ベ ース を組合 せ て使 用 す

るた めに、そ れぞ れ のデ ー タの ボ キ ャブ ラ リーをお互 い に一致 させ てい る と思い ます が、 次 の

点 につ い て実 際の 状 況 をte話 し願 い た い。3つ の質 問 で すが 、第1は 、個体 識1」コ ー ドで あ り

ます。 個体 識 別 コ ー・一ドに関 す る第1の 問 題 は 、警 察 の取締 りや 事故 記録 の シス テ ムで、 使用 し

て い るパ ーソ ナル コ ー ドが、裁 判 とか免 許 に も共通 してい るか。 それ は又 、 自動 車 事故 に 関 す

る民 間 の保 険会社 に も共通 にな って い るか とい うこ とです 。 この質 問 の理 由は デパ ー トメン ト

ご との個 有 のシ ス テ ムで 、最 も適切 な コ ー ドを使 ってい る 問題 と、 全 体 に1」ンク す る問 題 とを

ど う解 決 す るか とい う こ とと、 公共 部 門 で作 られた デ ー タ ・ベ ースが 、 民 間 で利 用す る とい う

形 に広 が る可 能性 が あ るか ど うか と考 え てい るか らなの です 。 個体 識別 コー ドに関 す る第2の

問題 は、 地 域 区分 、 つ ま り学 校 区 とか交 通 取締 区 とかの地 域 区分 に何通 りの系 統 が あ るのか 。

そ れか ら同 じ場 所 をそ れぞ れ の系 統 で表 示 した場 合 に うま く リンク で き る方 法 があ るのか とい

う こ と で す 。 個 体 識 別 コ ー ド に 関 す る 第3の 問 題 は 、 付 録Dに あ げ られ た 多 種 類

のデ ータプ ロ セシ ング シス テム の うち 、パ ー ソナル コ ー ドが共通 に 使 わ れ て い る もの を教 え て

いただ きた い。 この質 問の 理 由 は、 個 別 の シ ング ル デ ータ ・ペ ース の 最適化 と、 イン テグ レ ー

テ ッ ドデ 一夕 プ ロセ シ ング シス テム 最 適化 との関 係 を、限 度 が あ るも のな の か、 両立 す る もの

なの か を知 りたい か らです 。 次 に事 項 識別 コ ー ドに関 して2つ あ り、第1は 、警 察 で作 る 自動

車事故 の 内容 に関 す る記録 は すべ て コー ド化 さ れて い るか 、そ れ と も自然文 が含 まれて い るの

か、 と い うこ とで 、 この 質 問 の 理 由 は、 リ ト リーバル ニ ーズ とシ ス テム パ フ ォー マ ンス を考 え

『
る上 で必要 とな るか らです。 第2の 質 問 は 、職 業 、産 業、 予算 項 目 な どの分 類方 法 が共 通 にな

ってい るデ ータ プ ロセシ ング シス テ ムを挙 げ て下 さい。 も しそ うい う もの が あれ ば、他 の 州や

連 邦政 府 と も共通 に な ってい るの です か 。 この質 問 の理 由は 、 今後 、グ ロ ーバ ル ワイ ドで デ ー

タ交 換 をす る よ うな問 題 が 出て くるの です が、そ れ とカ リ フ ォルニ ア 州 政 府 の プ ロジ ェク トと

の関 係 を参 考 に して、 私達 も同 じ よ うな問題 を考え た いか らです 。特 に第2点 では 、例 え ば特
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許 情報 をす でに 各国 政 府 で交 換 す る とい う話が検 討 され てい るので すが 、 一方 でそ の ような情

報 は国 内 で も使 うわけ で す。 国 際 機 関で は1・S・0・ 、0・E・C・D・ の専 門 家 会議 な どで議論

さ れて い ます が、 いず れ に して も具体 的 に は 最 も困 難 な実 際 の作 業 を伴 うだけ に、 私 ど もは困

った 問題 と考 えて い るわ け で す。

次 に質 問 とい うより は意 見 を聞 かせ ていた だ きた いの です が、 そ れぞ れ異 な った個 有 の使 命

を もった デ ータプ ロ セ シ ング シス テ ムが 、同 じ分 類 項 目 コー ドを持 つ こ とが、技 術 的 に可能 だ

と思 い ます 。 もし不 可能 と なる な らば 、可能 な範 囲 につ いて 何 か御 存知 の こ とをお 聞 かせ願 い

ませ ん か。 この 質問 の 理 由 は、第1に 、実 際 に シス テ ム を作 る と きに、 技 術 的にス ケ ール、 又

は オペ レー シ 。ン の限 度 を考 え な けれ ば い け ないの かど うか。 第2に シス テ ム の安全 性 、 とい

い ます か デ ュープ レ ック ス の機 能 を どの よ うに考 え た ら よい か。 第3は デ ータ ・バ ンク専 用 の

シス テ ム とい うものの ア クセス に対 す るパ フ ォーマン ス といい ますか 、要 す るに専 用 シス テ ム

に な った 場合 の稼 働 率 とい います か 、 そ うい った ことが ど うい う ように な るか まだ わ か らない

か らで す。 … …以 上 です 。

oマ ク ドナル ド ー 現 在 まで ア メ リカ でパ ブ リックセ ク ター とプ ライベ ー トゼク タ 一間 でデ ー タ

の分割 と交 換 をす るた め の協 力体 験 とい うもの は 特 定 の意 味 に おい ては全 くとい っ て い い程 な

い。 しば しば 共同情 報 システ ム 、又 は協 同 情 報 シス テ ム の設立 案 が 出 され て きた がそ れ は例 え

ば 、 銀行 、 金 融業 、 不動 産 会 社 が 政府 と共 働 し、 経済 予測等 に使 用す る特 定 情報 を蓄積 す る も

の で あ る。 私 の知 ってい る限 りで は、 カ リフ ォル ニ ア に おけ る この よう な提案 は今 ま で 成功 し

たた め しが ない 。 しか し、違 う意 味 で の政府 と私 企 業 の協 力 や 、政 府に よって 集 め られ た 情報

を私 企 業 がアク セ スす る こ とは たやす いの で あ る。

我 々は 伝統 的 に政 府 は 人民 の もの で あ る とい う信 条 を もっ て い る。言 い かえ れ ば、 どん な 人

民 も政 府 の仕 事 を理 解 し、そ の内 容 に つい て 聞 き 、行 なわれ た こ とす べ て を知 る権利 を有 す る。

又 、人 民 は納税 者 と して払 った 税 金 に よって行 なわ れ た政府 の仕事 の結 果 か ら得 られ る利益 を

もつ権 利 を も有 する 。

この ような態度 は広 範 囲に わた り、 私 企業 まで も個 人 と考え る よ うに な った。 つま り、 も し

公 的 な部局 力広 範 囲 な 記録 を集 め たと す る、 例 えば 車 の持 主 名 と住所 、免 許 所 有者 名 と住 所、

不動 産 持主 名 と住 所等 に対 して、 どん な人 で もそ れが 政府 に よ って集 め られ ま とめ られ た も の

で あ って も、伝 統 的 に これ ら記 録 情報 を得 る権 利 を もつ 。 た だ し個 人の プ ライバ シ ー を侵 害 し

ない とい う条 件 を守 れば のは な しで あ る。 そ うす れ ば これ らの記 録は ただ で 、 コ ピー代 を払 う

だ けで得 る こ とがで き る。

この原 則は 個 人 の情報 を犯 す と ころま で は適 用 す るわ け には い かない。 例 え ば犯 罪歴 、精 神
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病 院 で の記 録 の ような情報 ま でには 及ん では い け ない。 しか しそ の他 の情 報 は個 人 に で も企 業

に で も公 に使 用 でき る。 従 って あ る意 味 で我 々 は政 府 か ら一般 の プ ライ ベ ー トセク タ ーへ 、 大

変 オ ー ブ ン な情 報 の流 れ を もって い る といえ る。 しか し初 め に 申上 げた通 りに他 の意 味で 、パ

ブ リ ック とプラ イベ ー トの 両 セク タ ー間 で の情 報交 換 の協 力 は あま りない 。 これ は それ ほ ど簡

単 に す ま され る問 題 は ない 。公 的情 報 を 私企 業 に 営利 目的 に使 用 のた め与え る こ とに 非常 に強

い 反対 が起 こってい る。 そ れ に対 し我 々は い つ も誰 に も、 どの企 業 に も不公平 な く情 報 を与 え

るつ も り・だ と解答 して い るが、 それ で皆 が満 足 す るわ け では な く、 なぜ な らそ の情報 を利 用す

る資 源 に差 が あ るか らで あ る。 更 に個 人の名 前 と 住所 の リス トが社会 的に あ ま り好 ま し くない

商 品 を郵 便 で勧 誘す る のに用 い られ た こ とが あっ た。 しか も情報 要求 の内容 の良 し悪 しを選 り

分 け るの は非 常 に困 難 で ある。 従 って この原 則 を実 施す るのに問 題 は つ きもの で あるが、 しか

し、我 々 は今 だに政 府 の記 録 を私 企 業 に 自由 にア ク セス させ てい る。

。中井 一 デ ータ ・バン ク につ い て初歩 か ら2年 間研究 して きたが 、 私達 もパ ブ リ ックセ ク タ

ーに おけ るデ ータ ・バ ン クを考 え て い く上 で
、 い くつか の 困 難 を意 識 して きま した。 そ れ らを

い くつ か述 べ た い'と思 い ます。 第1番 目 に、 相 当 な額 の費用 をか け てデ ータ ・ベ ース を作6て

い く上 で同意 を得 る こと に困難 を生 じま す。 そ れ を解 決 す る根 底 とな ったデ ータ ・ベ ース作 成

の動 機 づ け が ど こにあ ったの か大変 興 味 が あ ります。 第2番 目は、デ ータ を集 め る と き、'アイ

テ ムユ ニ ット・リ トリ ーバル のた めの コ ー ドとい うもの を統 一す るの に 困難 が あ った と思 うの で

す が 、 日本 の場 合は 統一 され た フ ォ ーマ ッ トで デ ータ を集 め る ときに、 各 役 所 の仕事 を変 え る

とい う事 に対 す る抵 抗 が あ り、 も う1つ は標 準化 に対 して いろ い ろな意 見 が あ る ので その 調整

に問題 が あ る。 それ らを カ リフ ォル ニア では どの よ うに推進 したか、 そ の基 本的 考 え方 を お 聞

き した い の です が。 第3番 目はデ ータプ ロセシ ン グの ソフ トウエ ア を作 ってい く際、 それ を利

用 す る方 の側 の デ ィマ ン ドが ど うい う もの か細 か くみ て い くと、 それ らの 間で大 き な矛 盾 や相

異 が現 わ れ た と き、 そ れ を実 際 の プ ログ ラ ム作 業 の 中 で調 整 して い くのが 非 常 に難 しい と思 う

が 、そ れが どの よ うに行 な われ たか をte聞 き したい 。第4番 目は 、デ ー タ ・ベ ース を構成 し維

持 す る責 任 を もって い る と ころ とvそ れ を利 用 す る と ころの 間 でい ろ いろ の摩 擦 が起 こ るケ ー

ス が考 え られ るが、 そ れ を どの よ うに乗 り越 えた か。 最 後 に、今 まで とは全 く違 った観 点 か ら

なの です が、 日本 の現 状 では 個 々のデ ー タ ・ベ ース を作 ってい く過 程 に あ り、 イ ン チ プ レーテ

ッ ドトー タル シス テ ム を考え るのは ま だ先 の こ とと思 うが、 そ の点 に 関 しで3つ の質 問 を し

た い ので す。 第1は 、'も しイ ン チプ レ ーテ ッ ドトータル シス テ ム を作 ってい くには カ リフ ォル

ニア の どのデ パ ー トメ ン トが オ ーソ ライズ され、 どれ 位 の 組織 でそ れ を遂 行 す るのか。 第2は 、

オ ー ソラ イズ された と ころ の仕 事 を他 に や らせ て、 個 々のデ ータ ・ベ ース を持 ってい る とこ ろ
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が保 守 的 な抵 抗 を示 す ことが 考え られ るが、そ れが 容 易 に排除 できる もの か ど うか
。 第3は 、

トータルシステムの 全 体 を管 理す るソ フ トウェ ア シス テ ム は あ ま りに も尾 大 で、 私 ど もに は今す

ぐ簡 単 に想像 で き る もの で はな い し、 全体 がオ ン ラ イン で結 ばれ た場合 、 ハ ー ドウエア の信頼

性 が 極度 に高 くな けれ ば な らな いの で、 我 々は技 術 的 に よ く理 解で きな いが 、 アメ リカ の技 術

は そ れ に対す る自信 が あ るの か、 例 え ば国 防 シス テ ムな どが実 験済 み であ るとい うス テ ージ に

あるの か ど うか、 とい うこ とに興 味 が あ るの です。 以 上 で す。 よろ しくお願 い しま す6

・マ ク ドナル ドー まず 初 めに 明 らか に して おか なけれ ば な らな い こ とと しては
、 今 朝 用 い た例

に よ って リンク され た シス テ ムが あ る とい うこと を意 味 す るの ではな く、 そ の よ うな方 向 にむ

か ってい る とい う ことで あ る。

我 々は 汎 用個 体 識別 コ ー ドは 持 っ てい な い。 実 際 にデ ー タ処 理等 に関 して識 別 の た め に汎 用

されて い る のは、.住 所、 氏 名、 年 令 、性 別 の よ うな基本 的 情報 で あ る。 これ ら を用 い て個 人 の

記 録 を得 る手 が か りとす る ので あ る。 多 くのデ ータ ・ベ ース に おいて 識別 コー ドや、 レコ ー ド

ヘ ッダ ーを用 いて情報 をス トア して い る。 しか しその コ ー ドは、 その シ ス テム内 での み ジ ェネ

ヒ ー トされ た もので あ り、 氏名 の文 字、 住所 の文 字数 、 性別 や年 令要 素 を用 いて ある特 定 の ソ

フ トウエ ア プ ログ ラム に よ り作 られ た もの で あ る。 しか しそ の よ うな識別 コ ー ドはそ あシス テ

.ム独 自の もめ で ある。 従 って基 本 的 には、 氏 名 、住 所、 年 令 な どを用 いて 識 別 しな けれ ば な ら

ないの が 現 状で あ り、 統一 された 汎 用 識別 コ ー ドは な い。 統一 識別 コ ー ドに 最 も近 い もの は
、

社 会保 障 シス テ ムの 結果 で ある とい える。 社会 保 障は連 邦政 府 に よ って行 なわ れ て い る老 人、

不具 者 のた めの保 障 であ り、 あ る人 が初 め て雇用 され た とき、社 会保 障 口座 番号(sociaI

securityaccountnumber)が 与 え られ 、 これ は一生 用 い られ る。連 邦政 府 に関

して は、そ の人 につい ては その 社 会 保 障 番号 が用 い られ る。 ワシン トン の社 会 保 障行 政 部 で、

彼 のた め の 口座 が も うけ られ る。 この 口座 に、 彼 の給 料 や 雇用 人 か らの お金 が積立 て られ る。

これ に ょ って彼 が 停 年 や不 具 にな った後 、 生 活 に こ とか かな い よ うに な って い る
。 決 してそ の

番 号 は 変 わ る こ とは な い。 連邦 政 府 に報 告 さ れ る所 得税 は この社会保 障 口座 番 号 を用 い てい る。

従 って この番号 は標 準的 番号 と言 え る。 た びた び は っき りと標 準 番号 にす る とい う提 案 が なさ

れ てい て、例 え ば、 子 供 が生 ま れた らす ぐに社会保 障番号 を与 え、 一 生 涯そ の人 の記 録 、学 校

成 績 銀 行 口座等 もそ れ に よっ てコ ン トロ ール す べ きであ る とい う もの で ある 。 も しこの よ う

な統 一 コ ー ド番 号 が ユ ニ ー ク に 決 まれ ば 数 々 の 利 点 が あ る だ ろ う 。 しか し この 考 え

は ま だ 二 般 的 に受 け入 れ られ ては いな ら。 将 来 受 け入 れ られ るか ど うか も疑 問 で あ る。 統_

コー ド番 号 は 数 の欠 点 も あ り、 御 承知 の よ うに 多 くの企業 ではそ れぞ れ独 自の 識別 番 号 を作

って いる の で・そ れ を新 しい番 号 に変 え るの はあ ま り気 がす す ま ないはず で あ る。 更 に社 会 保
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障番号 は完 全 に認 め られ た(fullyproof)番 号 では な く、 も しあ る人 が 自分 の身分 を

変 え たい な ら、 違 う名前 を使 うこ とが で きる し、 そ うする と社 会保 障番 号 が ないか ら と言 って

新 しい の を要 求 す る こ とす ら でき る。 しか し利 点 も ある こと もあ る。 まだ 統一 され た唯 一 の認

識番 号 とい う もの が で き るか ど うか わ か らない。

〈標 準 化さ れ た又 は 統一 され た用 語 につ いて〉

例 えば 医学 では 、 病気 や手術 の専 門用 語 があ り、 これ は保験 会 社 、 医師 、 病 院、 連邦 医療 プ

ログ ラムで 用 い られ て お り、 全米 医学 教会 が管 理 してい る。 又、 職種 名 の辞 書 もあ り、 それ が

雇用 サ ー ビス 、矯正 部 、職 業 訓練 な どに用 い られ て い る。又 、労 災 に関す る標 準 コ ー ドもあ り、

そ れ も用 い られ て い る。

こ こでデ ータ、 デ ータ エ レメ ン トの重 要性 を強 調 した カ リフ ォル ニ アで 行 な われ た実 験 に っ

い て述 べ る。 この 実験 で人 々は あ るケ ース、 あ る状 況 につ い て判 断決 定 を行 な うよ うにな っ て

い て 、5つ の ケ ー ス に つ い て 決 定 し、 更 に5つ の ケ ー ス に つ い て 実 験 を行 な った 。

実 を言 う と こ れ ら は す べ て 同 じケ ー ス な の で あ るが 、 いつ で も少 しず つ違 ったデ ータ要

素 を与 え られ た の であ り、 各 回 ご とに全 く同 じデ ータは与 え られ な か った。 そ して 出て きた結

果 、全 く違 う決 定 が それ ぞれ な され た ことが判 明 した 。 これ は判 断決 定 を下す に際 し、完全 な

情 報 、 デ ータ とい うもの が 、 い か に重 要 で あるか を示 す もの で あ り、 必要 なデ ータの不足 に よ

りい か に判 断 決 定 が影 響 され るか が わか る と思 う。

〈地 区 の認 識(identification)に つい て〉.

これ は大 変 難 しい 問 題 で あ るの で黒 板 の図 で 説 明す る。 ま ず この連 邦議 会 へ議 員 を 送 るた め

の 選挙 区が あ る とす る。 また この地 区 にそれ とは別 に州 議 会 へ議 員 を送 るた めの 選挙 区 が あ る

とす る 。更 に同 じ地 区 に地方 選挙 区 が ある とす る。 また地 方 教 育委員 会 のた め の選 挙 区が ある

とす る。 こ の混 乱 に加 え て10年 毎 に行 なわれ る国 勢 調 査 区 が あ り、 これ は格 子形 に な ってい

て、そ の格 子 を小 さ く分 けて い っ て、町 名 で認 識 され る よ うな小 さ な地 域"enumeration

district"に まで 分 け られ る。これ は まだ解 決 され て い ない大 きな問題 で あ り、 私 個人 も

現 在、 学校 区 に よ る社会 経 済 的特 徴 につ い ての情 報 を集 め よ うと してい るが、 国 勢調 査報 告 か

ら しか得 られ ない の で、 国勢 調 査区 を学校 区 に照 合 して 、 デ ータ を用 いて い る ので ある。 カ リ

フ ォル ニ ア には1,100の 学 校区 が ある ので い か に これ を行 な うか とま どって い る。

〈個別 デ ータ ・ベ ース と中央 大 型 デ ータ ・ペ ース の両 立 性 と、最 適 状態決 定 方法 に つ い て〉

これ に対 す る答 は 容 易 に は出せ な い が、規 模 の経済 の尺 度 を適 用 す る ことは可能 と考 え られ

る。 つ ま り小 さな 個 別 の組織 よ り強 力 な中央 組織 に よっ て記録 を更 新 す る方 が コス トがや す い

わ け で、 この経 済 要 素 は1つ の基 準 となる 。 しか し今 朝 の討 論 に もあ った よ うに、独 自の デ ー
-98一
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タ ・ペ ース を もつ 部局 が い っぱい あ る。 ヒ=一 ーマ ン リ レーシ.ン 局 が1つ のデ ータ ・ベ ース

(デ ータ ・バンク)を もってい て他 の す べて の部 にサ ー ビス をす るが、 あま り実 際的 で はな い。

ま た、 あ ま りに もシス テ ムが大 き くな り、 それ を使 う人 か らかけ はなれ た ものに な り、 仕 事 に

対 して関 心 をな く した り、 情 報 が更新 され て い る か ど うか も見 ず、 仕事 の役 割 を果 たそ うと し

な くな る。 従 って シス テ ム はそれ を使 って働 き、そ のサ ー ビス を受 け る人 達 の 身近 にな けれ ば

な らず、 あ ま りかけ離 れ る とお互 いの 機能 が うま くい かず 分 離 して しま う。 この シス テ ム と人

々 との距 離 が どの 程 度 が 良 いかは わか らな いが 、使用 者 が ブ レークダ ウン しない よう に一 緒 に

働 け る位 が良 い か と 思え る。

〈自動車 事故 報告 に つい て 〉

我 々は、 州 全体 の 自動 車 事故報 告 シス テ ム のプ ログ ラム に従 事 してい る。 このシス テ.ムが開

発 され る前 は、 各 市 、郡 等 の 警 察 局 で 個 々 の 報 告 が あ っ た 。 しか し この シス テ ム の結 果 は

良 好 で、非 常 に広 く、統 一 された交 通 事故 報 告 フォーマットが受 け入 れ られた 。地 方 の警 察局 な ど

はシ ステ ム が 作動 にな る前 にす で に ごの フ ォーマ ッ トを使 用 しは じめた程 で ある。

この シス テ ム の様 式 は簡単 な英 語 で あ り、 新 し く学 ん だ り、 覚え た りしなけ れば な らない よ

うな複 雑 な コ ー ドは 用 いてい な い。 も しそ の様式 が どん な もの か興 味 が あ るな らば 、 この新 し

い報 告 書の様 式 と警 察 官 に渡 さ れ る説 明書 の コ ピー をア メリ カ に帰 ってか らお送 りいた します。

〈異 な る 目的 のデ ータ ・ベ ース に 同 じ分 類 コ ー ドを使 うのは技 術 的 に可 能か 〉

私の 意見 で は技術 的 に可 能 で あ り、 可能 でない 理 由 は見 当 らない。 しか しもち ろん 、用 い る

コ ー ドに 関 し て一致 協 力 ・ 相互 承認 が必要 で ある こ とは 申す まで もない。

〈カ リフ ォル ニア のデ ータ ・バ ンク開 発 の基 本 は 何か 〉

この よ うな大 型 開発 プ ログ ラ ムの基 礎 は一 般 的 に は、 あ ま り効 率 よ くな か った が す でにそ の

よ うな機能 が 実行 され てい た とい うこ とであ る。 統 合 シス テ ム を開発 す る提 案は い つで も現在

の シス テ ムを改 良す る提案 に他 な らな か った。 改 良 には費用 が かか る が、 しか し長 期 的 にみ る

と経 済的 で ある、 とい うのは 、現 在 の手 計 算 よ りも安 いユ ニ ッ ト当 りの コス トで同 じ仕 事 が で

きる か らで あ る。 ま た 問題 が大 規模 で、重要 性 を帯 び て き た とき コ ン ピ ュー タの ス ピー ドを

用 い なけれ ば ど うに も解 決で きな い とい う よ うな ケ ース も よ くあ る。 例 えば ガ リフ ニル ニ アで

は2,000万 台 もの 自動 車 の車輌 登録 、lj400万 の 自動 車 免 許記録 の ような尾 大 な量 を維 持

更新 して い くには 、 ど うに も人間 の仕 事 で はす ま され ない ところま で きてい るので ある。・州政

府 の例 を あ げ る と、 州 が管 理 して いる教 職 員 退職 シス テ ム の記録 が あ るが、 これ らの記録 は2

年 も遅 れ て お り、 これ を 自動化 して、退 職時 には 口座 預 金 が どの程度 あるか の質 問 に対 し、2

年前 の記 録 を用 い ない よ う、 現在 の残 高 を答 え られ る よ う努 力 してい る。
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〈中井 氏 の質 問 に関 して〉

中井 氏 は数 多 くの 質問 をされ たが、 そ れ らは相 互 に何 らか 関係 してい るので 、そ れ らをま と

め て 一般的 な解 答 を し ます。 まず 企 業か らの抵 抗 を 克服 し、 一致 協 力 が長 期 的 には利 益 を もた

らす ものだ とい う こと を示 す のが一 番 重要 で あ る。 よ く他 の人 と協 力 して 、 自分 の や り方 を変

え 、 金 をつ ぎ込 んで 自分 に どん な利 益 があ るの か とい う声 を聞 く。 重要 な こと は長期 的 には協

力 か ら利 益 が得 られ る こ とを各組 織 に教 え るこ とで ある。 そ れに つ い て は共同(j.oint)と

い う技術 もある。 つ ま り各組 織 の個 々の 会議 でttNo"と 言 うのは簡単 で あるが 、 何人 もの 同

じ立場 の人 達 が各 組 織 か ら集 ま っ て会議 を開 くと、他 の人 が 駅まあい い だ ろ う""そ うしよう"

な ど とい うと一人 だけ"だ め だ"と は言 え な くなる もので あ り、少 し何 らか の圧 力 が かけ.られ

る の で ある。 最後 に実 際 の圧 力、 つ ま り経 済的 圧 力、 、法 的 圧 力な ど も あるが これ は最 も望 ま

し くない もの で ある。

〈複雑 な ソフ トウェア シス テ ム に対す るハ ー ドウエ アの信 頼性 につ い て〉

最 近 の ソ フ ト ウエア は 大変 に複雑 で あ り、ハ ー ドウエア の信頼 性 も非 常 に高 くな って きた 。

例 え ば、C・L・E・T.S・ シ ス テ ム で は大 型計 算機 を2台 ず つサ ク ラ メン ト と ロサ ンゼ ル スに

設 置 して お り、 この シ ス テ ム で、 ほ とん ど のコ ン ピュータ ー につ いて実 験 した と ころ 、通 常 の

検 査 時 の ダ ウン タ イム を除 く と、98～99%の 信 頼性 を もって作動 して い る こ とが わか った。

ま った く とい ってい い 程、 間違 い や ダ ウン タイム がな く、 スケ ジ ュ ール調 整 の 必要 もない。 我

々は 、2つ の方 法 で信 頼 性 を確 立 した。1つ にはコ ン ピ ュ ー タ 製造 会社 が 個 々の コ ン ピ ュー

タ の 信 頼 性 を 高 め 改 良 して きた こ と。 又、1つ に は、1週 間7日 、1日24時 間 のフル 操 業

の ため にバ ック ア ップ シス テム を採 用 した こ とで ある。 バ ック ア ップシ ステ ム は2台 の コン ピ

ュ ータ を 用 い てそ れ らを相互 接続 し、 も し第1の コ ン ピ ュ ー タ が ダ ウンす る と第2の コン

ピ ェ 一 夕 が そ の オペ レ ー シ ョン をす べ て引 き受 け るので あ るが、 ユ ーザ ーには全 く影 響 な く、

い つ交替 したのか は わ か らな い。 し か し、 信頼 性 を確保 す るの に第2の コ ン ピ ュ ー タ をた だ

また せ て おい て、そ れ に対 し高 い 金 を払 っ てい るの では な く、 第2の コ ン ピ ュ ー タ は通 常 は、

バ 。チ処 理で 、普通 のデ ータ処 理 、 報 告書 作成等 を行 な ってい る ので あ る。 し か し第1の コ ン

ピ ュ ー タ が ダ ウ ン した ら、これ らの作 業 をす べて 中止 して、第1の コ ン ピ ュ ー タ の仕事 を

始 めるの で あ る。 もう1つ の事 柄 につい て 意 見 を述 べ るが 、我 々は 計画 通 りに システ ム を作 動

させ る信 頼性 を も確 立 した。 そ れ は 前 も って設 計の 段 階で、 ボ リェ ーム 、 トラフ ィ ック、オ ペ

レ ーシ 。ン等 につい て シ ミ ュレ ー シ 。ン を行 な ったの であ る。 つま リコ ン ピ ュ 一 夕 と、周 辺

機 器 のす べ ての オペ レ ーテ ィン グ の特性 を含ん だ シ ミュレ ーシ ・ン の ソ フ トウエ ア を持 ってい

るので ある。 そ してボ リュ ーム、 トラ フ ィクフ ロ ー、 タ イム間隔等 を入 れ る とシス テ ム が実 際
一100一
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に作 動 した と き ど うな るか を シ ミ ュレー トす る ことが で きる ので あ る。 これ ら シ ミ ュレ ーシ.

ン に ょって、 コ ン ピ ュ ー タ の ス ピー ドとサイ ズ、 周 辺 機 器の ス ピー ドと台 数 に対 して我 々 の

計 画 が適 当 で あ るか判 断 す る こと が で きる。 そ し て、 シ ス テム が実 際 に作 動 を開始 した と き十

分 に取 扱 う能力 を もて る よ うに、ハ ー ドウエ アの計 画 を調整 で き る。 これ は大 変 に重 要 で ある。
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A.上 院 法 案 第959

'

●

1327章

これ はEDP関 係 及び その 費用 の充 当 のた めの 条例 で あ り、11700節 に始 ま る第7章 を政

府法律 の第2表 題 の第3部 、第1項 に 加 え る もの で ある。(1968年8月14日 州知 事 に よ り承

認 され 、1968年8月14日 に州 事務 局 の も とで整 理保 存 され る)

カ リフ ォル ニ ア州 人 民 は次 の ことを制定 す る。

第1節

第7章E.D.P

e

第1条 政 策

11700現 代 の 政府 に と って、 デ ー タ、 記 録、 情 報 、 トランザ ク シ ・ン等 を速 く、 効率 よ

く扱 い、 政 府 の各 役 員 が そ の任 務 と責任 を遂 行 す るに 際 して、 決定 を助 け るた め に、E.D.P

の技 術 は な ぐては な らない こ とを州議会 は認 め る。

E.D.Pと は、 シス テム解 析 、 シス テ ム設 計 、 デ ー タ変 換 、 コ ン ピ ュ ー タ プ ロ グ ラ ム 情
、

報 蓄 積 、 検 索 、デ ー タ 伝 送 ・.シ ス テ ム制御 、 シ ミ ュ レー シ ・ン等 、 コ ン ピ ュ ー タ 化 さ れ 又

は情報 の 自動 取 扱 を含 むプ ロセス と定 義 され る。 これ を効率 良 く、経 済 的 に使 うには 、広 範 囲 な

計 画 が 必要 で 、 それ は各 機 関 と政 府 の協 力、 充 分 な政 策、効 果 的 な実 行 、充 分 な マネ ージ メ ン ト

コ ン トロール 等 で あ る。

11701。 州 議 会 の意 図 と して

(a}政 府管 轄 内 で、E.D.Pシ ス テ ム、手 順 、技 術 等 を運 営す るた めの詳 細 な目的 と決 定 的 な

政 策 が あ る こ と

(b)州 議 会 で作 られた 政 策計 画 は、 州議 会 と地 方 議会 、 又 は連 邦議会 との相 互関 係 と衝 突 を認知

し、 これ らの 政 策計 画 が、 カ リフ ォル ニ ア市 民 の最 善 の利 益 を代表 す る もので あ る こと。

(c}州 議 会 内 にE.D.Pの 使 用 に対 す るマ スS－ プ ランが あ り、 それ は、 短期 ・長 期間 の必 要

な こ とを含 み、 常 に最 新 の もの にさ れる こ と

(d}マ ス タ ー プラ ンは 、E.D.P.設 備 の総 合 的 か つ最有 効的 使用 、E.D.Pシ ステ ム の実

際 の最 大 結 合 に対 す る用意 の あ る こ と。

つ ま り、必 要 な らサ ー ビス セ ンタ ーを設 立 して、 総 合 プ ラン には含 ま れ ない政 府機 関 に対 す

るE.D.P.サ ー ビス をす る こ と1

シ ス テム の適 度 な適 応性 とデ ータ ー情 報 の 互換 性 の保 証 の た めに標 準 にそ う こと;E.D.
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P.の ため政 府 の物 資 を、有 効 に経 済 的 に使 用 す るた めマ ネ ー ジメ ン トコ ン トロール を き ちん と

す るこ と。

(e)統 一総 合 の 目的は、 主題 の特定 の広範 囲 に関 す る情 報 を処 理 し与 え る よ うな有機 的 な情報 シ

ス テ ム を作 る こ とで あ る。

(f}こ の案 の窮極 目的 は、デ ー タ 蓄 積 、 情 報検 索 、 州 と地方 機 関 間 の情 報 交 換 が効率 よ く伝 え

る情報 シ ステ ムで あ る。

(g}こ の 条 約 を通 じて、正 当 な技 術 ・予 算 の承 認 ・機 関 に よる、 費用 、 使用 、必要 性 等 の 評価 の

後 に、特 定 の予 算認 知 の ない新 しい シス テ ム及 び係 員 は、州 議 会 は これ らを認 め な い。

(h}E.D.P.シ ス テ ムの使用 に関 す る効 果 の評価 と費用 分 担 に関 す る適 当 な基 準 を もうけ る

こと。

(i}最 少 の 費用 で 、 一時 に デ ー タを集 め 、vコ ー ドの重 複を最 少 に し、 情報 を 最 も使用 可能 にす

る こ とが 、法 で決 め られ てい る個 人 の プ ライバ シ ーの権 利 の保 護 のた め の情 報 の機 密性 を破 り、

又 累 を及 ぼ す こ とが ない こと。

、

●

幽

第2条E.D.P.に 関 す る 政 府 機 関 連 絡 委 員 会

11710。 これ か らE.D.P.に 関 す る州政 府 内機 関 を"board"と 呼 ぶ 。 そ れ は州 知

事により任命される・2人 のメンバー起 びその代 りの者より成り繍 省 資源省・保健厚生省・

農務省の各省か ら1人 ずつ、郡政府から3人 、市議会から3人 、教育区から2人 のそれぞれによ

って指 名さ れ た もの も含 む 。

郡議 員 は 、 カ リフ ォル ニア のC.S.A.に よ って指 名 され た候 補 の中 か ら選 ば れ る。 市議 員

は、 カ リフ ォル ニ ア市連 合 に ょ って指 名 された 中 か ら選ば れ る。 教 育 区代 表 の1人 は 、 カ リフ ォ

ル ニアA.S.A.の 指 名 の 中か ら、 残 りは カ リフaル ニアS.B.A.の 指 名候 補 の中か ら選

ば れ る。 各機 関 は代理 の 者 を持 つ ことが 必要 でそ の代 理の 者 は、 正規 の メンバ ーが不 在 の と きに

正 当 な メ ンバ 〒 と しての 権 限 を有 す 。

"board'は それ 自身の 議長 を選 ぶ。"board"の 各 委 員 は何 らの報 酬 を受 け ない が、 議

長 はそ の任 務 遂 行 のた め にそ れ 相 当 の手 当 を受 け る こ とも ある。

11711。ttboardnの 機能 と責 任。

{a)カ リフォル ニ ア州 の 政府 内情 報 シス テ ム(1.1.S.)の 目的 を設 定 。

(b)LLs.発 展 と維持vaeeす る、 協 力s同 作 業・ 任務 関係 ・ コス ト分 担等 の－lltlt政策 を

設定 。

(c)1.1.S.発 展 に関 して重 要 性 と時 系 列 の両 方 の意 味 に おい て ブ ラィ ォ リテ ィ ーをつ け る
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こ と。

(d)各 機 関 が1.1.S.に 対 す る州 全 対 の目的、 政 策計 画 を承 認 す る場 合 の方 法 を設 定。

(e)手 順 、 プ ログ ラム言 語、 コ ー ド等 の必 要最 少限 の統 一 性 の設 定 と実行 に よ り、 議 会 内の す べ

て に最 大 のサ ー ビス をす る情 報 シス テ ム内 での 情報 の 互換 性 を もたせ る こ と。

㈹ 個人 の秘 密、 情 報 の機 密 性 を保証 す る法 を与 え るパ

(9}1.1.S.で 起 る ことが 可能 な重 要 な問題 を もつ プ ログ ラム の計 画・.実行 に対 して・ 補助 金

の要 求 に対 す る検 討 と評 価 。

(h)LI.S.に 関 して、 この 州 内 で行 なわ れ る協 力的 ア プ ローチ を 許容 で き る程 、連 邦 基 準 は

融通 性 があ る ことを保 証 す るた め カ リフォル ニ ア にあ る公 的機 関 の利 益 を代 表す る。

(i)1.1.Sに 関 す る長 期 政 策、 プ ログ ラ ム、計 画 に関 して、州 知 事、 州議 会 に ア ドバ イス を

す る。

(j)州 。DP疎 類 会の設立し雄 府機関間の繍 交換に躍 を晒 して情 願 に関する検

討 と評 価。

11712。 ・Board・ は 、通 常 州議 会定 期 開 会中 、 州知事 と議 会 な らび に 自 らが代 表 す る

一 切 の機 関 に対 して年度 報告 をす る。報 告書 は 活動 、業 績、計 画 、 提案 を含 む もの で ある。

11713。"Board"は 次 の権 限 を持つ。

(a)11711節 で制 定 され て い る機 能 と責任 を充 分 に実 行 す る。

(b)州 知 事 に よる任 命 のた め、 書記 長 又 は、 必要 なス タ ッフを選 び 又推 せん す る。

(c)資 金 の受理 と 支 払 、 補助 金 の獲 得 と管理 、 先 にのべ たboardの 事業 を提進 ず る こと を 目

的 とす るサ ー ビス の契 約 を も含 む。.

(d}運 営 のた め必 要 なア ドバ イザ ー グル ープの 指名 。

(e)議 会 内 の機 関、vベ ル 間 で起 る調 停 で きな い衝 突 解決 の ため の諮 問 機関 とな る こ と『

∂
第3条 州EDP、 政 策 委 員 会

11720。 これ か ら州 凪DP.政 策委 員会 を単 に政 策委員 会(P・C・)と 呼 ぶ。

P.C.は 次 の メ ンバ ーか ら成 る。(・ ・・… 略 ・… ・・)

A.C.の 委 員長 は 、州 知 事 に ょ り、任 命 され る。 運 営 サ ー ビス 局長 は、P.C.のeXecu-

tivdsecretaryと して働 く。 州議 会 議員 は 自分 の本 来 の 職能 を犯 さない範 囲 に おい て・

P.C.に 参 加す る。

11721。P.C.の 機能 と責 任 。

(a)運 営 サ ー ビス 局 に よ り作 成 され 提 出 され た案 、 州 政 府に対 す るE.D.P.の 政 策、 手順 、

-107一



基 準 、有 効 使用 のマ ス ター プ ラ ン等 を調べ 受 理 す るか 又は 拒 否 す る。 そ の案 は 、州 政府 内の他

の機 関 の要 求 とか 提案 を考 慮 す る もρ でな けれ ば な らない。 又、P.Cの メン バ ーは、P.C.

全体 と しての考 え を提 案 す る こ と。

(b}州 知 事 と州議 会 に長 期 運 営 サ ー ビス計 画、 プ ログ ラム、 政 策 に対 して ア ドバ イ ス をす る。

(c)Boardに ょ り作 られ た1.1.Elに 対 す る政 策 を評 す る。

・(d)運 営サ ー ビス局 に よ り提 出さ れ た州 政 府内vatsけ るE .D.P.使 用 の有 効 性 の評 価 に関す る

レポー トに評 価 を下 す。

(e)通 常 州議 会 中 に州 知 事 、州 議 会 に 対 し活動 、提 案 の年度報 告 をす る。

第4条 管 理 サ ー ビ ス 部(O・M・S・)

11730。0.M.S.の 設置 は、1971、1月1日 ま では 州知 事 の 自由裁 量 の下 に あ り、

それ以 後 は、財務 局 の機 関 と なる。

O.MS.の メ ンバ ーは、 州知 事 指 名 の 局長、 代理 局 長 、 情報 科学 や 費用 の効 果 又、 シ ステ ム

設計 の専 門 家 の小 グル ニ ブで あ る。

11731。O.MS.の 機 能

(a)1969、6月30日 ま での 短期 マ ス タ ー プ ランの作 成 と、州 政 府 の た めのE.D.p.有 効

使 用 の長 期 マ ス タ ー プ ラ ンの作 成。

(b)E.DP.政 策、 手 順、 基 準 に関 し、P.C.に 勧告 をす る。

(c)州 政 府 で使 用 す る際 の 且D.P.の 効果 と成績(費 用 も含 む)を ひ き続 き評価 す る こと。

(d)情 報 シス テム と資料 プ ロセ ス に関 す る政 策 や計 画 に対 して、 州 へ の ア ドバ イザ ー と して務 め

る。

(e)Boardと 協 力 し、1.1.凪 の州 全体 の政 策 の作 成 に おい て助 力 す る。 又、O.MS・ と

Boardに より合 意 され た よ うに、Boa士dに 設備 、 サ ー ビス等 を与 え る。

1173『2。P.C.はO.MS.の 勧告 に よ り、契 約 で専 門相 談 員 を雇 う権 限 を持 つ。 -

11733。0,MS.の 操作 費用 は、 財政年 度 の費用 分配 に よ る。

第2項 。 こ こに この 条例 の 目的 のた め に、30,000$がGeneralFundか ら

Boardに 充 当 さ れた 。

第3項 。P.C.は1971、1月1日 を も ってそ れ を解 散 す る。
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B・ 州 情 報 シ ス テ ム 用 ナ シ ョナ ル ア ソ シ エ ー シ ョン の 機 構 条 例

ノ

第1条 名 称 と 目 的

この機 構 の 名称 は 、NAS.1.Sで あ り、 州政 府 協議 会 の 支部 で ある。 この会 の 目的 は、 政

府各 層 が面 す る応 範 囲 な社 会的 、 経 済的 問題 に対 す る情 報 シス テ ムの 関係 に関 与 し、 よ り良 い情

報 シス テム の研 究 と提案 、 デ ー タ ・プ ロセス の改革 に よって起 る プ ライバ シ ーの 侵害 の可 能性 に

注 目 し、 政 府 内 で のデ シ ジ ・ン メ ーキ ン グを効果 的 に す るため 、正 確 で、 時宣 に適 した完 全 な情

報 の使用 発 展 に関 与 す る。 また よ り効 果 的 な計 画 、機 構、 デ ータ 自動 処理設 備 と技 術 に関 与 し、

政府 間 の情報 シス テ ム技 術の 改良 を促進 す る。

第2条 メ ン バ ー シ ッ プ

Lレ ギ ュラ ー メン バ ー シ ップ;州 政 府協 議 会 に参与 す るア メ リカ各 州、 バ ージ ン諸 島、 グ アム、

サ モ ア、 プ エル ト リコ等 に与 え られ る。 これ か らレ ギ ュ ラ ーメ ンバ ーを"States"と 呼ぶ 。

各stateは 州議 の3つ の 支部 のそ れぞ れ か ら代表 され て、そ れ ら州内 での情報 シス テ ムの 調

整 に重 大 な責任 を持 つ。 この会 の存在 の永 続 の保 証 と して 、州 政府 協議 会 の情 報 システ ム委 員

会 の メ ンバ ーは そ れ ら各 州 を代表 す るグル ープ に含 まれ る。

2.ア ソシエ イ トメンバ ー シ ップ;こ れ は連 邦各 庁 、州 と地 方 の政 府高 官 の全国 的又 区域 的 な

機関 に与 え られ る。 ア ソ シエ イ トメンバ ーの 代表 は これ以 後与 え られな いか ぎり、 この会 に お

い て職 務 を持 つ 資格 は な レ㌔

3.来 賓;製 造 業 、相 談役 等 の代 表 で 、会議 に又 は委 員 会 の活 動 に傍 聴 者 と して参 加す る

メ ンバ ーで な い者 を も含 めて、 興 味 を もつ人 又 は各 機構 を、 この会 が招 く こ とを本 条令 の いか

な る事 項 も妨 げ る こ とは で きな い。

■

`

、

第3条 役 員

1.こ の会 の役 則 、President、President-EIect,1㎜ediatePast

Presidentか ら成 る。

2.Presidentは 会 議 に おい て議 長 の任務 を果 す。

3.各 年 度 会 議 にお い て、Presidentは そ の任 期 中 の年 度 にお け る活 動報 告 をす る。

4.・Presidentは 、 次 の委 員 の指 定 とそ の長 の任 命 をす る。

a.こ の機 構 条令 、 この会 また はそ の実行 委員 会 に よ り指定 され るで あろ う長期 委 員。・
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b.こ の会 の実 行委 員会 に よ り任 命 され る特 別委 員 。

5.Presidentは 実行 委 員会 の メ ンバ ーで あ り、(そ の会 の任 務 は 第4条 に明記 され て い る)

この委 員会 で議 事 を司 ど る。

6.Presidentの 任 期 は1membershipyearで 、 再 選 され ては な らず 、次 の者 が選

ば れ資 格 が与 え られ るま で の間 とす る が、但 し1membershipyear・ の 資 格 はl

President-EIectの 任 期 には適 用 せ ず、 前任 者 の任 期 の 終了 後 にPresident-

Electの 任 期 とな る。

7.Pre8identE]ect(P.E)P.Eは 、 実 行委 員会 の メンバ ーでVicepresident

(副 議長)と して の役 目 をも ち、President又 は、 実行 委 員会 に よって与 え られ た任 務 を

遂行 す る。Presidentが 、辞 職 又 は任 務 を果 せ な くな った時 そ の代理 と なる。 この場 合委

員 会 の残 りの メ ンバ ー の中 か ら、Vicepre8identを 任 命 す る。Presidentの 一時

的不 在 の 際 に もす べ て のPresidentの 権 限 と職能 をP.Eが 譲 りうけ る。P.Eは そ の任

期 に つづ く年 の あい だPresidentと しての任 務 に つ く。

8.PresidentEIectは 各 年 度会 議 の最後 に運 ばれ る。 この会 の初 年 度 に お いて 、

PresidentもPresidentEIectと 同様 に選 出 され る。

9.PresidentとPresident-Electは 必要 かつ望 まれ る委 員 会 また は機 構 にお い

て この 会 の代 表 と なる。

10.1㎜ediatePast-president任 雛Presidentは 、1㎜ediate

past-Presidontに 任 命 さ れ、 彼 の後任 者の任 期 終 了 ま でそ の任務 を遂 行 す る。

11.ImmediatePast-Presidintは 実 行 委員 会 の メ ンバ ーで あ る。

戸

第4条 実 行 委 員 会

1.こ の協会(As80ciation)の 実 行委 員 会 は、 次 の構 成 に よる。;President・

PressdentElect,ImmediatePast-Presidentと 第5条 に よって指定

された 区域 か らの各2名 の 代表 。 実行 委 員 会 で どの州 も1名 以 上 の地域 代表 者 は 出せ ない。 標

準委 員 会、 連邦 一州 一地 方 連 絡委 員 会、 研 究教 育委 員会 、 支部 内連 絡委 員 会 の各 委 員長 は実 行

委 員会 の有 職委 員 とな る。 実行 委 員 会 は1年 度 に少 くも1回 は召 集 され る。

そ の機 能 は、協 会 の運 営、 協 会 の活 動 の た め の相 談 、 助言 の体系 を組む こ と。書 記 局 の助 力 を

得 て協 会 の年度 会議 のた め充 分 なプ ログ ラム を組 み 提 出す る こと。

2実 行 委員 会 は、 会 員 の任 務 の設定 、 会費 の取 立 て、協 会 の 資金配 分 、協 会 人員 の 雇 用に対 す

る用意 を す る。
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3・ 実 行 委員 会 の委 員 は、通 常会 期 中 に 選ば れ、 任 期 は2年 、但 し、初 年 の地 方代 表 の 選 出は、

時期 が ず らされ、 そ の結果8人 の地 方 代表 の うち各地 方 出 身の一 名 が2年 間 選 ばれ る。 初年 度

に 選ば れた 地 方代表 は く じで、 そ の任 期 が 一年 か叉 は2年 にな るか決 め られ る。

4.実 行 委 員 会 委 員の任 期 は各 年 度会 議 の 最 終休 会 期 間か ら計算 され る。

そ して任 期 の終 了 と後任 者 の 選 出 、有 資格 時 ま で任期 を遂行 す る。 実行 委員 会 の空 席 は、

(President,Pre8ident-Electを 除 く)残 りの委 員 の手 紙 又 は 電話 に よる選挙

に よる是認 を条件 としてPresidentが うめ る。

5.実 行 委員 会 の会 合 の定員 数 は そ の メ ンバ ー の過 半 数 で ある。

第5条 委 員

1.次 の常 備 委員 と委員長 はPresidentに よって任 命 され る。

a.推 薦 委 員 と委 員長

b.決 議委員 と委 員長

c.連 邦一 州一 地 方連 絡委 員 と委 員 長

d.支 部 内連 絡 委 員 と委 員 長'

e.研 究 教 育委 員 と委員 長

2.上 述 の常備 委 員 の メン バ ーは次 の もの で あ る。

a.推 薦 委員 会 はPresidentEIect,各 地 方代 表2人 でその 内1人 だけ が実 行 委員 会

メン バ ーで あ る こ とが で きる。 各 州 は一 人以 上 の代表 を送 る こ とがで き ない。

b.決 議 委員 会 は7人 か ら成 り、 年 度 会議 で務 め る。 実 行 可能範 囲 で、 そ の委 員 は 一般 に は4

つ の指 定 され た地 方 の代 表 で あ る こと。

c.連 邦一 州 一地 方 連 絡会 は、regularmemberの 少 な くと も9入 の代 表 か ら成 る。 実

施可 能 範 囲 で、 そ の メンバ ー は4つ の指 定 され た地 方か らの代 表 であ る こ と。

d.支 部 間連 絡会 はregularmemberの 少 な くと も9人 の代 表 か ら成 る。 実 行 可 能範 囲

で、 そ の メ ンバ ーは 州政 府 の行 政 部、 立 法 部 、 司法 部 の代 表 であ る こと。

e.研 究 教育 会 は、regularmemberの 少 な くとも7人 の代表 よb成 る。

f.標 準委 員 会 はreguIarmemberの 少 な く とも7人 の代 表 より成 る。

3.Associatememberは この 条項 の1cか ら1fに 列挙 され た 常備 委 員 に指 令 され うる

が 、 これ らの委員 長 に な る資格 は ない。

4.各 委員 会の メ ンバ ー とそ の委員 長 は、 協 会 の通 常会 議 に よって任命 され た時 か ら、 次の 通 常

会 議 ま で又 後継 者 が任 命 され るま で を もって そ の任期 とす る。
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第6条 会 議'

1.年 度会 議 、 年1度会議 は実 行委 員 会 の指 定 した 日時 、場 所 に おい て開 かれ る。 実行 委 員会 は

そ の メ ンバ_が 選 ばれ た後 の2回 の年 度会 議 の1方 又 は 両 方 に つい て・ そ の よ うな指定 をす る

権 限 を持 つ。 年 度 会議 か ら次の 年度 会 議 ま での期 間 を"1memb』ershipyear"と 呼 ふ

2.特 別 会議。 特 別 会議 は、 実 行 委員 か又 は、 協 会 のreguIarmemberの 少 な くと も

10人 の 文書 に よる要 求 に よ り開 かれ る。 書 記 局 は特 別 会 議 の 開催 を少kく と も14日 前 か ら

すべ て のreguIa・rmemberに 知 らせ る こ と。

3.選 挙 。 年 度会 議 、 特 別 会議 にお いて各regularmemberstateは1票 を投 じ る

資格 を有 ナ る。各memberstateの 投 票 の方 式 決 定 につ い て は・各stateの 代表 者 達 に

そ の義 務 が ある。 郵 便 に よる投 票 は 次 の場 合に のみ許 され る。 つ ま り・提 出 され る票 に

member8tateの 正 当 に認 可 された 代表 者 の署 名 があ り、 そ してgeneralmember-

shipの 投 票 時 間 の24時 間前 にPresidentに よ り受 理 され た場 合 で あ る。

4.Associatememberは 、協 会 の議 事に は投 票 権 は な い。

5.年 度 会議 、 特 別 会 議 の事 務 取 扱 につ い ての定 員数 は ・regularmembe「stateの

少な くとも%の 代表者からなること.

、

芦

第7条 地 方 組 織

協 会会 員 は 、4つ の地 方 団体 に分け られ る。

東地 区 の団 体 は 、Connectidut,Maine・Mas8achusetts,NewHampshi「e・

N・wJ…ey,N・wY・rk・P・ …yl・ ・nia・Rh・d・1・1・nd・Ve「mont・Pue「lo

Rico,とvirginIsIandsの メン バ ーか らな る。

中西 部 地 区 の 団 体 は 、IlIinois,Indiana,Iowa・Kansas・Michigam・Minne-

,。t。,Mi。 。。u。i,N・ ・b・a・k・,N・ ・thD・k・t・ ・Ohi・rS・uthD・k・taと

wisconsinの メ ン バtか らな る。

南 部 地 区 の 団 体 は 、AIabama・Arkahsas・Delaware・Flo「ida・Geo「gla・

K。nt。 。ky,L・ ・i・i・n・,M・ ・yland・Mi・ ・i・・sipPiN・rthC…Iin"・

OkIahoma.SouthCoroIina・Jennessee・Fexas・Virginia・ とWest

virgin 、iaの メ ン バ ー か ら な る。

西 部 地 区 の 団 体 は 、Alaska,Arizona.CaIiformia・Colordao・Hqwa11'

Id。h。,M・nt・ …N・vad・,N・wMr・i・ ・,Oreg・nUt・h・W・ ・hinaton・

Wyoming,AmericanSamoaとCuamの メ ン バ ー か ら な る。
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第8条 書 記 局

州政府協議会は協会の書記局である。それは協会の公式記録を保存する。

会議の通告、正規の会員が要求するデータの送達、実行委員会によって許された研究、 レポート

の実施または作成。

●

第9条 修 正

・.の繊 条令 とそ の修 正 は 、m・mber…t・ の%以 上 の投ecva・ り、 願 会 謙 於 て・

採用、 変更 、修 正 、付 加 又 は 、撤 回 され る。 組 織 条令 の改 訂案 の通 告 は、 書記 局 に よ り採凧 変

更、修 正、 付 加又 は撤 回 のた めの投 票 の14日 以 前 に全membershipに 与 え られ る。

■

、
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州政 府用 州情 報 システム政策

州政 府協議会 情報 システム委員会 勧告

州政 府用 情報 シス テ ム は、正 確 か つ総括 的 な情 報 の発 見、取 得 、 組 立 て評 価(検 閲で は ない)

と配 布 の総 合 的 方 策で ある。 主 目的 は、名 政 府機 関(立 法、 行 政、 司法)が 決 定 を下 す た めの事

実 を与 え、 そ の事 実 の 解釈 を容 易 にす る こ とに あ る。 シス テ ムは、 い ろ いろ の方法 を用 い て、情

報 の認 知 、 蓄積 、 編成 、検 索 、 再 製、 送 達を し、 これ らの 目的の た め に、 コア メモ リー、図 書 館

記録 収 集、 マ イク ロフ ィル ム、 電 子通 信 、 電送 写真 レコー ド等 を用 い る。

州情 報 シス テ ムの総 合指 導 の責 任 は、政 府 の名 支部 に対 し、 中央 参謀 本 部 に あ る。 実 際の 仕事

の 実行 は、 州 政 府 の各 層 に部 分 的又 は 完 全 に分 担 され る。

政 府名層 間 の デ ータ、 文 献 の流 れ は、連 邦、 州、 地方 の各層 で用 い られ る情 報 シス テ ム間で、

融 通適 合性 が あ る こ とが 必要 で あ る。 各 州 は、 それ ぞ れ の地理 的 、政 治 的立 場 が あ るた め、情報

シス テ ム の調 整 にお い て リー ダ ー シ ップ を とる ことが必要 で ある。 このた め各 州 は、 で きれば各

委 員 会 や評議 会 を通 じて地 方政 府 とよ く話 合 をす るべ きで ある。 同様 に、州 同志 も協 力 を して、

連 邦政 府 の助 け をか りて、 州 一連 邦 間 の情 報 システ ムの 融通適 合性 を はか る よ うに尽 力 す る・

市 、地域 、 州、 連 邦 の各 政 府 の代 表 は協 力 して・ 情報 システ ム内 で用 い られ る用語 につい ての

基 準 、 使用法 、 定義 を決 め る こと。

法律 の適 正 な手続 きが認 め る場 合 を除 い て、 値入 の私 生活 と情 報 の機 密性 は・ 犯 された りしな

い。 情 報 シス テ ムは 、 この原 理 に の っ と り構 成 され るべ きで ある。

、

'
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ρ.
・¶r' 仏 心

Preparedbythe

CALIFORNIACRIME

TECHNOLOGICAL

RESEARCHFOUNDATION
C自 動 犯 罪 情 報 通 信 シ ス テ ム

管 轄
ト

名

ク

ム

㍍

テ

ロ

ス

プ

シ

MULT[[STATESY8TEM

法律施行部

National

犯罪歴史

解析検 索
システム

(SEARCH)

法律 施行

テ レタイプ
システム

(LETS)

STATEWIDESYSTEMS

6■atWeste'西 部 テ レ タイ

mstatesプ 網 シス テ ム

(MNTS)

資 金 源

LEAA

Each

state

関係部局

Arizona

Oalfornia

Connecticut

Florida

A匂lyiand

Michigan

Minnesota

NewYork

Texas

ashi㎎ton

AllStates

except

Hヨwaiand

Alaska'

6Far鴨sten

states

フ ァ イ ル

又は

情報 のタイプ

1.eriminat
'History

2.Statistics

定期報告の送
達、受理、転

送

概 要.

模範的犯罪裁判情 報
シぞテムの開発 で、

それは'

L犯 罪 者歴の ファイ

ルの州 内オ ンライン

互換 可能性の威示

2.コ ン ピュ一夕ーイ

された処理本位 の

計シス テムの設計 と

威示

州 間 では州連邦間の5

罪 活動 に関す る情報の

互換性の ある法律施

通 信システ ム。
カ リフォルニア も8

の地域 の1つ に含 ま

れる。

カ リフ ォル ニ ア と極

部 の5州 とが100W

の割 で通 信 で きる

テ レ タ イ プで 結ば れ

る。 カ リフ ォル ニ ア

メ ッセ ー ジ ・セ ン タ
ー はサ ク ラ メ ン トに

あ りCLETSリ レ
ー ステ ー シ ョン と関

連 を もつ。

存続期間

18故)nths .

t301969

to

311970

見積年操業
予算(製作)

2520K

(beve1・P

me・tal)

他 のシステム との
相 似 点

MSimit∂rsyst㎝

exists

1

INTERFAOES

WITH

TenProject

States(7

statesonline

CO叩dterto

computerint

er)

InCalfornia

弓yst㎝will

probarly

inte「-face

withJIS

アクセス 法

In(㎏lifornia

probablyon

linethrough

LETS

Teletype

Teletype
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管 轄
プ ロ ジ ェク ト

又 は.

シ ス テ ム 名

資 金 源 関係部局

フ ァ イ ル

又は

情報の タイ プ

概 要 存続 期限
見積年操業
予算(製 作)

他 のシステム との

相.続 点

INTERFACES

WITH

.

アクセス法

STATEWIDE

司 法 部

SYSTEMS

カ リフォルニ

ア法律施行

通信 システム

(CLETS)

State 全市

地域、州法律

施行部

Spendings

Recievinga㎡

勘itchingof

A"points

BulIetins,

AreaBUIle-

tinsDirected

CLETSは 、1931

年 に 設置 され た現 在

の テ レ タ イ プ ・シ ス

テ ム に取 っ てか わ る

通 信 シス テ ムで あ り、

コ ン ピュ ータは4つ

の タ イム シ ェアの も

(1956) 1953K NCIC

SEARCH・

CJIS

Autostatis

AMIS

Teletypと

(P。inUOP・i-

・・)一 ・㍑ ㌘ 惚 芸
一

↓

.

ロス ア ンゼ ル ス に あ
.

る。)メ ・セ ージ転

送をする。各 転送セ
ン タ ーで は第1の コ

ン ピュ ー タオ ン ライ

ン で第2の コ ン ビ ュ
一夕 はバ ック ア ップ

で ス タン バ イ。 第2

の コン ピ ュ ータ は転
`

送 コン ピ ュ ータ を監

祝 しメ ・セージの記

レ 録 を と り・ メ ・セ ー

ジの繁度統計 をとり

第1コ ン ピ ュー タの

Dapartment

ofJustice

司法裁判情報

システ ム

(CJIS)

State 全州

地域、地方司

法裁判部

1.犯 罪歴記

録

2.指 名手配

ダウンに備え る。

CJISは 使用者

(July1972) 1800K

(脱ve10P

mental)

CJLSは 州、地方

共通の要 素を含む

NCIC

AMIS

AutoStatis

α吐i㎎ran-

d㎝access

through

Califomia

人 フ ァイ ル の要求本位の全州犯 Law

3.青 少年犯 罪情報 システムを開 &forc㎝ent

罪記録 発す る。各 種のフ ァ Tetec㎝munト

4.銃 砲 ・盗 イル はOLETSを 通 cati㎝System

品 ・麻 薬 ・ じて遠隔端末装置で
'(CLETS)

コ ン ト ロ ー 参照する。
ル フ ァイル

、

「」 、
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管 轄
プ ロ ジ 。.ク ト

又 は
シ ス テ ム 名

資 金 源 関 係 部 局
77イ ル

又は

情報のタイプ

概 要 存 続期 限 見積4酬!業予卸
.(聯)

他 のシステム との
相 似 点

lNT8Ml'AOH8
Wlml アクセぷ 法

,一 一 一. ■ 一 直 －

Dep釦rtm訓t Au1㎝ 冶lod 8t8te Pollco,O。ur" 1.Molor ThoAut㎝ 川odぬ 冊・ (1971) No1 AMI8は 初 め は N`)10 OL柳 島
o「Motor 愉n`」9㎝ 噌nt Othor8toto Vohldo 9αn加tlnr。r抽`lon A聞lloblo 中央情報 システ ムの Au{088副8
Vohicl" 1r1'or↑mtlon Ag"clo6 R叩i別 聞一 砂8t刷 は身分証明、 7プ イ ル を ロ ピーナ ω1θ

出8t㎝ 日on 照 合'シ ス テ ムの1ロ 。 るζとだろ う。 従い、
〈AMS) 2,Drl関r 3億 の無策為抽出の 火肱 川(省)で も

Moon80 記録を保ナるレ 改 9て い る。 オン,イ

正 ナ る。 . ンアク セスのフ'イ

ル を地方1、K省)ではも

はや『,停必要 はない。

Hlぼh棚y 州盗難照会 8t白te

、

PoUc6 StolonVohi一 カ リフ ォルニア州 と (細ll,1965) 1035κ 自動車盗難情報の中 NOIo (XIl-inoOCCO－

palrol システム cl61nfoma■ その近辺の州におけ 央肖〆柚 センターは、 AMI8 酋Hlhrough

(Aulo一 tion る盗難取噺 と、国立 地方のフ γイル と似 Ul,ト】T8

S巳tl8) 卑輔盗難川で扱われ ているか もしれない。
る盗難に ついての中 .

央蓄積の情報を与え
る。 又 司法馬 と犯 罪

情報 センター間のメ
` ツセ ージ 転 送。

青少年更生局 Oorrec1ional N8tion日1 YouthAutho一 1.088e伐3i8一 青少年更生局の情報 6Year88ta一 96K ロサ ンゼル ス地城司 Nore81time
防ci8ion8 in8t"ut6 rlty. ionInforma 要求を満たす。 自己 rt8ept19田 (t畑vel。P 法情報システペ 犯 8y8ユ.m4t
Infom8tion ofMent●1 Oonecti㎝.. Uonin 評価ので きる情報 シ O。mpl6ti。n mental) 邪裁判情報 コン ト回 pre8加1bu`
prolect 1缶a"h α)rrection ステムの開発。そ し M白洗1971 一ル

、 プ ロ ジ ェク ト rcmo`e`er一

(ODIP) Proc688 てその主力は次にそ 等の ケース次第の手 m▲ 呵18cce●8

2.岱eaぬ 爪 そがれる。 順 も含む。 脳y愉"`i－

'

Pr。gr㎝D8胆 1・ 犯 罪者の更生過

程 で起 ζるケース

サ ーチの フォーマ ッ

トに似 た犯罪史 も含

`u`ed硫eo

8y61㎝i6

デシジ ・ン むカ`、 ケ ース 、 ク ー oρ■ra`io崎1

2.更 生 プログラム ス デ シ ジ ・ン、 更iE

の管 理 ・ プログ ラムは、他 の
3・ 研究機能 システムに ないほ ど

深 くほ りさげた もの

で ある。
.

、

レ

.
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プロジェク ト

管 轄 叉は
シ ス テ ム 名

資 金 源 関係 部 局
フ ァ イ ル

叉は
情報の タイプ

概 要 存続 期 限 見積年操業
予算(製作)

他の システ ムとの
相 似 点

INTERFACES

WITH
アクセス法

MULTI cqUNTYSY卿

Alamada Police Alamada アラメグ保安 手配、 逮捕 逮捕デ ータの捜入、 (1964) 350K' リバ ーサイ ド逮捕シ NCIC Onlinefrαn

Comty Informtion Comty 部 とBay フ ァイル 検索、書換、 削除、 ス テ ム 、 ロス警 察 局 CIlS remote

Network Area施 法 局 BayAreaの93 サ ン デ ィエ ゴと ベ ン AutoStatis
、

tem弧nals

の全施法 肩か らのオ チ ュラ逮捕システム AMIS

ンラインの質問 可能。 に似 ている。

フ ァイル は ラ イ セ ン

、 ■
スと名前に より順列

ずげ られてい る。

Aut・-Stati・ と抱

き合わせで盗難車輌
の情報 を配布す る。

OOUNTYSYSTEMS

LosAngeles Optimum Los4㎎eles 保安 局、 しか 文 献、写真 、 遠隔 ビデオ端末 より start噛rch 960K カ リ フ ォル ニ ア で唯 On-|ine

Shel・ifr,S }tecords County 最終的には全 グラフの大量 アク セス し、紙又 は 1969. Totalcos1 一
。2つ の連 邦 局 と from

`)汀icc Automation 地 区の裁判 シ 蓄積 と検察。 displayで 情 報 を 渡 Operationa∫ approxima カナグ連 邦警察が同 rqmote

rorUourts ステム と市警 補 助文献。 す"ビ デオ情報 シス PhaseI tely じ よ うな シ ス テ ム を terminaIs

andLaw 察 局を も含む 逮捕者身分轡 テ ム"で あ る。 April1971. 10milIion 注文 している。

ト】n「orcement 類' コ ン ピ ュ ー タ が ビ Phase皿 (Deve∫ ・P

(O}し 、CLE) 人相書 デ オ テ ープ を捜 し、・ Sept1971. 祀ntal)

処罪轡 そ れ を ア ウ トプ ッ ト Tota∫Iy

捜索者報告 装置 に写す。 Operational

監 獄§}類 1972.

指 紋 ファイル

LosAngel・ づs 1礼egional Los 全地区刑法シ
'3つ の刑犯 罪 ロサ ンゼルス地 区に 18Months 727K' 完成 した時 には、他 N(月u On叫ine

Sheti「f,s Juslice Angeles ステ ムは地区 情報 システム 必要な情報のシステ StaパMay DevelOP の刑犯罪情報 システ Au10s1a(is ∫romr〔 酒X)te

office IIハformation County の全警察を含 を含 む。 ム解析 で、地区全体 1970、 mentaI ム に相 似点 があるだ AMIS 1ermi口lS

System む 。 の集中的情 報システ ろ う。 andtelelype

(RJIs) OlもACLE ムで逮補状 も含 む。 サ ンタク ララ地区 の

(068) JusticeData フ ァイ ル は シス テ ム シス テム、サ ンフ ラン

Syst⑳Auto一 に入れ られる と地方 シスコ旋法情報 シス

n田ted輪nt 施法局か らアクセス テ ム、 ロン グ ビーチ

Warr訓1(See
ん き る。 公共安全システムと

LosAngeles CJIS等 で あ る。

P・liceDept)

.

、 」 、
→ 冨

ダ
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管 轄

プ ロジ ∫ク ト

叉 は
シ ス テ ム 名

資 金 泪 関係 部 局
フ ァ イ ル

叉は
情報 のタイプ

概 要 存続 期 限
見積年操業
予算(製作)

他 のシステ ムとの
相 似 点

INT田LFA〔 出S

WITIi
アクセス法

1・りsAngeks

shc∫'ifPs

Ofrice

Jus(iccD《1tη

Syslcm

Los

Alngcles

Couity

保安局は地方

司法部 と旋法
局と警察局を

含む。

ケース ・フオロイ

ン グ ・シ ステ

ム

1.逮 補記 入

地区 全体の集積 情報

シス テムで、オ リジ

ナルケ ースのみ フ ァ

イルで きる。全 ロサ

StartJuly

1970

、

2000K

(Opcrati《 川al

andDeve10P

mental)

CTIS、 サ ンタ ク ラ

ラ(門ISプ ロ ジ ェク

ト向 き シ ス テ ム に似

て い る。

AutoStatls

CJIS

NUIc

SEARGH

On-liIleff`)m

rcmO1ビlcr-

milMls二}rld

lclelypc

監獄情報 ンゼルス地区の 描法

2.管 理情報 局か らインプ ットで

3.統 計 き る。

4.裁 判 折U程

s:`nl▲cm:1-

rd川 《}

county

M《,dcl

Juslice

Adll1川isト

1・と11i川 】

bfOI.1八 白 《川

Systcm

PrOP・sed

tl)I」 臨≧AA

高等、市裁判

所、警察、保

護監察 局、地
方検事局、公

民保護局

5交 通違反者

6.MscFilc

1.逮 補 状

2.裁 判所 日程

3.交 通rl誌

地区手法管理機 能を

示 す。その機能 には

事件 の日程組み、 記

録処理、情報取 扱、

管理報告が ある。
こ如 は地方 レベルの

24Months 750K

(Devel・p

men副)

転写性 かあるのが特

徴 ロサンゼルス発
電所、サ ンタク ララ

CIUJ、 サン フラン

シスコ施法情報 シス

テム に似 てい るフ ァ

sEARCH

NCIC

CIS

Auto-St:Rtis

AMIS・

Oll-Iil}cforln

remole

teletype

4.犯 罪 史 情報 システムに似せた イル が あ る。

全国的 なモデル であ

る 。

Orange

Cou``ty

Sheriff

On-hllc

Ora`1ge

Uoullly(.lenll

こfl

oc(u

a`ld

Or川ge

eounty

Poいce

Dislrict

A日orney

O。untyClerk

PersonaI

Identifica

tion&S㎜ ～ド

rybf(万nlra一

オ レンジ地 区の 青少

年の索引ずけのコン

ピュータ ー化。

青 少年の取扱時 間を

12Months

(July1970)

45K

(DevelOP
mental)

この ような青少年 の

デー ターのオ ン ライ

ンシステムは他 に例

を見ない。

orいllcfrom

remoteler-

m川alsol

teldype

Ju、enilc M皿icipal ctswith へ ら し、統計報 告書

[・de・(088) Uour1S Juvenies` を提 出。

青少年が18才 に な
るとフ ァイル は破棄

され る。

SanDlcgo

County

Feasibility

Studyfol・c

Ccntl・al}《ec-

ordsSystem

(0108)

occJ

チ11)d

SanDicgo

OOUnty

Probably

Wouldinclude

LocalLaw

Enfor時1It

Agcncies

Probablyall

Standard

PoliceFiles

サンディエゴにお・ける

地区全体の刑犯罪 の

集積情報 の実行体 を

研究す るための もの

で、実行のための計

画と開発

8Months 35K
(DevelOP
mental)

多 くの地区 でも見 ら一
れる。ア ーターフ ァ

イルの中味は州 と協

力 しえない ものは
CJISと 重複する。

この研究 か らで きる

システ ムはサンフ ラ
ン シス コ、 ウ ォル ナ

ッ トク リ ーク 、 サ ン

ク ララ地区のシステ
・

ムに似てい る。
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管 轄 、

プ ロジ ェク ト
又は

シス テ ム 名
資 金 源 関 係部 局

フ7イ ル

又は
情報 のタ イプ

概 要 存続 期 限
見積年操業
予算(製作)

他 のシステム との
相 似 点

INTERFACEβ

WITH アクセス法

Orange M"icipal CCOJ
」

C卯nty Oourt (Pending) Police LTrafic 5つ のオレンジ管轄 24Months 276K 考 え 方 はCJIS、l」1N On-line

AUt㎝ated Cou目s Citatio∫1s 地区の交通違反招換 (Deve[OP 等に似 てい る。違反 fr㎝remole

P口cedures

Project

2.臨ilur障to

Appear

状 のコンピュータ ー

処理化 アクセス をオ
mental) 招換の中味がサ ンタ

ク ララ等のに似 てい
$

teminelS

(0122) Wオrrants
ンライン化す る。 る。

San佃clara Criminal COOJ Pdice Person_case 地区集積刑犯罪情報 48Months 1331K 個人の特 徴を記す フ SEARCH On-line

Oounty Justice (Pending) Probation
、

1nformatiun シ ステ ム で あ り、 ケ (Dev図op オ ーマ ッ トが ウ ォル NCIC from

Information

Control

((UIC)

(0151)

Courts

Dis出ct

AUorney

Public

Defender

atallstages

ofcounty

crimi舶l

Justice

system

一ス向 き情報を部局

内 の操業に集中 して
いる。地区の全刑犯

罪 局が システムの設

計開発に参加 してい

る。

mental) ナ ・トク リークと互

換性 をもたせ るため

改 良された.あ る部

分 は、 ロサンゼルス登

記所、オ レンジ地区

OJIS

CDIP

Auto-statis

PIN

AMIS

remote

temi∫lalS

青少年索引、122

オ レンジ地区 と市裁

判 所 プ ロ ジ ェク ト、

サンデ ィエゴ地 区シ

ステ ムに似ている

.

、 、
,4L

φ
8
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、、、ク ト フ ァ イ ル

管 理 又は
シ ス テ ム 名

資 金 源 関係 部 局 叉は

情 報のタイプ
概 要 存続 期限

見積年操業
予算(製作)

他の システ ムとの
相 似 点

INTERFACES

WITIl
アク セス法

;

Vl,ntura

Cuunty

W川t

W～オrr二▲1"

Sys1むm

Ven知ra

O《川nly

sheriffもoff-

lce

Marshdl'

1.Wal"

Warral】t

すべての手配書は保
安官の下に中央装置
に物理的には置かれ

PhaseI

started

Februa[y19和

ロ サ ン ゼ ル ス 、 リバ

ー サ イ ド
、 サ ン デ イ

,、ゴ 、W∂rtWrrart

NCIC

SEAR口I

UJIS

Ol1-|i`}e

from

l「㎝]ote

M画Cipal

Sロperior

Courts

AIICity

2.Central

Booking
てい る。 これ は24

時間営業 で、遠隔端

末か らアクセス し、

要求 に より自動的 に

OPerali・nal

Nov㎝berl970

Phase∬

scheduled

Sy・1emと 川Nに 似

て い る。 フ レ ース 皿

は、 サ ン タ ク ララ

CJIUシ ス テ ム、 ロ

AMIS

Aut《)StltUs

LosAngeles

WartWarr一

ter'mi`1刀lof

telelype

Pollce

Deparl耽nts

コ ン ピュ ータ を送

る。使用者は使用2

startSept

1970

サ ン ゼ ル ス1翻 】S、

カ ンベ ル ナデ ィ ー ノ

ant

時間前に保安官に連 計`1∫iと同 様 の 要素 を

給す ること。手配書 もつ。

は 出され るとフ ラツ

グが立つ。 記入 は始

め2の ものりみ オン

ラインズで新 しいフ

アイ ル を作 る。

フ レ ーズ 】1は;フ ィ
一ル ドイ ン タ ビ ュー

裁判所 日程組立て.

6藩 員選出、経営報

告、判決報告、 プロ
クラム評価

Riveiside

sherifPs

office

Riverside

COunly

lLapi了l

warrant

System

(RCORapld)

1↓iverside

U`川ty

Sheriff,Soffi{£

AllPoiice

Departments

1.Want

W∂rrant

2.Crlme

Reports

名前、 身体特 徴、車

軸免許 、オペレ ータ
ー免許、社会保証 番

号に よってアクセス
できる。 オンライン

逮捕 システムであ る。

(May1967) 20K BayAreaPIN、 ロサ

ン ゼ ル ス 、 サ ン デ ィ

エゴ 、 ベ ンチ ュ ラ各

地 区 の 噛 川 鳩rm・ ・1

シ ス テ ム に似 て い る。

On-linc

frorn

r㎝orユ

termin∂ls

and巳eletyr£

令状 は中央 に貯 え ら

れ、テレタイプの抄

録が遠隔端末に送 ら
れ る。
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管 轄

プ ロ ジ ェク ト

叉 は
シ ス テ ム 名

資 金 源 関係 部 局
フ ァ イ ル

又は

情報のタイプ

「

概 要 存続 期 限
見積年操業
予算(製作)

他 のシステ ム との
相 似 点

INTERFACES
WITH アクセス法

policeand

SanDiego

Sheriffe

office

JailBooking

System

SanDiego

County

Sheriff Bookingand

JailFiIes

全地 区の中央監獄の

情報 記述 を含 む。 記
入手続 のすべての段

階 の全フ ォームをプ

(late1970) 95K

(DevelOP
_mental)

ロサ ンゼルス司法情

報 システムと サ ン
タクララ地区 プロジ
ェ ク トに似 てい る。

On-linefrom

remote

terminalS
'

リ ン トす る。 ユ ーザ
一は チ ュ ーブ をデ ィ

スプ レイ して記入書

を コン ピ ュ ータ ーに

入れ ることを知 らせ

る。 ■

COUNTY

Countyof

SanDiego

SYSTEMS、

pnor

Traffic

Violdtions

SanDiege

Oounty

Municipal

Oourtand

AnPolice

Traffic

warrantsand

Traffic

市裁判用にすべての

交通違反召換状が処

理 される。又召換状

Start1967 400K
150K

(avelop

オ レンジ地 区の自動

処理 システ ムと他 の

同様の システムに似

BatchI叩ut

Departments Violations のための罰金計算 と －ment・1) てい る。

andSheriffs' 義務 を果 してない召

Office 嚢状に対する令状を
作 る。

W犯LTI OITY

次 の 市 の 組 合

theSan

(LbrieiValト

cyArcadia

G山rcmont

cりvina

SanGabriel

Valley

MunicipaI

DataSystem

PaticiPa←

ingcities

andCarne-

gieFound

ation

AllCitypoli。e

Departments

inConsortium

Police

Statislics

Sal】GabrielVaロ ー

e翼)13の 市 が協 力

して協 同 郊外 情 報 シ

ス テ ム を作 って い る。

シス テ ム は主 と して

Mlsだ が 一般 会 計、

27months

StartOct

1968(Opera-

tionalby

Ja醐ry1971)

558K

(DeverOP-

me・t・1)

総括的 システ ムのた

めの協力体制は独特

だが、PINシ ステ
ムに も同 様の協力体

制が ある。

出動予想 のための統

On-Iine

fromr㎝X)te

terminal

Ulc【ldora 使用会計、 警察統 計 計報 告はL顕EHAS

L了lPuents とその会計 をも含む6 に似ている。

M`川rOVIa
1 警察統計は主 として、

Mr川1(;hir 統計報告、出動情報

M【川1むrey 、
であ り、 前日の間に

Pこlrk 起 った事件 に基づい

01山lrio ている。各地区 と州

Pイ川 《川a との重複をさけ るよ

S川Dimas う努力が なされ てい

Sirr・lpepta る。

M:1die

Wcstminster
r

、 ノ咋 ●
ダ
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管 轄
プ ロ ジ ェク ト

叉 は
シ ス テ ム 名

資 金 源 関係 部 局

フ ァ イ ル

又は

情報 のタイプ

概 要 存続 期 限
見積年操業
予算(製作)

他 のシステム との

相 似 点

INTトnもFACES

WITIl
アクセス法

CITY SYSTHMS

Ll川gBe∂ch pub}icS訂ety

System

IIUDand

8Fedela[

Police'

Fire

決定 される こ

とに なってい

経営向 きの典型的デ
ータ ・ベ ースの情報

24Mohths,

startApril

1000000

(1}三velOP

他のセン ターへの転

写性は独特。 似た よ

AMIS

NClC

oll-Iinc司th

r㎝ote

AgOハcies CivilDefen一 るが多分、交 システムで、市当局 1970
－me・1・1)

うなフ ァイ ル が ロサ
Auto termin二81S

(DepI・f se 通、資源配置、 における公共安全 に ンゼルス地区司法情 Status

Justice) 違 反 、 逮 補、 貢献す る もの。設計 報 シス テ ム、 サ ン タ

Oityof 令状等を含む は転写性 が高 くされ ク ラ ラUJIC、 サ ン

、 LongBeach てい る。 フランシスコ施法情

報 シ ステ ム に もあ る。
,

'

S∂11F臼ciSCO SanFrろncis City Police 1.令 状と犯罪 フ ィ ー ル ド ・サ ボ ー 973K サ ン タク ラ ラのωIC Auto-Statis Ol1-linefrom

Pohce _coLヨw CCcU 報告情報の検 ト、経営分析、人員 (Develop の重複だが地 区の要 PIN r㎝ ハort

Departmen1 トlnforcement

Illform.`1iOI】

察 管理、命令制御の4
つのモ ジュールか ら

－ment81) 求に より改 正 して互

換性 をもたせ 重複を

NCIG

CJIS

tcrmin膓`ls

Syst・ ・m(079) 2.事 故 データ なる。地域計画 と融 さけ る。 ロサ ンゼ ル .AMIS'

3.ケ ース歴 通性 と もによ りよく スのRJISと か サ ン

4.経 営 データ 改 良され ている.提 デ ィ ∫ゴ 情 報 シス テ

業者 に より評価 され、 ム計画に似 ている。

又改 良されてい る。

LosAngdes

Police

Lawl拓force-

mentManp《,r

City Police 地理的 索引付

事件 カテゴ リ

実験 的プログラムが、
ロサンゼルス警察第

StarlMarch

1969TotalIy

14K セン トル イス で同様

のシステムが数年間

Balch

Processil)9

Departmel・t erR.esourCCS 一が タ イ プ と 17分 署に よって行 Oper8tio口1 行なわれ てきてい るo

AI[ocation 時間 に より得 左われている。賃貸 1971 サ ン フ ラ ン シス コ施

System られ る。 IBMの パ ッケ ージ 法情報 システムの経

(LEMARAS) が1ケ 月間の市 民の 営分析 が同様 の働 ら

要求 にょる警察 の呼 きを して い る。 、

出 しを、 時 間 、 日時 、

・ 呼 出 しのタイプ にょ

り予想す るこの シス
」

テムに より警察の出

動要求のための資源
配置を効果的に行な
う こ とが で き る。

.

、
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プ ロ ジ ェク ト フ ァ イ ル
管 轄 叉は

シ ス テ ム 名
資 金 源 関係 部 局 又は

情報 のタイプ

概 要 存続 期 限 見積年操業
予算(製作)

他の システ ムとの
相 似 点

INTEItFACIS

WITIl アクセス法

LosAngeles

P・1i'ceDepar

rtmcnt

Aut(mated

FIeＬd

Interview

City

COα ∫

Police 車 輌 と歩行 者

の フ ィ ール ド

イ ン タ ビ ュー

フ ィ ール ド ・イ ン タ

ビ ュー の報 告 の蓄 積

と検 索 を行 な う。 現

Slart

白 ・・…y

1968)

30K

(HxpansiOIl
would

い くつか の 市が 自動 処

理 で な い フ ィール ド ・

イ ンタ ビュ ーの フ ァイ

On-lincfrom

rem∩te

lermir日1
systσn

(Aut・file)

・ 在は車 輌の情報 のみ

だが、歩行者 の'もの

reguire16琢

fora24

ル を もって い る。

(0024) も提案 されている。 mo川h

各 ステ ー シ ・ン に遠 pr・ject)

隔装置 をつけ てアク

セスを改 良す る。
システムを広 げてロ

P

サ ンゼルスの全階察

署 と含む ように針 師
され て い る。

都 市システム
ロス アンゼル

ス警察劫
交通情報 シス

テム(TIS)

市 お・よび運

輸局

市交通 局お よ

び警察局

1.事 故 レ ポ ー

,卜

現存の会言1統計 シス

テムと市 のコン ピュ

Sta目SepI

1968T・tally

198K サンデ ィエゴの交辿法

規施行 システムとサン

バ ッチ プ ロセ

ス
2.交 通流量 一 夕 ーシ ステ ム と交 OperヨtionaI フラ ンシスコ旋法情報
3.召 換 状 通法規施行地区で必 May1971 システムの経営解析モ

、

4.交 通 止 要 な警察局の情報の ジ ュ ール に似 てい る。

詳細 なる解析 とへの

変換 を含む。

システムは、総括 的

な交通事故の情報を
'

与えて、被害 が起 こ
ると予期 される特定

時に事故 の最 もよ く

起 こる場所 へ警官 を

出動 させ 、 そ の よう

な活動 による事故の

減 少度 を予想 し、予

想 される交通 量や建

L
設工事の増加に基づ
く最 も危険 な地区 を

指定す る。

♪～ .4 』● '
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管 轄
プ ロ ジ ェク ト

叉 は

シ ス テ ム 名

資 金 源 関係 部局
フ ァ イ ル

叉 は
情報 のタイプ

概 要 存 続期 限
見積年操業
予算(製作)

他の シス テムとの
相 似'点

INTERFACES

WITH アクセス法

ロス ア ン ゼ 自動逮捕 シス ロ スァ ンゼ LosAnge!es WantWarrnt これ は地区のシステ September 825K 警 察情報網 と、 リパ NCIC On-1inefrom

ルス警察局 テム(AWW) ルス市 PliceDepart一 File ムで、情報検索 と合 1969 一サ イ ド
、 サ ン デ ィ ェ Auto-Status rempte

ment 法的令状や記入抄録 ゴ、 ベ ンチ ュ ラ地 区 termina】S

LosAngeles
'

を与 える。 Warrant靱stems

sheriffs 令状抄録は、オ ンラ に似て いる。
officeand イン遠隔端ボか らア

AIICountya垣 クセスされ て、 逮捕
r CityLaw と記入の基礎 となる。

Enforcement 令状は出され ると自
Agencies 動的 に削除 され る。

「

都市システム
ロス ア ンゼ 』w&force CCCJ police . LCrime 犯罪捜査 とバ トロー 12Months 714K サ ンフラン シス コ旋法 WillInter On-hne

ルス警察局 mentCompu一 andCity Report ル出動 のアシスタン (卿di・g) (Devel・P 情報 システムの経 営モ facewith accessfrom

terizedSyst一 2.M.0.Fije トの役 目をす る。 －mental) ジ ュ ール と、 サ ンデ イ thedut㎝ 迫一 remDteter一

.・emforTacti_ 3.Field つま り エゴ犯 罪 ケ ース シ ス テ ted minalS

calInfor一 Interview ω 犯罪報告の情報 ムとに似ている。 W4ntWarrant

m直tion.Corre Data 検索 andAutomd一

Iationand 4.質入れ品の ② 犯 罪行動のパタ tedFieldIn

Retrieva1
一,

ア ー タ
一ンを示すための terview

(PATRIC一 犯罪データの相関 Syste鵬

003) 関係
(3)パ トロ ール 出動

のための犯罪パタ
一ンの認知

(4)担 当者 に事件の

頻度計算を通 じ決
定の助けとす る

⑤ 人員(警 察官)
に適 当 な トレ ー二

ングを与 える。
、

グ

(

＼、
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管 轄
プ ロ ジ ェク ト

又 は 資 金 源 関 係部 局
フ ァ イ ル

又 は 概 要 存 続 期 限
見積年操業
予算(製作)

他の システム との
相 似 点

INTEn5FACES

WITH
アクセス法

シ ス テ ム 名 情報の タイプ

ロス ァ ン ゼル Doc㎝ent ロス ア ン ゼ 警 察 局 1.CrimeIもepo一 これは次の調査 をす StartJuly 32K サンデ ィエゴ情報研

一

ス警察局 Storage ルス市 rt る。 つ まり警察局 の 1969 究 に似 ている。

Retrieval 2.Ar肥stRe田 首 記録自動化の実行可
Syst㎝ 3.Criminal 能性、その自動化 を

"

(DSRS) L知sier 有用 にできる代替案、

4」 ・1ingerprint ロスの保 薬局 と統合

File
一

しての地域犯罪記録
5.Abbreviated 情報の可能性。

UriminalI`S 最大の関心事は現在
toryfor パ トカ ーセ ン タ ーの

Oourtsand 記録検証局にある約
Idclltifica 27万 の犯罪記録パ

tion ツケージの蓄積検 索、
遠隔か らのアクセス、

改新等で ある。

一 ▼

サ ンア イ ェコ Moving
_・

サ ン ア イェ Poいce 1,Traffic 次の活動 をす る。 (Fcbru∂ry 45K ロス交通情報システ NUIU Orline

警察III}
Violdtions ゴ市 Citations

andReports

オ フラインシステム

としては、交通 違反

1968) ム とサ ンフランシス

コ司法 情報 システ ム

Auto-S1∂tis from

remote

2.Arrests 召換状始末:彗、各警 の経営分析 モジ ュー teminalS

3.Fie[d【nter 察官に対する交通法 ル に 似 てい る。

vＬewsHlvol 規遵守活動報告と月
Vlngvehi 間報告、効率 をはか

A

cles るた めの遵守活動の

F 月間報告 とその年比

較。 そ して オ ン ライ
ン と して は、 部 分 的 、

また完全な免許番号

と車輌記述に よるフ
アイル探索

都 市システ ム

サ ン デ イ,.ゴ

警 察1`1〕

CrimeCases
、 サ ン デ ィ エ

ゴ市

Police 1.CrimeOdses

2.Modus

OPεrand

被害 者名と犯罪 のタ
イプと場所 による犯

罪報告。

(J・n胴ry)

1969

68K ロ ス のLEMARAS,PA

T川Cシ ス テム と、

サ ン フ ラ ン'シ ス コ地 法

Or1-line

frα 了1

r臼nρte

3.Stanstical modus・pera・1d(手 情報 システ ムの 一部に termin訂S

Reports 続 き運用法)フ ・イ 似 て い る。
ル も作 られ ている。

犯 罪 日報、 月報 が作
られ て い る。

、 、
4 ガ
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フ ロ ジ1ク ト フ 『ア イ ル

管 轄 叉 ね
シ ス テ ム 名

資 金 源 関係 部 局 又は
情報の4イ ブ

概 要 存続 期 限 見積年操業
予算(製作)

他の システ ムとの
相 似 点

INTI・ 氾FACI州

WITIl
アクセス法

・..

.」

サ ン デ ィ エ

ゴ 警察 局

Urimi,]再1

他(=《)rds.1nd

Wantl:d

Persons

(0270)

αty

and

CGCJ

(P・ndillg)

Police LCriminal

伍stories

2.Wantぬrr-

dnts

3.s1atislicaI

サ ンデ イ ⊥ゴ市コマ
ン ドコ.ントロール シ

ステ ムに組 み込まれ

る関係当局か らの犯

引報 告、捜索願いを

Design

C㎝pleted

February19〔B

(Pendi㎎

0270)

3700K

(Develp
mental)

大体の 市、地域犯 罪

情報 システ ムに似て
い る。最 終的デザイ

ン と使用 は、 犯罪制

御デザインの終了後

On-1川e

fr(冨rl

r《可藪K♪te

temiMls

.rePoパs 含 む。 とな る。
4.Fingerprint

Cl∂ssifiCd- ・ ・

tionFile

サ ン デ イ,.

ゴ警察 局

Wantcd

Property

サ ンデ ィ ユ

ゴ 市

Police Stolenand

Pdwned
盗品、質入れ品 を、
通 じ番号 ケース番号

(噛rch1{拓9) 54K 司法 局 の フ アイノLに

似 て い る 。

On-Iine

fr㎝
Pr・perty1 また は質入れ をした r(npte

人か、盗 まれた と報
tcrminaIs

告 した人の名前に よ

って情報を与 える。
サンデ ィエゴ警察局

に報告された もの と

テレタイプで南カ リ

フォル ニア当 局に報

告され たすべての盗

品を含 む。

Walnut

Creek

Police

Departmcnt

Consolid♂tion

andCentra-

1izationof

rccords

(0150)

City

a∫]d

OCCJ

Police
1.InCident'

Rρports2

.LOCation

I∫ldex

3.Traffic

accidents

a了ldCitali

OllS

4.StolenP

roperty

5.伐nlralJ

uveRlile

Il}dcx

密接に地理 的に関連
した7つ の独立の警

察署に対す る刑犯罪

情報 システ ムの実行

可能性の研究設計。
ファイル とシステム

を共同で使 うための

下準備 として、各 当

局間 での記録保 存 と

14Months 124K

(DevelOP

me耐 ・り

これ とすぺて同 じ特

徴をもった現存 シス
テ ムは ない。

MOや 交通謬故フ ァ

イルの ような現存の、

または計直ll中の州全

体のフ7イ ル と重 複

す るもの もある。

On－ いne

fr㎝

remote

termill∂IS

6.Probation
File

7.Modus

ラ『一夕ー報告の標 準

化をす る。
(わerand

8.FieldInter

. ㍑tion
9.MiscFile

.r
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フ
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ス

ユ ン1
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レ ラ

ノ ノ コ ン ポ

(6)新 小 包 報 告
.III

II .II PPI NN IP II III INI PI INP 一 PIN NNI

(7)建 設許可活動報告 NPN PNP NN PPI NP DN
ト

PP IPN PNI 1 NNP PIN NN

(8)販 売活 動 報 告 III IP ND PPI IP ID II III PII
[

P工 INP IIN PI

(9)評 価優先度報告 NDI NP ND PNI NP IP PN DPN PNI PD NPP PN PD

⑩ 評価状況報 告 NII NP ND PNI NI IP PN DPN PNI PD NNP PN PD

01)財 産 白書 制 御 IPI II IN PNI 1 IN P DII IPI PD NNP PIN N

⑫ 過 価 値 参 照 IIN IP NN PNN N NN PN DPI NN P NPP PN N

⑬ 評価人優先度報告 NPI NP NI PNI NP IP N DPN PNN PD NPP PN NN

⑭ 評価人予定報告 NPN NP NI PNI NP IP N DPN PNN PD NNP PN NN

⑮ 詳 細 報 告 NDN NP ND PNI NP IP N DPN PNN P NP PN NN

㈹ 決算評価人要約報告 NDN IP NN PNI NP IP N PPN PNP P NNP PN NN

⑰ 決算評価人人材使用報告 NDN NN NI NNN NI IP N PPN PNP P NNP PN NN

⑱APN索 引相互参照への被評価人名 III IIP IN PPI NI IP II DII PNI II NNI IP II

⑲ 事業と動産の被評価人索引 III INP INN PPI NP IP
'II

PPI PII II NNP II III

⑳ 不動産均等化概評 IDI NN NN PNI NP IN PP PPN PNI P NNP PN NI

(e)そ の 他 YI DN IN P NNN 1 NN NII YN N NI N N

2.会 計

㈲ 一 般 元 帳 NYY YNY NNY YYN YYY YYY YYY YYY YYY NYN YYY YNY NYY

(D部 局収 入 白 書 PI PI 1 PI PNI IPD NII III IPP 1 IPP ID 1

(2)部 局 充 当 支 出 II .PI 1 PI INI IPD III III IIP 1 IDI ID 1

(3)収 入 元 帳 PI PI 1 PI PII IPI III IID PND 1 IPP ID II

(4)充 当 支 出元 帳 II PI 1 PI INI IPI III III IID 1 IDI ID II

(5)補 助 台 帳 PI PI 1 PI PNI IPD II NDD IDP N IDP ID 1

㈲ 年度会計白 書 PI PI 1 PP PNI IPP NII NDP PND 1 IP ID 1

(b}仕 訳 記 入 NYY YNY NNN YN YNY YYY YYY YYY YNI NNN YNY YNY NNY

(D－ 般.仕 訳 DI P P INI
'

IPP IPI IDP II IP ID 1

(2)累 積仕訳記入登録 1 P P NNI
i

IID NPN NPP NI 1 ID

1
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(C)'給 料 支 出 簿
YYY PYY YYY YYY YYY YYY YYY YYY YYY YYY YYY YYY NYY

(D給 料 額 登 録 III PII III III III III III IDI III III III III III

(2)給 料額 委 任 状 III PII III III III III III IDI III III III III III

㈲ 委 任 状 登 録 III PII II III III III II IDI III III III III III

(4)控 除 額 登 録 III PII III III III III II IDI III III III III III

㈲ 給料配分仕 訳 III PII III III III III III IDI INN IN IIP
』PII

NII

(6)補 助給料額委任状 INI NI NI NPP NII IIN II IDI III IIN IN III 1

(7)4半 期税金報告 III PII III III III III III IDI III III III III III

(8)退 職 報 告 III PII PPI IDI II III IIN IDI III III INI III III

㈲W-2様 式 III PII IPI III III III III IDI III III III III III

00州 雇用人退職報告 NII PIP pII IPI III PII IIN NNI NNN III DII NII NI

(d)支 払 可能 勘 定 NYY YI NNY YYN YNY YYY YYY YYY YYN NYY YYY YNY NYY

(1}販 売 入 りス ト II PI 1 P 1・NI IPP IIN IPI II IN IDP PD 1

(2)勘 定 番 号 要 約 II PI 1 PI INI IPP IPI NNP NP IN NDN PN 1

(3)負 担 リ ス ト. II PI 1 PD INN IPP NII IIP NI NI DNI ID II

(の 非 負 担 仕 訳 1 PI 1 PI INN IPP NII IIP NP NN NNI IN

(5)充 当 金 不足 額 II PI 1 PI INI IPP III .III NP NI IDI ID 1

(6)委 任状登録勘定要約 II PI 1 PI INI IPP III NID IP II IDI ID 1

(7).機 械 委 任 状登 録 NI PI 1 PI INI IPP III 1』ID II II INI ID II

(8)販 売 人歴 報 告 II PP 1 PP INY NPP NN NIP NP IN NNP PD 1

(e)予 算 案 NYY YYY NNY YYY YNI YYY NYY YYY YYY NYY YYY YNY YYY

(D予 算 作 業 書 PI PNP 1 IID DNI III II III III DI DDP IN II

(2)予 算 準 備 PI PNP 1 IID DNI III II III III DI DDP IN IPI

(3)最 終予 算 準 備 PI PNP N IIP DNI PII II III III DI DDP IN IPI

ω 給料/役 職予算 PI PNI 1 PPI DNN PIN II III III DN NPP IN II

(5)提 案予 算 分 析 PI PNP 1 PNP PNN PIN PN INP PIN DN DNP PN II

㈲ プログラム計画予 算システ ム PN PNP N NNP NNN PIP PN NNP PPN NN NN NN NP

(η 装 備 目 録 PI IIP 1 IIP PPI III II III PPI NI D工1 II III
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〔f)預 金 許 容 NYY YNY NYY YYY NNY YNY NYY NYY YNY NNN YYY. NNY NNY

(D給 料 現 金 払 涙 PN P II PPN NI PD N NI PI INP D

(2)現 金 制 御 調 薬 PD P IN PII NI PI 1 IP PN Ipr D

(3)預 金許 容 仕 訳 PD P II PPI NI PI 1 IP PN IPI・ D 1

(4)累 積 預 金 許 容 PN P II PNN NI II 1 IP PN IPP D

㈲ 特別公庫報 告 PN P IN PPN NI Ip II NP PN DNP N

(9)負 担 シ ス テ ム NYY YNY NNY YYY YNY YYY NYY YYY YYY NYY NYY YNN NYY

(D販 売 人 リ ス ト II PI 1 PPN INP DPP IN III IIP NN NDP PN D

(2)充 当 金不足 リス ト II PI 1 PII INP DIP II III PP NI NDP IN NI

(3)負 担 仕 訳 II PI 1 PPI INP IIP II III IPP II NNP IN NI

(4)負 担 登 録 II PI 1 PNI INP IIP II IID IIP IN NDP IN 1

㈲ 特別負担 リス ト II PI 1 PPI INP IIP II IID IP II NDI・ IN II

(h)コ ン ピ ュ ー タ ーデ ー タ ベ ー ス NYN NNY NNI YNY NNN YYN NYN NNY YNN NNN NYN YNN NNN

(D会 計 P 1 1 PNP N IP P 1 .1 ND PN

(2)予 算 P 1 1 PNP N IP P 1 1 ND: PN

(3)財 政 P 1 1 PNN N IP P 1 1 NN' PN

ω そ の ㌔他 P 1 N IP N

(i)そ の 他 NN NN NN 1' NN N NN NNY N NN NN
念

N NY

3.店 員 ・記 録 者 ,

(a)店 員 索 引 III PNP NYP NPI NPN NIP NNI IIN PPI NIN NPP PNI NIN

(b}記 録 者 索 引 III INP NYY PNI NIN NIP NNI IIN PII NIN NPP INN III

(c}事 業 認 可 書 NIN NNI NN NNN NNN NPN NNI INI INP NNN NPI PNI NNN

(d)犬 の 鑑 札 NII NNP NYN NNN NNN NIN NND NIN PNN NIN NNN NIN INP

(e)記 録 者報 酬 帳 IDN DNN NI NNI NNN NP NNN IIN PII NNN NNP INN NI

〔f}保 健衛生局報告 III NNI .NI PNN NPN NIP NPN IIN IPN III NNP PII NNI

(9)検 定 会 計 NNN NNP NP pNN NNN NNP NPN IPN NNN NN NNP PNN NPP

働 そ の 他 NN NNN NN 1 NN N N NN PN N NN N
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ベ デ フ
ー

ル ィフ

ナ エ ン
ル ゴ シ
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ァ4オ
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バ ク ク

1ラ ル
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ハ フ ス

一

ヤス フ

ス キ1

タ ユノ

ウ
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フ

ウ

ユン1

ラチ ロ
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タ ドス ア ス ラ
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ス

チ
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4.裁 判 所

(a}市 裁 判 所

(D駐 車 違反 召 換 マ ス タ ーフ ァイル

YYN

IN

NYY

IP

NNN

P

YNY

PI

NYN

P

NYN

P

NYY

ID

YYY

PII

YYY

II

YYY

PNN

NNY

NP

.YNY

PP

NYN

I

(2}譲 渡 リ ス ト IN IP P PI P D ID PII II PNN NP PP 1

(3)遅 延 通知 発 行

(4)令 状 準 備

IN

IN

NP

IP

P

P

P.I

PI

P

N

D

D

ID

ID

PII

PII

II

II

PNI

PNI

NP

NP

PN

PP

N

I

㈲ 罰 金 の 受 領

(6)召 換 状 責 務

IN

NN

NP

NP.

P

P

PI

PI

P

P

D

P

ID

ID

PNI

PND

IN

IN

PNN

PNN

NP

NP

PP

PP

P

N

(7)「運 転 車 歴1

(8)裁 判 所 予 定 表

(9)最 終譲 渡 リス ト

NN

ID

IN

IN

NN

IP

P

P

P

NI

NP

PI

N

N

P

D

P

D

PP

PP

Ip

PIN

PPP

PII

PN

PN

PN

PNN

PNN

PNN

NP

NP

NP

PN

PN

PN

I

P

I

oo軽 犯 罪 記 録 NN NP P NI P P PP PNN PN PPN P PP 1

(b}高 等 裁 判 所 YY NNY NN NNY NNN NYN YY YYY YYY NYN NDY YNY NN

(D高 等裁判所事件 索引 PI P P 1 N P PI PPP II 1 NP PP

(2)裁 判 所 日 程 DN N P 1 N P PP PPP PN N NP pN

(3)最 終 譲渡 リス ト
PN P P P N P PP PIP PN N NP PN

(4)大 罪 逮補 マ ス タ ーフ ァイル

(c)そ の 他

PN

IN

P

NN

N

N

P N

NN

P

NN

PP

N

PI

NNI

PN

Y'N

P

NI

NP

NNN

PP

NI

5.DATEPROCESHING

(a)利 用 報 告

(D製 造 者 用

YYY

NII

YYY

III

NYY'

PI

YYY

IPI

YYY

NII

NYY

II

NYY

II

YYY

III

YYY

IIP

YYY

PD

NYY

NPP

YYY

IIP

YYY

IID

(2)JobAccounting III III DI III INI II II III IIP PD NIp IIP IID

(3)顧 客 勘 定 書

(4)コ ン ピュ ータ ー利 用

IDN

IDI

INI

IPI

'PI

II

IPI

III

NII

III

ID

II

II

II

III

III

III

III

IDI

IDI

NPI

NDI

IIP

IIP

IID

IID

働 オペ レ ーシ ・ン リサ ーチ と統 計 方法

(c)そ の 他

IPN

IIN

NNN

NN

NN

NN

NNI NNN

NN

NIN

I

NIN

N

PNP

NN

NNN

N

NNN

NN

NNN

NNN

NNN

N

NN

N

～
'.、 ● 声'
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㍑

T
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セ ト

ド レ

イ

ネ オ プ
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ダ ン1
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1

プ リサ
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イ ン

ドト

サ サ サ
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サ サ サ
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サ サ サ
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ウ
ス
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ユン|

ラ チ ロ

|ユ

レ ラ

6.国 内 関 係

㈲ 市民録 フ ァイル

(D犯 罪人記録 ファイル

(2}慰 謝料支払 コン トロール

(3)不 履行者通告作成

ω 令状/告 訴作成

NYY

P

ID

ID

PD

NNY

P

N

N

P

NNN

N

N

N

N

NNY

I

P

P

P

NNN

N

N

N

N

NYY

PP

IN

PN

PP

NNY

I

I

I

I

NNN

N

N

N

N

YYN

P

P

P

P

NNN NNN

NN

NN

NN

NN

NNY

P

P

P

P

NYN

I

P

P

P

⑤ 結 婚相 談 統 計

(b}選 挙 シス テ ム

(1)選 挙 の 通 知

(2)陪 審 員給 料 簿

(c}そ の 他

N

YY

II

II

NN

N

YYN

IP

N

N

N

NYN

PN

N

NN

D

NYY

DPP

PIP

D

N

NYN

I

N

NN

NN

NYY

IP

IP

ND

N

YNY

PI

N

N

YYY

III

III

NN

N

YYY

IPI

PII

N

YYY

III

NII

NN

NN

NYY

NDP

NNP

N

N

NYY

IP

P

N

N

NY

I

N

7.環 境 衛 生

㈲ 健康 診 断統 計

ω 診 断 記 録

(2)歴 史 的 記 録

(b)犬 の飼…M鑑 札

(D狂 犬 病 索 引

YYN

ID

NI

NYY

D

NNN

NNY

P

NNY

I

I

NYN

NN

.NYN

N

P

NNN

NNN

N

N
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N

NYN

I

I

NYN

I

NNY

D

N

YN

ND
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N
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P

YYN
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NYN

N

NNN

NN

NN
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N

YYY

PII

PI

NNN

N

NN

N

N

YYY

NNP

(2}滞 納 鑑 札

(3)過 失狂犬取殺 リス ト

(4)報 酬収集 と会計

(C)廃 品回収の受取勘定

II

D

I

NNN

P

P

NNN

PN

PN

PN

NNN NNN

N

N

N

YNN

P

P

I

NNN

ND

ND

PD

NNY

I

N

I

NYN

P

P

P

NN

N

N

Y

YNN

N

N

N

NNN

N

N

N

NNN

IPP

NNP

NNP

NNN

(D道 順決定 と日程

② 勘 定 計 算

(3)滞 納 通 知

(d)そ の 他 ND NN

N

N

N

NN

NN

IN

NN

NN NN

1 ,

I

I

N

I

I

NI NN

P

P

P

NN

N

N

N

NN

N

N

N

N NP

8.病 院

旬 患者 勘定 計 算

(D退 院時の入院患者の勘定計算

YNY

NP

NYY

ID

NNY

N

YYY

IPI

YYN

DI

NYY

DP

NNN YNY

PNP

YYY

PII

YYY

III

NNN

N

YNY

II

NYY

IP
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適 用 題 目

ダ ラ
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タ
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ド ト

リ

ア
ル

ス&ン

メゼ
ンル
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ド ロ
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|
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ド ト

一
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(2)項 目別外来 患者勘定計算 IP II 1 IPI DI IP PNP III IIP N II IP

(3)専 門臨床手当勘定計算 IN II N PPI DI Ip PNP INI II N II PP

(4}入 院患者差引残高 と比例配分 NN ID N PPI DP IP PNP PII III N PD IP

㈲ 患者統計調査 YNY NYY NNN YYY YYN NYY NNN YNY YYY YYY NNN YNN NYY

(D毎 日の入院患者 の状態/i配 置 リス ト DI ID N
.

IPI DI IP PNI PII II N PN IP

(c)受 領 可 勘 定 YNY NYY NNY .YYY YYN NYY NN YNY YYY YYY NNN YN NYY

(1)患 者事後検討 白書 IP ID 1 IPP II DP NNP PII II N PI IP

② 保証人 による年令別分析 IP ID 1 IPP II ID PNP PII II N PI IP

(3)保 険契約書 か らの年令 別分析 NP ND 1 NPP PN DP PNP PNI IN N PD IP

(d)費 用 計 算 YNY NYY NNN YYY YYN NYY YNN「 YNY YYY YYY NNN YNY NYY

(D日 別 預 金 報 告 NN PD N IPN PI DP N PNN PII PII N PP IP
幽(2)患 者 類 別 分 析 II PI N IPI PI DP N PNP PII PII N PP 1

㈲ 患者手当分類別分析 IN PI N IPI PI DP N PNI PII PII N PI 1

(4)質 問者地別取扱分析 NN PD N PPI PI DP N PNN PII PIN N PP 1

(5)収 入 セ ンタ ー に よる取 扱 分析 IN PI N IPI PI DP 1 PNI PII PII N PP 1

(e)雑 集 YNY NYY NNN YYY NYN NY NNY YNY NYN NYN NNN YY NYY

(D病 院 統 計 II PD N PNI 1 DP PNI III N N II IP

(2)薬 品 目 録 NP PD N PPI N DN PNP PNN 1 N PII PP

(3)医 者勘 定 計 算 NN ID N NNI P 工)P PNP PNI 1 N NI PP

(4)医 学 報 告 NN ND N PPI P DP NNN PIN N N II NP

(5)患 者 歴 NN PD N PPI P IP PNN ,III N N PN NP

(6)設 備 目 録 NI IN N PII P DP 1 PNN PNN N N III II

m項 目別保険会社への請求代金 N.N ID N PPP P DP NP PNI N N PN IP

(f}コ ン ピ ュ ー タ ー化 デ ー タベ ー ス NNY NNY NNN YNY NYN NN NNN YNY YNY NYN NNN NNN NYN

(1)患 者 情 報 1 D PI P P INI PN 1 N N P

(2)病 院管 理 情報 シ ステ ム P D PI ・P P PNP PI N N N

(9)そ の 他 YNN N'N NNI 1 IN 1 NN NNI PN NN NN N N

4L、 ,
4
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11.人 員

(a}人 員 記 録

(D職 位 制 御 記 録

(2}雇 用人給料簿/出 勤録

(3)雇 用人給料 と控除額記録

訓練 と経験記録

YYY

NDI

IPD

IPI

NPN

YYY

PND

PII

PII

NP

YYY

NI

DPI

III

DNN

PPP

IIP

IIP

NNP

YYN

NI

II

PI

NP

NYY

DP

II

II

PN

YYY

NIP

NIP

IIP

NPN

YYY

IPD

IDD

IDI

NND

YYY

PPN

PII

PII

PPN

YYN

DI

DI

DI

NI

YYY

NDP

PNI

NII

NN

YYY

PP

PII

II

PN

YYY

III

III

III

NP 一

NN

NN

N

PN

PI

PN

IN

IN

IP

IN

NP

NP

NIP

NPP

NIP

IND

IDI

NDD

NDD

IDD

IIN

NIN

PII

PIN

PIN

NN

DN

PI

NI

DI

NNP

PN

NNP

NNP

NDP

NI

II

PI

PN

II

NN

IP

NI

NP

PI

(5)保 険(数 理士)統 計 フ ァイル

⑥ 退 職 雇用 人 録

(7)契 約切れ雇用人録

(8)雇 用人評価通知

(9)雇 用人身分変化

NNN

INI

NNI

NPN

NNN

NI

NN

PIP

NP

II

NN

NN

III

NI

II

NIP

PPI

IIP

PPN

PPP

00人 員 身 分

ω 休 日/偏 気 休暇

⑫ 給 料 調 査

⑬ 安 全 フ ァイ ル

(b)そ の 他

NDN

IDI

NDI

NPN

NN

NP

PII

INI

NI

NN

II

IPI

PI

NN

NNN

PPP

IDP

PDP

NNP

NP

II

NP

NP

NNN

II

II

II

PN

N

NIP

PIP

NII

NPN

N

NDD

IDD

IDP

NNN

NDD

PIN

III

IIN

NPN

N

DI

DI

PN

NN

N

NDP

PNI

NDP

NN

ND

PI

PID

PP

PN

N

I

PII

II

NN

N

12。 計 画

㈲ 区域 分 け条 令

(b)土 地 使 用 索 引

(c)国 税 調 査統 計

(d)資 財位 置 索 引

NNN

NNN

NNN

NNN

YNP

YNP

YNP

YNP

NNN

NNN

NNN

NNN

NNP

PDP

INP

PPP

NNN

NPP

NPP

NPI

NNN

NDI

NDP

NIP

NNI

NNI

NND

NNI

NPP

IDP

ppp

PII

PNN

PPN

PPN

PPN

NN

YN

YN

YN

NNP

NPp

NNp

NNP

NN

NN

NN

NN

NNY

NNY

DNY

NN

(e)コ ン ピ ュータ ーデ ータ ベ ース

(】)AGC/DIME

(2)資 財情 報 シ ステ ム

(3}土 地 使 用 情報 シ ステ ム

(f)そ の 他

NNN

NNN

NY

N

P

N

N

NNN

N

N

N

NNI

YNY

PP

PP

PP

NY

P

P

NNN

NYN

I

D

D

NI

NY

P

P

N'

YYY

PPP

PPI

PDP

NN

YNN

P

P

P
'IN

YN

D

D

IN

NNN

N

N

N

NN

NN

N

NY

P

I

13.公 共 事 業

(a}維 持 経 営

ω 勘定 計算 報 告

YYY

IPN

NYY

NP

NYN

PN

YYY

NDI

NYN

N

YYY

IN

NYN

P

YYN

NDI

NYY

PI

NYY

N

NNY

NP

YY

PY

Y

N

へ＼ ▼
o
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ア フ コ エ フ フ イ イ ケ キ レロ メモ ナ
、 ・

不 オ フ プ リサ サ ササ サササ サササ シ シソ ソス ス ツベ ユ

ラ ツン

メ テ ト

ノレレ ン

ドス ボ

ン ンル
ペ ヨン

ン イス

グ クアス

o
ノレン ノ、

セ ト

バ し!レ

ダ ン1

ル バ ク

マ1ラ
ン ン ン

ベ デ フ

ン ン ン、

ジル マ

ンン ン

タ タタ

ヤス ラ
スキ1

ノ タ ッ

マ ニ タ

ユ ン1

ラ チ ロ

適 用 題 目
ダ ラ

コ

ス

タ

ラ ノル

ド ト

リ

ア

ル

ス鱗

ンル
ドス

†
ノ

ド ロ

イ

ヂ サ

1

ス サ メ

イ ン

ドト

一

ル ィフ

ナ エ ン

デ ゴ シ

ノ ス

コ

ヨイ テ

ァ4オ
ク ビ

ィ柔
ン

バ ク ク

1ラ ル
バ ラズ

ラ

タ ユノ

ウ
そ1
フ

ウ
ス

1ユ

レ ラ

7

② 作 業 命 令 H、1 IP PN PPI 1 IIN 1 INI DI 1 NP PN 1

(3〕 設 備 目 録 III II PN PPI 1 IDD 1 IIP PI 1 NI PII 1

ω 物 資 目 録 NDN II PN PPI 1 IDP P III PI 1 NP PN 1

(5)プ ロ ジ ェ ク トス ケ ジ ュ ー リ ン グ NPN NI PN NNI N Pp P NPN PN 1 NP PN N

㈲ サー ビス料勘定 NPN NI N NNI N IN P III PN N NI PN N

m交 通 記 録 IPN II N PNI P Np 1 IPI PN 1 NP PP N

(b〕 デ ー タ ベ ー ス NN NNY NYN NNY NN NNN NYN NYN NNY NNN NNN NN NN

(D公 共事業情報システ ム P PN P N P P P

(c)費 用 計 算 III YDI NPN IPI NI IDI II IIP IYI PNY NPI II NII

(d}エ ンジニ ア リング計 算 NIN YNP NIN NNI NN NII NPI III PIY PIN NNP INI NIN

(e〕 交 通 量 IPN NNI NNN NNI NP NNN NNN III NNN PNN NNN INN NIN

聞 道 ・路 負 荷 NPN NNI NNN NNI NP NNN NNN IIN NNN PNN NNN INN NIN

(g}駐 車場費用計算 IDI NII NPN PII NN NII NII INN NNI IIY NNI PIN INN

倒 建 設 認 可 NPN NIN NNN NNI NP NDN NPN IPP PNN INN NN NIN NY

川 予 算 報 告 IPN YIP NNN NNI NN INN NPI INN NYI NNN NDP NIN NIY

(j}そ の 他 YN NN NNN NN N NN IN N NN NN N NI

14.学 校 摘 要

〔a}地 区 の コン ピュ ータ ー を使 いや す か NYY NNY YYY NNN NYY NY NYN YNN YYY YYY NYY NNY YNY

(D事 業 に 応 用 II II II IP 1 IP IIN PII DI INI

(2)成 稿 評 価 II P 1 1 NN 1 NP NNN 1 NN P NN

(3)ス ケ ジ ュ ー リン グ II P II 1 NN 1 NP NNI PIN NNP P NI

(4)生 徒 用 II P 1 1 NP 1 IP NNN IIN NN' P
・IN

(b}CEISプ ログラ安 くッケージは使 いま す か NNN NNN NNY NN NNY NN NYN NNN NN NYN NNN NNN N

15課 税

(a)1911年 条 例証 券 NNY YNN NNY YNY NNN NNY NYY YYN NYN NNN NNN NNN NY

(1)税 金 計 算 1 1 1 ND N P IN NI 1 N N 1

ω 計 算 書 作 成 1 1 1 ID N P ID II 1 N N 1

㈲ 遅 滞 通 知 N 1 1 ID N P
『ID

II 1 N N 1

＼
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ア ブ コ エ フ ノ、 イ イ ケ キ レ ロ メモ ナ ネオプ プ リサ サ ササ サササ ササす シシ ソ ソスス ツペ ユ
一

フ ツン ル レ ン ン ンル ンイス ノレン ノく ノくレ|/ ル バ ク ン ン ン ンン ン ン ン ン
一

ヤス フ ノ タ ッ ユ ン1

適 用 題 目

メタ ト

ダ ラ

コ

ス

タ

ドス ボ

ラ ノル

ド ト

ペ ヨン

リ

ア
ル

グクア

寧
ン ノレ

ド ス

チ ト
ロ

イ

ターン1

ヂ サ

|

マ1ラ

ス サ メ

イ ン

ド ト

ベ テ フ
ー

ル ィフ

ナ エ ン

デ ゴ シ

ノ ス

当
アオオ
ク呈
イ ポ

え タ タバ ク ク

1。ラル

つ ラズ
フ

ス キ1

タ ユノ

ウ

マ ニ タ

う1
フ

ウ

ス

ラチ ロ

1ユ

レ ラ

チ
1

コ ン

ノ

(b}1915条 例 証券 NNY YYN NNY YNY NNN YNY YY NNN NYY NYN NNY NNN NY

ω 税 金 計 算 1 IN 1 ND N P II IN 1 NI N N

(2}計 算 書 作 成 1 II 1 ID N P II II 1 NI N 1

(3)滞 納 通 知 N II 1 ID N P IN NI 1 N N 1

(c)税 金取立 と雑事 YYY YYY YYY YYY YYN YYY YYY YYY YYY YY YYY YYY YYY

ω 確定税金金額 III III III III II III III III III III III III III

(2)非 確定税金金額 III III III III IN III III IPI III III IPI IID III

(3}税 金 支 払 III III III III II III III IDD III III III III III

(4)資 金計算(会 計) III INI INI PII II IID NII IDD IIN NII IPI IIN II

⑤ 公共物使用勘定 III III NNN PII II III III INI NIN NI NNI PII NII

(6)滞 納 白 書 IIN III NII PII IN IID III IDD III PI INI IIN III

(7)滞 納 目 録 III III NNI PDI NP IID III IPD IPI PI II IIN IDI

(8)CORTAC IIN III NPN IPI IP DII III IDI INI PIN INI III NN

(9)会 計係 投 資 額 IPN NP NNN NP NP DNI NIN NミNN NNN IN NN PN NPI

㈹ 権能 に よる調停 IPI IIP NIN PPD IP DII NII IID IIN II IPI III II

⑪ 退職雇用人給料簿 IPI PP NNI NP NN DNN NI IIP INI IN NN III IPI

(⑫ 雇用人退職分担金 IPI ID NPI NI II DII NIN IPI PII DI PNI PIN NII

(]3)新 聞 へ の 滞 納 IIN IIP IPI PDI II DII III IDI III III III III II

⑭ 償 却 滞 納 III INP NPI PDI NI DID PIN IPP IPP IIN IIP IIN ID

(d)そ の 他 NN NN NN NNN N NN NNI N NY NN N N

16.投 票

(a)選 挙 区案 内 マス タ ー フ ァイル維 持 III NNP NPP IPI NPN IIN NII DDI PI IIN IIP PII DIN

(b)選 挙 人 登 録 III YPD NIP IPN NIN III III DPI II IIN IIP PII IIY

(c}選 挙地区の指定 IDI NNP NNP NNN NNN NIN NI DPI PI NIN NNP PNN NNN

(d)選 挙人の住所再 指定変更 DPI NNP NIP NPN NPN NIN NIY DPI PI IIN IIP PNI DNN

(e)選 挙 人 選 出 III YNP NNP NPN NN NII NIY DPP II IIN IIP PI NN
－

国 選挙 日夜の手続 III YII NPI PNI NIN III NII DII II III NPI NIN III

(g}選 挙 人情 報 シス テ ム PDN NNP NIP NNI NNN NNN NIN PNI PN NIN NIN NIN NDN

(h}そ の 他 YI NN NII 1 NNN 1 N NNI N NIN NNN N IIN

・A、 ノ◇ 」◆ へ
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一

フ ツン

メ タ ト

ノレレ ン

ド ス ボ

ンンル

ペ ヨン
ンイス

グクア

・

ノレ ン ノ、

チ ト

パ レ レ

ダ ン1

ル パ ク

マ1ラ

ン ンン

ベ デ フ

ン ン ン

ジル マ

ン ン ン

多 多 タ

一

ヤス フ

ス キ1

ノ タ ツ

マ ニ タ

ユン1

ラ チ ロ

ダ ラ ラノル リ ス スン& レ ヂサ スサ メ
一

ル イフ ヨイテ バクク タ ユ ノ ス1 1エ

適 用 題 目
1

コ

ス

タ

ド ト ア
ル

メゼ
ンル

ドス

イ | イ ン

ド ト

ナ エ ン

デ ゴ シ

ノ ス

ア スオ
ク オ

イ ピ 『
ンス

1ラ ル
バ ラズ

ラ

ウ ラ

ウ

ス

レ ラ

チ
1

s コ ポ

ノ

17.体 重/測 量

〔a)検 査 ス ケ ジュ ール NNN NNN NNN NNN NNN NPN NND NNN NN NNN NNN NNN NN

(b)そ の 他 NN NN NNN NNN NN N NN N NN NNN N N

18:福 祉

(alAFDC YYY YYY NYY YYY YYY YY YYY YYY YYY YYY YYY YYY YYY

(D補 助 金 計 算' IIN NP PN PPI NPN NPD NPI NPN PPp PNN PNP NN II

② 日別 令状 作 成 INI II ID NDI NII IID NII III III IIN DND IIN IN

(3)週 別 令 状作 成 NII INI IN IIN IIN III NN NIN NII INI II III III

ω 資 格 評 価 NDN NI PI PPI NPN IPP NP NPN PII, NNN NN NN IP

(5)Ca8efiIe更 新 III II II III III NII NII III IPI IIN DII III III

(6)日 給 料 簿 INI II II NII NII IID NII III IPI IIN DND IIN IN

(7)2カ 月毎 給 料 簿 NII III II III NII III II
'

IIN III IIN II II III

(8)活 動 日誌 フ ァイル III NI II NPI NPI IID NII III IPI PIN DI IIN IN

(g)誕 生 日 リス ト NII III II III DII NII NI III IPI PNN PII NII IPI,

00ケ ース 予算 配 分 PN NP PN PPI NPN NPD NI NPP PP PNN PP NN NI

(b)医 学 YYY YYY NYY YYY YYY YYY YYY YYY YYY YYN YYY YYY YYY

(D身 分 証 明 書 III III II III III III III III III II DII III III

(2)資 格 毎 週更 新 III III IN PII III III NII III III II DII IIN III

(3)「1カ 月お き資格 更新 NII NN IN PI NI INN NN NIN NNI II N IN IN

(4)毎 月資格 更 新 NII NI II II NI INN NIN NIN NNI II N II IN

(c)給 料 簿 YYY YYY NYY YYY YYI YYY YYY YYY YYY YYY YYY YY YYY

(D毎 日/毎 週 III III II III III III NII III III III DII III III

② 特 別 委 任 状 IDP IP II IPI. NPI IID III IIN INI IIN DII III INI

(3)一 般元帳勘定概要 NDP INP PI PPN NNI III NI III NNI NIN NI IN IN

(ρ80/集 積給料簿 IIN III PN III IPI IPI III III III IIN DII III III

(5}Ca8eIead III III PI IDI II'1 NII NI IIN III PII DII III II

(6)適 用制 御報 告 NPI NI PN NDP NPI NND NI Nlp IPI PIN DN III IP

㈹ 病 歴 リ ス ト' III II PI PPI IPI NII N'II III III IIN DP III 正II

..一 　 ..
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一

ヤス フ ノ タ ツ ユ ン1

メタ ト ドス ボ ペ ヨ ン グクア チ ト ダ ン| マ1ラ ベデ フ
ー

.

多 多 タ ス キ1 マ ニ タ ラチ ロ

適 用 題 目

ダ ラ
コ

ス

タ

ラノル

ド ト

リ

ア
ル

スス ン

うゼ
ンル
ドス

チ

1

レ

イ

.ヂ サ

|

ス サ メ

イ ン

ドト

ル イフ

ナ エ ン

デ ゴ シ
ノ ス

コ

シル マ
ヨイ_
ス アア
オオク
ビ

ィ柔
ン

バ ク ク

1ラ ル
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ラ
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ウ
う|
フ

ウ
ス

1ユ

レ ラ

ノ

(8)一 般 報 告 IDI NI NI NPI NPN NID

←-

NII IIP IPI PIN DP IN II

(9)一 般 ケ ース予 算 NPN NP NN NPP NPN IND NP NPN INI PIN NP NN NN

(d}不 具 の 子 供 YNN NNN NNN NNY NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN YNN

(D資 格 評 価 1 N 1 N N N N

(2〕 外来 患 者 会 計 1 N 1 N N N N

(3)病 院 会 計 N N 1 N N N N

ω 医 者 支 払 額 N N 1 N N N N

㈲ 勘定計算責任団体 N N 1 N N N N

(6)統 計 1 N 1 N N N 1

(e)一 般 及 び 雑 事 YNY YYY NYY YYY YYY YYY NYY YYY YYY YYY YYY YY YYY

ω 補 助 金 確 認 IN NN N PPP N PD 1 III II NIN DI NN 1

② 支 払 額 計 算 IN NN PN PPP NPN PD 1 ND NI NIN DP NN II

(3)食 料 検 印 II IP PN PNI NIN III II NDI II PIN DPI IIN IN

ω 更 新 リ ス ト II III 1 PPP IPI II 1 III II NII DII III III

(5)BENDEX NI NN 1 ID NI NN D NID NI NII DN NIN IP

(6)福 祉 情報 シス テ ム IN NP PN PPD NPI PN PPP PP NIN P NN II

(7)福 祉 システ ム はオ ン ライン です か NN NN NN N NN NN NNY 1NNN
NY NNN NNN NY

(f)そ の 他 YN NN 1 1 NNY N NN NNI NN NNN N

19.雑 事

(a)農 業 NN NNN NN NNN NNN NIN NNN NNN INN NIN ・NPN NNN NN

(b)水 害 対 策 IN NNN NN NNI NNN NIN NNN INN NIN YIN NNN
1NNN

NIN

(c)経 営 情 報 NN NNI NYI
.PNP

NPN NI NPN NYP NNN NN NPN NN NN

(d)そ の 他 YN NN N 1 NNN NN N NN NN NN NNN N IIN

▲.、
!じ' ●

.4r



郡 調査表に控えて ある他の適用項 目 リス ト

s

φ

.

1.財 産 評 価 人 事 務 所

(1)小 包 番 号 市街 索引 一 ア ラ メダ

② 査 定増 額 通知 一 コ ン トラコス タ

(3)販 売 地 一 エル ドラ ド

(4)雑 事 摘 要 一 イ ン ヨ ー

(5)単 一世 帯 住居 財産 一 オ レ ン ジ

佃 オ ン ラ インMPR検 索 シス テム ー サ ンデ ィエゴ

(7)Ownermailt査 定、 確定 日録 音 声 名 フ ァイル ー サン フ ランシス コ

(8)人 物 評 価 報 告 一 シス キ ュ ー

2.会 計

(1)直 接 税 割 当 －tz－ ク&メ ン ドシ ーノ

② 郵 便 目 録 一 オ レ ンジ

㈲ 財務 情 報 システ ム ー サ ンワ ラ ンシス コ

(4)会 計 係 利 子割 当 一 ヴ ェンチ ュラ ー

㈲ トレー ラ ー 車 一 〃

3.ク ラ ー ク レ コ ー ダ ー

(1>人 口 統 計 一 ロス ア ンゼ ルス

(2)仮 事 業 名 索 引 一 サ ンル イ ス オ ビス ポ

や

ザ

4.法 廷

(1)陪 審 員 選 出 一 ア ラ メダ

② 市 裁判 所 ケ ース 索引 一 サ ン フ ラン シス コ

(3)小 規 模 陳情 裁判 所 ケ ース 索引 一 〃

ω 市 裁 判 所 索 引 一 サ ン タク ララ

㈲ 陪 審 員 選 出 一 ヴ ェン ツユ ラ

一141一



5.デ ー タ 処 理

(1)キ ーパ ンチ分 析 一 ア ラメダ

(2)テ ープ蔵 館、 源 語 館 一 ビ ュー ト

(3)テ ープ保存 一 オ レ ンジ

6.家 庭 関 係

(1)児 童 補 助 一 ロス ア ンゼ ルス

(2)DBA索 引 一 オ レ ン ジ

7.環 境 衛 生

メ

(1)廃 物 処 理(投 棄場 所)一 サ ンベ ル ナル ァ ィノ

②TB病 院 ス ケ ジ ュ ール ー ヴェン ツ ラ

ψ

4

8.病 院

(1)患 者 リアル タ イ ム索引 一 ア ラ メダ

② 病 院 目録制 御 と予算 費用 一 ケル ン

㈲ 実 験 室

(4)給 料 簿

(5)収 集 と 抄 録

⑥ 患 者探 索 フ ァイル

(7)入 院 情報 シ ステ ム

(8)病 院 ス ケ ジ ュ ール

9.法

ω

.(2)

(3)

規 制

一 ロス ァン ゼル ス

ー モ ンテ ロィ

ー オ し〆ン シ

ー サ ン フラ ンシス コ

_〃

ー サ ン ジ ュアキ ン

リアルタイム成人執行猶予索引 一 アラメダ

リアルタイム青少年執行猶予索引 一"

性別ファイル更新 と探索 一 サ ンベ ルナ ル デ ィノ

(4)経 営 分析 用事 件 及び 逮 補 シス テ ム ー サ ン フ ラ ンシス コ

lO.図 書 館

ω 期限切れの本 一 ナパ
一142一
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11.職 員

ωC/Sテ ス トと通 知 シ ステ ム ー サ ンデ ィェゴ

(2)人 員 、 給料 簿 等 の フ ァイル ー サ ンフ ラ ンシス コ

(3)雇 用 人 給料 簿 情報 制 御 システ ム ー 〃

(4)適 用 リ ス ト ー シス キ ユ ー

2.計 画

(1)地 域変 更 の納 税者 通知 一 カ ーン

(2)雇 用 統 計 一 オ レ ンジ

㈲ 資財地 区 別 リス ト ー サ ンル イス オ ビス ポ

(4)国 勢調 査地 域(期 間)一 サ ン タバ ーバ ラ

㈲ 郵 便 リ ス ト ー チ ュ ラーレ

エ3.公 共 事 業

(1)道 路標 識 目録 と道 路 索引 一 ア ラメダ

(,陸 設 標 識 調 査_ン

㈲ 高速道 路 料 金 計算 一 サ ンベ ル ナル デ ィノ

(4)事 故 目録 と分 析 一 ヴ ェンチ ュラー

14.ス ク ー ル ア プ リ ケ ー シ ョ ン

15.課 税

ω 事 業税 と不 動 産 税 フ ァイル ー サ ン フ ラ ンシス コ

(2)税 金情 報 システ ム ー 〃

16.選 挙

(1)選 挙 区 団 体 数 一 ア ラメダ

(2)選 挙管 理官(任 命 、 宣 誓P/R)一 コ ン トラコス タ

(3)郵 便 リ ス ト ー イン ヨー

(4)給 料 選挙 代 理人 一 カ ーン

(5)陪 審 員 選 出 一 キ ングズ
' -143一



⑥ 特 別 選 挙 手 順 一 オ レ ンジ

(7)権 限 授 与 白 書 一 サ ンフ そ ン シス コ

(8)選 挙 管理 と賃 金給 料簿 一"

(9)選 挙 管理 人給 料 一 サ ン タ ク ラ ラ

㈹ 公 認 選 挙 運 動 一 〃

⑪ 抄 録 一 チ ュラ ー レ

⑫ 選 挙 管 理 人 一 ヴ ェン ツ ェラ 4

工7.度 量 衡

(1)リ アル タ イム 索引
一 ア ラメダ

0
`

正ハ.福 祉

(1)日 用 品 目録 索引 一 カ ーン

(2)不 具 者、 盲、 年 寄 補 助 一 ロス ア ンゼ ル ス

(3)下 宿 許 可 証 一 ナバ

(4)ケ ース、 人 物、 前後 参照 フ ァイル ー サ ン フ ラン シス コ

㈲ 福 祉情報 シス テ ム ー サ ン フ ラン シス コ

P.雑

(1)リ アル タ イム健 康 索引

(2)市 民 防衛 施 設 目録

③ 免 疫 ス ケ ジ ュ ール

ー ア ラ メ ダ

ー チ ユ ラ ー レ

ー ヴ ェ ン チ ュ ラ ー

θ
、

・イ

一144一



1

声
継
切
1

ザ '令 べ、

、、
、
ユ
ニ
シバ

左

下

タ
シ
ス

テ
ム

サ

ニ

ー

ベ

ー

ルトランス

D

D

D

DYIIIIYIIII

D

D

D

DIIYIIIIN

D

D

D

DIYIIIYIII

D

D

N

D

DIIIIIINNII

D

D

DIINIIN

ス

ト
ッ

ク

ト

ンサンタモニカサンタクララ

Y

I

I

I

IYIDIDYIIII

I

N

Y

I

IDDYDDINYIN

I

Y

I

I

IDYNYIIN

I

I

I

I

IIPNII

I

III

N

サ
ン

タ
バ

ー
バ

ラサンタアナサンラーンドロ

Y

N

I

N

IYIIIIYDD

I

N

NIIY

IDYN

N

Y

I

I

IYIIIYIII

I

I

I

N

IIIIIIIDIII

I

I

NIINIIN

サ

ン

ノ

ゼ

・サンディエゴサンクレメント

NN

I ,

I

I

IN

NIIY

I

IYID

Y

I

I

INYIIINYIII

I

I

I▲

I

IIINIIIIDDI

I

IINIDDI

サ
ン

ベ

ル

ナ
ル

デ
ィ

ノリヴァーサイドレッドウッドシティー

Y

I

I

I

IYIIIIYII■1

N

IIN

Y

I

IIIYII

Y

I

I

IYIIIIYIII

I

I

I

I

1411NIIIIIII

I

I

NIIN・IIN

パ

サ

デ

ナパロアル

トパームスプ

リ

ン

グ

Y

P

P

P

PYIIIIYIIII

P

P

Y

P

PIPIIIIYII

P

Y

P

N

NIYIIIIYIII

P

P

P

P

PIIINIIININ

P

P

PIINIIN

オ

ク
ス

ナ
ー

ドォrクランド

・ニューポートビー

チ

Y

N

D

I

DYIIIIYNNPP

D

N

Y

I

NIPYIIPNN

N

Y

I

I

IIYIIIYIII

I

I

N

N

IINNIIIPPPP

I

I

NIPIIPN

マ

ウ

テ

ン
ビ

ユ

ーロスァンゼルスロングビーチ

Y

I

I

I

IYIIIIYIIPP

I

D

Y

I

NIIYIIIIYPP

N

Y

I

I

IIYIIIYIIP

I

I

I

I

IIIIIIIIPIP

I

I

I
▲III■且II

ハ

ン

テ
ィ
ン

ト
ン
ビ

ー

チヘイワードグレンデール

Y

I

I

I

IYPIIIYIIII

I

I

Y

I

IPPYPPIPPP

P

Y

I

I

IYIIIPYIII

I

I

I

P

IIPIIIIIIII

I

I

NIINII

ガ

ー

デ
ン

グ
ロ

ー
ブフラートンフレスノ

Y

I

I

I

IYIPIPYPPPP

I

I

NPPNPPY

P

P

Y

I

I

IYIIIPYP.PP

I

I

N

I

IIIIIPPPPP

I

N

NI■ユPPP

コ

ス

タ

メ

サコンコルドバーパンク

Y

I

I

I

IYIIIIYIIII

I

P

Y

I

IIIYIIIPYII

I

Y

I

I

IIYIIIIYIII

I

I

I

N

IIIDIIIII■■1

I

N

NIIIIIN

バ

ー

ク
レ

イペーカース
フ
ィ

ー
ル

ドアズサァナハイム

Y

P

P

P

PYNINIYPPPPYIIII

P

P

Y

P

PINYINPPYPIN

P

Y

I

I

INYIIIYIIIYIII

I

P

P

I

IIIINIIIIIIINII

I

I

IIINIIIIN

目項目適

警告善報
帳
帳帳告出元計報支元出元入費支収当入費般別充当郡部収充

一

」

会

D

幻

出

のー((((㎞L

録帳言訳登告人入台報仕記計記訳助会般仕度訳積補年一累仕別別D別((}((b

算計協ぬ↑

録
状

録弍簿登任登

…
料

㌶
麟

P

総

総

委給①D田田ーdーーー(

訳
状録仕任

告

告分委報登配薄金報額料税除総総期職

獲

麟
辞
退

ρ

旬

θ

"

旬(((((

告式報

簿職様退入金2用一雇W州年別①o(00



⊥

ぱ
|

`

適 用 項 目

ア アベ パ

ナ ズ11
ハ サ カク

1レイ
ス イム

ブ
イ

|
ル

ド

ノくコ コ

1ン ス
バ コ タ

ン ル メ

ク ド リ

ア

フ フガ
レ レ|

一
スル ア

ノ トン

オ1グ
ン ロ

|
ブ

グ ヘハ
レイ ン

ー

ン ワア

ダ1イ
1ド ン
レ ト

ン

ビ

1
チ

ロ ロマ

ンス ウ

グア テ
ビン ン

1ゼ ビ
チ ル ユ

ス1

ニ オ オ
ユ1ク

|ク ス

fラ ナ
トン|
ビ ド ド

|

チ

フノく
ノ、ノく

1ロ サ
ー"

ムア ア

ス ル ナ

ブ ト

リ1
ン

グ

レ リサ
ツヴン

ド ァペ

ウ1ル
ツ

ドサ ナ
シ イ」

テ ドデ
イ イ

1ノ

サ サ サ
ン ンン

クデ ジ

レ イ ヨ

メ エ1

ン ゴン

ト ズ

ササ サ
ン ン ン

ラタ タ
1ア バ

ンナ1
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クモ ク
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ラカ ン

トサ ミ
_二L
フ ニ ニ

ン1%
ノ、

ス ベ ノレ

擢
z

(d}支 払 可 能 勘 定

(D販 売人マスター リス ト

(2)勘 定 番 号 要 約

(3)未 決着負債 リス ト

(4)非 負担額 仕 訳

YYYY

IPIP

IPIP

IPNP

IPNP

YYY

PII
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PPN

DII

DPI

YYY

III噛
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DII
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YY
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ID

(5)充 当 金不 足 額

(6)保 証登録 勘定要約

(7)機 械保 証 登 証

(8)販 売人 歴 報 告

(e)予 算

IPNP

IPIP

IPIP

IPIP

YYYY

IPP
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(D予 算 編 成 表

(21予 算 案 準 備

③ 最 終予 算 準 備

(4)報 酬職 位 予 算

(5)計 画予 算 分 析

PIIN

PIIN

NIIN

IIIP

1)PIP

IIP
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(6)P.P.B.S

(7)資 本 財 と 設備 予 算

㈹ 予 算 認 可

(D給 料 額現 金基 金.

(2)現 金 制 御 調 整
'
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(3)許 容預 金額仕訳

(4)累 積預 金 認 可

㈲ 特 別会 計 報 告

(g)負 担 シス テ ム

(1)販 売人マスター リス ト
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(D事 業 認 可 マ ス タ ー フ ァイル IPII PIP PI II PII IPI INP PIP INI PIN PPI ID

(2)宣 誓 書 作 成 NIN PIP 1 IN IN NNN INN NP DN NIN PI PD

㈲ 報 告 書 作 成 NII PIP 1 II II NPN IIN IP INI NIN PI ID

(4)証 明 書 作 成 IPII PIP PI II PII NPI IPP PIP III PIN PPI DD

㈲ 手数料と罰金計算 IPII PIP PN II PII NPN INP PNP PII PIN PN NN

(6)現 金仕訳 帳作成 NIN PIP PN 1.1 PIN NNN NIP DIP 1 PIN PDI N亙D
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(k)工 事注文費用計算 NDII IDI PNI PNP NIP NNP NIP IYP DIN NI IDI NID
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クモ ク

ラ ニ ト

ラ カン

_ニ
フニ%

ン1ハ

ス ベ 悲

lT
ル タ

| | ン ス1 ビ ン 一テ ドデ ト ズ ロ ラ ζ
ノレ

●

フ ビ | グ イ イ
テ

ド |

チ

チ 1ノ ム

2.計 画

(a}土 地 利 用
NYNY YYY NNN YNY YYN NYN YYN NYY YYN NYY NYY NY

(D土 地利用 コー ドと地区報告 PD PDD PD PP 1 IP IP PP PI PI IP

(2)公 園、 レク リエ ー シ ・ン計 画 ND PP PP P 1 NN P PD PN PP N

(3)住 所 コ ー ド案 内 PD PD pp DI P NP P P PN PP P

(4)AGC/DIME N PP pp DI P NN P PN P

㈲ エン ジ ニア リン グ計 算 PN PN pD DI 1 1 P PN PN P P

〔b)そ の 他. INN N N DPY NPN N N IN N N

3.人 員

(a)人 員 記 録
YYYY YYY YYY YYY YYY YYY YYY YYY YYY YYY YYY NY

(D雇 用 記 録 DIND III PPN DNI PPN NPI PIP II PII ND NPN 1

(2)職 位制御記録 INID II PPI DNI IPN NPI PIP II PNI NDI NPI PD

(3}雇 用人給料簿/出 勤記録
NIII III PNI IIp PIN NPN IIP II PII PII NI ID

(4)雇 用人給料 と控除記録 IIII III PII III PII PPI IIP III III PII NI ID

(5)訓 練 と経験 言日録 PNNN PPD PPN DNP PPN NNN NNP II PN NDN NPN PN

㈲ 保 険統計フ ァイル PNNN PIP PNN PNN IPN NPN .NNP 1 NNI NNN NN IN

(7)退 職雇用人記録 NNNI NII PNN NNN DIN NPN NNP 1 DII NDN NN NN

(8)期 限(契 約)切 れ 雇 用 人 リス ト PINP IrN PNN PNI PIN PPN NIP II PII NDN NN ND

,"(9)雇 用 人 評 価 リス ト ー
INPP PDP PNN DNP IIN NPN IIN PPI PI NDN NPN ID

⑩ 雇用人身分変更 PN.IP ID・1 PNN DNP PIN NIN NIP III DN NII NPN PN

OD人 員 の 身 分 PINP IDI PPI DNI PDN NPI NIP III DN NDI NPI ID

⑫ 休日/病気棚 IIIP III PII DII PDI PPN IIP III III PDI PN ID

⑬ 給 料 調 査 IINN Ipp PNI NNP PDN NPN NIP PI PN NII NPN PD

⑭ 安 全 フ ァ イ ル PINN PPP PNN PNP PDN NPN NNN PI PN NPN NPN P

⑮ 労 働 力 分 布 IPIP III NII INI PDN PII IIP III III PII NII ID

㈹ 平 均 給 料 IINN IPI PNI NNI IIN NPN NIP PI PI NII NN 1.D

⑰ 労働プ ログラム PNNN PID PNN NNP NDN NPN NN II PI NN N IN

(b)そ の 他 NNN 1 NN N Y NNN N' N N N

、

香べ 、十 LJ ,㎡L
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ナ ズ11 1ン ス レ レ1
一

レ イン ンス ウ ユ1ク 1ロ サ ζヴン
ウ アベ

ンン ン ンン ン ン ン ト
一 ニ
フ ニ シ

適 用 項 目

ハサ カク

ィ ㍗
ム'ブ イ

イ

1

バ コ タ

ンル リ

ク ドア

スス ア

ノ トン

オ1グ

ン ロ

|
●

ン ワテ

グ1イ

1ド ン

レ ト

ン

グ ア テ
ビン ン

1ゼ ビ

チ ル ユ
ス|

1ク ス

ボ ラナ

1ン1

、ト ド ド

ビ

一
ム アア

スル ナ

プ ト

リ
ン

ツ1ル

㌍ ナ
テ イ1
イドデ

クデ ジ

1/イ ヨ

メェ1

ンゴ ン

ト ズ

ラ タ タ

1ア バ

ン ナ1

ド パ1

ロ ラ

タ タ ツ

ク モ ク

ラニ ト

ラカ ン

ン1パ

ス ベ 聖

ほ
妄

ル ・ フ ビ | グ 1イ
テ

ド |チ チ
L

ノ ム

4.公 共.事 業

ノ

(a)保 全 管 理 YYYY' YYY YYN NY YY NYY NYY YYY YYN NYN NYY NY

ω 勘定計算報告 PII PII PP N.P PPN NP IP P NI 1 PN N

② 工 事 注 文 PDII IPI PP IP PIN PP IP PII IN IP PI ND

(3)設 備 目 録 PDNI III PI NP PDI IP IP PIP II 1 PI ID

(4)物 資 目 録 PNI III PP IP PIN PI NP PIP IN 1 N ID
、

(5)プ ロ ジ ェ ク トス ケ ジ ュ ール PNN PPI NP . NP PIN PN NP IP PN P PN NN

栂 サービス料勘定計算 PII PI PP IP PIN NI NP PP, II 1 PI N

(7)交 通 記 録. DDNI PII PP PD D .IP DN IN ID PI D PP ID

(8)施 設 目 録 PNP PI NN NP PIN PI IN IP PI P PP PN

(9)道 路 状 況 目 録 NDND PIP NN
'IP

PPP NN PN PP PN P PP PN

oo道 路 特 徴 目 録 NDND PP NN IP PDP NN PN PP PN P PP IN

(b)コ ン ピュータ化 された デ ー タベ ース ND NI NN NNP. PPN NPN NP NN NN NP NPN ND

倒 費 用 計 算 DDII III PNI NNP NDN NNP NIY IIP IIN NIP
』N

DI NID

(劃 エ ン ジニ ア リング 計算 PINN NNN NNN YND .IDY NPN IIN NPN PIN NP NPP NPN

(e)交 通 量 PDND NNI NNN ND DPN NPN NIN NPD PIN NP NPP NPN

㈹ 街 路 日 誌 NDND NNI NNN YND PPN NNN NNN NPD PIN NP NPN NIN

(gl駐 車 場 会 計 NNNN III NNY NNN IIN NIP NIN PIP INI NII NI NID

{h}建 設 認 可 PNNI PIP NNN PNN PPN PPN NN PNP PN NPN NPI NP

{i}予 算 報 告 NNIP PIP NNI PII P.IY N1)D NIY PIN IIN NII NDI NID

(j)そ の 他 N'NN N.N N IN NPN N NDN N NN N

5火 事

(a}消 火栓 目録 と管理 .NNNP PNN PNN NNP NDN NNN NNN NPN NIN NDN NN XPN

(b)そ の 他 PNI PD PP N PDN NPN NPN NIN DI D NN N

6.data-proce88ing・ 」

・(al利 用 報 告 NNNY YYY YYY YNY YYN NYN NNN NYY YYN NYY NYN Y

(Dコ ン ピュータ 利用 1 IDP PII PP II P IP DI DI P ID

(2}ジ ・ プ 会 計 1 II PII pp II 1 1P DI D P ID
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ラタ タ

1ア バ
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ク モ ク

ン1ハ

ス ベと
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適 用 項'目 ム ス イ

弓

ク ドア オ1グ

ン ロ

1

.ン1ト

ト.|
/ン

ピ
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1ン1
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メ エ1
ン ゴ ン
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(3)顧 客勘 定 計 算 P NN PNN、 PI II N PP DN D N IN

(4)製 造 費 用 N II PNN PP II・ N PP DI D P N

(b}0.R.と 統 計 方法 NNNN NNN NNN NN IDN NPN NNN N・N NNN NP NN N

(c)そ の 他 NN N N NN NN N N NN N
L

7.法 律 施 行

(a)経 営 操 作 報 告 YYYY YYY YYY YYY YYN YYY NYN YYY YYY YYN NYY YY

(D軍 隊 出 勤 一

(2)認 可 と許 可 証

IPNP

NNNN

PIP

PP

PNN

NNN

PIP

NP

PI

PI

NPP

NPN

P

N

PP

P

PP

P

NP

NI

IPN

NPN

NI

NI

、(3)警 察 官 日誌 と派 遣票 .PPNP PPI PNN PIP PI NIN P P DI NI NPN NI

己 (4)統 計 DplI PIP PPI PID PI Irp P , PIP III PDP III II

9・ (5)逮 捕 と 囚 人 NPIN PPP PNI NNP PI NNN P PP DI NPP NPI NI

1 (6}呼 出 し IpNP PIP PNN PNP PI NIP P PP IP ND NPP NI'

(7)犯 罪 人 報 告 PPNI PPP NNN NNP PI NNN P P ID NPP NPN NI

(b)財 産'管 理 NYNY YY NN
'NNY

NYN NYN NNN YY NYN NYY NYY NN

ω 設 備 ・目 録 NP PII N N P P NIP N PI NPI P

(2}動 産 と 証 拠 PN PP. N N P P P P P NPN P

(3)認 可 と許 可 証 NN PP N N 1 N P N P NPN

・(cい犯 罪 人 活 動

(D犯 罪 ・報 告

NYYY

IIp

YYY'

PIP

YNN

N

YYY`

NIP

YYN

PI

NYY

DP

NYN NY

P

YYN

PI

NYN

DP

NYY

NII

NY

I

一(2}犯 罪 者 強制 要 約 PNP PIP N PNP PI N P P DN DP NPN 1

(3) .刑事 追 跡 要 約

(4)手 続 き

DNP

NNP

PP

PP

N

N

PNP

NNP

PI

PI

NP

NN

P

N

P

P

YN

ND

D

P

NPN

NPN

N

N

.

㈲ 事件 と捜査 ケース
PNN PP P PNP PI NN P 正》 PN DP NPN 1

佃 盗難 及び、牽引された車.

(7)間 諜 情 報

NNP

INP

PP

PPP

N

N

NND

NNP

PI

PI

NN

PN

N

N

P

P

PI

PN

PP

D

NPN

NPN

D

N

(8)盗 難 品 NNI PPP N NNP PI NN N P PI DP NPN D

働 交 通 施 行 YYYY YYY YYY YYY YYY NYY NYN YYY' YYN NYN YYY DY

ω 召 喚 状 DPII PII PPN PID DIP PN 1 PIP PI PP IIP 1

ゐ.一 合).'
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市調査表 に控えて ある他 の適 用項 目 リス ト

1.会 計

(1)有 価 証 券 目録 一 オ ーク ラン ド

(2}空 港 勘 定計 算 とA/R－ サ ンタバ ーバ ラ

㈲ 公 益 事業 株 目録 一 サ ンタ ク ラ ラ

も

2.計 画

ω 氏 名、 住 所 リス トと財産 査 定 一 アナ ハ イム

(2)CAP(現 地 調 査 か らマス タ ーフ ァイル を作 る)一 ロ ング ビ ーチ

(3)都 市経 営 情 報 シス テ ム ー ロサ ンゼル ス

(4)試 験的 国勢調 査 等 一 マ ウ ンテ ン ヴ ィ ユ ー

(5)図 示 一 オ ーク ラン ド

⑥ 建 設 認 可 活 動 一 サ ンデ ィエゴ

●

、
ノ

3..人 員

4.公 共 事 業

(1)衛 生 経 営情 報 シス テ ム

(2)交 通 標 識 目 録

㈲ 車 輌 ス ケ ジ ュール 廃物 トラ ック

ー ロサ ンゼ ル ス

ー オ ーク ラン ド

ー リ ヴ ァーサ イ ド

5.火 事

(1)呼 出 し

② 防 火 分 析

㈲ 火事種類 と原因 等

(4)道 路 標 識

㈲ 火事報告システム

㈲ 消火指揮と制御

(7)呼 出しボックス統計

(8)火 事報告システム

ー ア ナ ハ イ ム

ー バ ー ク レ ー

ー バ ーバ ン ク

ー コ ン コ ー ド

ー フ レ ス ノ

_ロ サ ン ゼ ル ス

ー オ ー ク ラ ン ド

ー バ ロ ア ル ト

ー152一

』
、
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(9)火 事 統 計 報 告 一 リヴ ァーサ イ ド

OO)消 火 指 揮 と制 御 の ため の派 遣/人 員/z:備 報告 一一 サ ンデ ィ エゴ

aD火 事 事 件 報 告 一 サ ンホ セ

⑫ 弁 目録 と 経 営 一 サ ンタ ァナ

6.資 料 調 査 分 析

7.法 律 施 行

(1)時 間 と仕事 割 当 報告 一 ア・liサ

(2)AWWS－ パ ーバ ン ク

㈲ 訓練 シス テム、 一 ロ サ ンゼ ルス

(4)緊 急 命令 と制 御 シス テ ム ー 〃

㈲ 既知 加害 者 フ ァイル ー オ ーク ラン ド

(6)警 察 指揮 と制 御 の た め の派 出 一 サ ンデ ィ エゴ

8.公 益 事 業

(1)送 信 分 析 一 アズ サ

(2)メ ータ ー取 換 え プ ログ ラム ー ロング ビーチ

㈲ 費 用 計 算 一 サ ンタバ ーバ ラ

(4)closingBiIIfoliowup－ サ ンタ ク ララ

9.雑 事

(1)雑 草排 除 作 業 一 サ ン タ ク レメ ン ト

(2)土 地 料 金 一 〃

(3)ゴ ル フ コ ース ー 〃

ω 艦 隊 事業会 計 シス テ ム ー"

㈲ 一般 固定 資産項 目 一"

(6)定 期刊 行 物 購 読予 約 相場 表 一 サ ン タバ ーバ ラ

(7)図 書 遅 延 通 知 一 サ ンタ ク ラ ラ

(8)定 期刊 行 図書 フ ァイル と報 告 一 ス ト ック トン

ー153一
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